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 県内の原子力施設

原子燃料サイクル施設（再処理工場）
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１　東通原子力発電所の概要
事業主体／東北電力㈱・東京電力ホールディングス㈱

　東通原子力発電所は、東北電力㈱及び東京電力ホールディングス㈱が下北郡東通村に
110万kWの沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）１基、138万５千kWの改良型沸騰水型軽水炉（

※

ＡＢ
ＷＲ）３基を建設する計画となっています。

１　主な立地の経緯
　通商産業省（現経済産業省）が、昭和39年度に東通村大字白糠字前坂下を対象に原子力
発電所立地調査（地質調査）を行ったところ、地質状況が極めて良好であるとの結果が得
られ、これを受けて東通村議会が昭和40年５月に原子力発電所の誘致決議を行いました。
　東北・東京両電力㈱は、昭和56年に沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）（出力110万kW）４基を建
設する第１次開発計画を発表するとともに、平成６年１月にはすべての用地取得が完了し、
平成７年１月には関係する６漁協（地先２漁協（白糠、小田野沢）及び周辺４漁協（尻労、
猿ヶ森、老部川内水面、泊））との漁業補償交渉が解決しました。
　これに伴い、東北電力１号機については、平成８年４月第１次公開ヒアリング、同年７
月の知事意見提出を経て、同年７月18日の第133回電源開発調整審議会（電調審）に上程
され、国の電源開発基本計画に組み入れられました。平成８年８月には事業者から国に対
して原子炉設置許可申請がなされ、平成10年８月31日、通産大臣から原子炉設置が許可さ
れました。この間、平成９年11月には第２次公開ヒアリングが開催されました。平成10年
12月には工事計画が認可（着工）され、平成11年２月に発電所本体の建設工事に着手しま
した。
　その後、同発電所周辺における地域住民の安全確保及び環境の保全を図るため、平成16
年２月には青森県及び東通村と東北電力㈱が安全協定を締結し、平成17年12月から営業運
転を開始しました。
　一方、残り３基については、平成11年３月に出力138.5万kWの改良型沸騰水型軽水炉
（ＡＢＷＲ）への出力変更が発表されました。
　出力変更を行った３基については、両電力と関係漁協との間で、追加漁業補償交渉が行
われ、平成20年５月に解決しました。
　東京電力ホールディングス１・２号機については、環境影響評価書に係る国の確定通知
が平成15年８月にあり、同年11月には「第一次公開ヒアリング」が開催されました。平成
18年３月に東京電力㈱から国に対して重要電源開発地点指定申請が行われたことを受け、
国から県に対し、同年８月４日付けで同指定についての意見照会があり、県としては異議
ない旨、同年９月１日付けで回答しました。平成18年９月13日には経済産業大臣により重
要電源開発地点の指定が行われました。
　東京電力ホールディングス１号機については、平成18年９月、東京電力㈱から国に対し
て原子炉設置許可申請が行われました。平成22年４月、原子力安全・保安院による安全審
査が終了し、同年８月の原子力安全委員会による第二次公開ヒアリングを経て、平成22年
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12月、経済産業大臣は、原子炉の設置を許可しました。

２　現　　状
　東北電力１号機は、平成23年２月より第４回定期検査のため停止していましたが、同年
３月に東北地方太平洋沖地震が発生し、現在も停止しています。
　東北電力㈱は、平成25年７月に施行された実用発電用原子炉に係る新規制基準への適合
性確認のため、平成26年６月、原子力規制委員会に対し原子炉設置変更許可申請を行い、
現在審査を受けているところです。
　工事完了時期は当初、平成28年３月を目標としていましたが、新規制基準への適合性審
査の状況や安全対策工事等を踏まえ、平成27年６月に平成29年４月に変更し、平成29年２
月には、平成31年度に変更しています。
　　（資料１　東通原子力発電所の主な経緯　７２頁参照）

■東通原子力発電所の概要　　　　　　　　　　　　　（平成28年度供給計画等による）

■東通原子力発電所東北電力１号機

位　　　置／青森県下北郡東通村

敷地面積／約808万平方メートル

原子炉型式及び電気出力／
　沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）110万kW１基
　改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ）138.5万kW３基

燃料の種類／低濃縮ウラン

建　設　工　程 着　工 運転開始 型　式 備考

●東北電力
１号機 10年12月 17年12月 ＢＷＲ 運転中

２号機 未定 未定 ＡＢＷＲ 計画中

●東京電力
ホールディングス

１号機 23年１月 未定 〃 建設中

２号機 未定 未定 〃 計画中

※ABWR：Advanced　Boiling　Water　Reactor（改良型沸騰水型軽水炉）
　　　　　従来の沸騰水型軽水炉から原子炉再循環ポンプを原子炉容器内に設置し配管を単純化したり、作業者
　　　　　の被ばく量の低減化、運転性・安全性・信頼性・経済性の向上などを図った改良型の原子炉
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２　大間原子力発電所の概要	
事業主体／電源開発㈱

　大間原子力発電所は、電源開発㈱が下北郡大間町に138万３千kWの改良型沸騰水型軽水
炉（ＡＢＷＲ）１基を建設する計画となっています。

１　主な立地の経緯
　電源開発㈱が、大間町白砂地区を中心に昭和58年から59年にかけて立地環境調査を実施
した結果、原子力発電所の立地に適しているとの結論が得られ、大間町議会が昭和59年12
月に誘致決議を行いました。
　電源開発㈱は、昭和60年に60万６千kWの新型転換炉（

※

ＡＴＲ）実証炉１基の建設計画を
発表し、平成６年５月には、関係漁協との漁業補償交渉も解決しました。
　しかし、平成７年８月に原子力委員会は、経済性等の理由からＡＴＲ実証炉建設計画を
中止し、代わりに全炉心

※

ＭＯＸ燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）装荷可能な
138万３千kWの改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ）１基の建設計画を決定しました。
　計画変更に伴い、温排水の拡散範囲が拡大することから、電源開発㈱と関係漁協との間
で再度の漁業補償交渉が行われ、平成10年８月に解決しました。
　これを受けて、大間原子力発電所計画は、同年12月の第一次公開ヒアリング、平成11年
７月の知事意見提出を経て、同年８月３日開催の第141回電源開発調整審議会に上程され、
国の平成11年度電源開発基本計画に組み入れられました。
　平成11年９月８日、電源開発㈱から、通商産業大臣あてに原子炉設置許可申請が行われ、
国の安全審査が開始されましたが、用地買収が完了していないことから、平成13年10月24
日、電源開発㈱は、原子力安全・保安院長あてに安全審査の一時保留願いを提出し、受理
されました。
　平成15年２月、電源開発㈱は早期の用地取得が困難と判断し、配置計画見直しについて
具体的準備を開始することを公表しました。その後、電源開発㈱は、配置計画の見直しに
伴う詳細な調査・設計を行い、平成16年３月、当初の原子炉設置許可申請を取り下げ、改
めて経済産業大臣に原子炉設置許可申請を行い、国の安全審査が再開されました。
　平成17年６月、原子力安全・保安院による安全審査が終了し、その結果について、経済
産業大臣から原子力委員会及び原子力安全委員会に対して諮問され、両委員会において、
その妥当性の審査（２次審査、いわゆるダブルチェック）が開始されました。同年10月に
は、大間町において、原子力安全委員会による第二次公開ヒアリングが開催されました。
　平成18年９月、原子力安全委員会の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が
改訂されたことを踏まえ、電源開発㈱は、同年10月及び平成19年３月に原子炉設置許可申
請書の補正書を国に提出しました。
　平成20年４月、原子力委員会及び原子力安全委員会による審査が終了し、経済産業大臣
は、原子炉の設置を許可しました。同年５月、第１回工事計画が認可され着工しました。
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２　現　　状
　平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震以降、本体工事を休止していましたが、
平成24年10月に工事を再開しました。その後、電源開発㈱は、平成25年７月に施行された
実用発電用原子炉に係る新規制基準への適合性確認のため、平成26年12月、原子力規制委
員会に対し原子炉設置変更許可申請を行い、現在審査を受けているところです。
　安全強化対策工事の終了時期については、当初、平成32年12月を目標としていましたが、
その後、新規制基準への適合性審査の状況や安全対策工事等を踏まえ、平成27年９月に、
平成33年12月頃に変更し、平成28年９月には平成35年後半に変更しています。
　（資料２　大間原子力発電所の主な経緯　78頁参照）

■大間原子力発電所建設計画の概要　　　　　　　　　（平成28年度供給計画等による）

■大間原子力発電所完成予想図

位 　 　 置 青森県下北郡大間町

敷 地 面 積 約130万平方メートル

電 気 出 力 138万３千kＷ

原子炉型式 改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ）

燃料の種類 ウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ燃料）、低濃縮ウラン

建 設 工 程
着　　工　平成20年５月

運転開始　未定　　　　

※ATR　：Advanced Thermal Reactor（新型転換炉）
※MOX　：Mixed Oxide（混合酸化物）
　　　　　�国内では通常ウランとプルトニウムの混合

酸化物を指す
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３　原子燃料サイクル施設の概要
事業主体／日本原燃㈱

１　主な立地の経緯
⑴原子燃料サイクル三施設の立地
　昭和59年４月、電気事業連合会から青森県に対し、原子燃料サイクル施設を下北半島太
平洋側に立地したいので協力してほしい旨の包括的立地協力要請がありました。
　次いで、昭和59年７月、電気事業連合会から原子燃料サイクル施設の概要を添えて、青
森県及び六ヶ所村に対し、六ヶ所村のむつ小川原工業開発地区に立地したいとする立地協
力要請がありました。
　これを受けて、青森県は、安全確保を第一義に、地元の意向や国の政策上の位置付けを
確認しながら、県内各界各層の意見聴取や県議会の議論等を踏まえ、昭和60年４月、立地
協力要請を受諾し、青森県、六ヶ所村、日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱との間で、
電気事業連合会を立会人とする基本協定を締結しました。
　なお、日本原燃サービス㈱と日本原燃産業㈱は、平成４年７月に合併して日本原燃㈱と
なり、各事業に取り組んでいます。
⑵ＭＯＸ燃料加工施設の立地
　平成13年８月、日本原燃㈱から青森県及び六ヶ所村に対し、同社の再処理工場隣接地に
ＭＯＸ燃料加工施設を立地したいという協力要請がありました。
　同年９月から専門家による安全性チェック・検討を行い、平成14年４月、同施設に係る
安全確保の基本的考え方は妥当である旨の報告が取りまとめられました。その後、東京電
力㈱の原子力発電所における自主点検作業記録の不正等の問題や、日本原燃㈱における使
用済燃料受入れ貯蔵施設のプール水漏えい問題など六ヶ所再処理施設を巡る様々な動きが
あったことから、検討を中断せざるを得ない状況が続きましたが、日本原燃㈱における第
三者外部監査機関による定期監査の実施など、検討を中断してきた要因が取り除かれたこ
とから、ＭＯＸ燃料加工施設に係る品質保証体制等について、追加的にチェック・検討を
行い、平成17年２月に、平成14年４月の結論を変更する必要はない旨、報告がありました。
　県としては、県議会での議論や県内各界各層からの意見を踏まえ、さらには国及び事業
者の取り組みを確認し、地元六ヶ所村長の意向を確認した上で、平成17年４月、立地協力
要請を受諾し、青森県、六ヶ所村、日本原燃㈱との間で、電気事業連合会を立会人とする
基本協定を締結しました。
⑶海外返還廃棄物の受入れ
　平成22年３月、国並びに日本原燃㈱及び電気事業連合会から青森県及び六ヶ所村に対し、
「海外返還廃棄物の受入れ」（海外からの返還低レベル廃棄物の受入れ等）についての要
請がありました。
　県は、経済産業大臣自らが来県し、返還廃棄物貯蔵管理の政策的重要性、緊急性に鑑み、
国として我が国の国際的な信用を失わないため要請されたこと、また、青森県を最終処分
地にしないこと等の県からの確認事項に対して、確約をいただいたことを重く受け止め、
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六ヶ所村長の意向も踏まえ、海外返還廃棄物の受入れに係る安全性等について検討を開始
することとしました。
　同年３月より各分野の専門家による安全性チェック・検討を行い、同年７月、「海外返
還廃棄物の受入れ」に係る安全性は確保できるものと考える旨の報告が取りまとめられま
した。
　また、今回の受入れの対象となっている放射性廃棄物は、地層処分の対象となるため、
同年７月、経済産業大臣及び事業者より、本県をこれら廃棄物の最終処分地にしない旨の
確約文書を受領しました。
　これらを踏まえ、県議会での議論や県内各界各層からの意見を伺い、さらには地元六ヶ
所村長の意向を確認した上で、県は同年８月、海外返還廃棄物の受入れについて了解しま
した。

２　現　　状
　各施設のこれまでの経緯及び現状は次のようになっています。
⑴ウラン濃縮工場
　ウラン濃縮工場は、原子力発電所の燃料となる濃縮ウランを遠心分離法により生産する
工場で、1,500トンＳＷＵ※／年規模まで逐次増設されることとなっています。
　昭和63年８月、日本原燃産業㈱は、内閣総理大臣から第一期工事分（運転単位：ＲＥ－
１Ａ～ＲＥ－1Ｄ）として600トンＳＷＵ／年の加工事業許可を受け、同年10月にウラン濃
縮工場の建設に着手しました。平成５年７月には、第二期工事分900トンＳＷＵ／年のう
ち前半分（運転単位：ＲＥ－２Ａ～ＲＥ－２Ｃ）の450トンＳＷＵ／年について、内閣総
理大臣から加工事業変更許可を受け、第一期工事分と合わせて1,050トンＳＷＵ／年の事
業規模となりました。
　また、施設周辺における地域住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、平成３年７
月に、青森県及び六ヶ所村と日本原燃産業㈱が、平成３年９月には、周辺６市町村と日本
原燃産業㈱が、安全協定を締結しました。
　日本原燃㈱は、平成４年３月に、150トンＳＷＵ／年で生産運転を開始し、以後150トン
ＳＷＵ／年ずつ生産規模を拡大して、平成10年10月には、1,050トンＳＷＵ／年の生産運

至二又

むつ湾

青森市

六ケ所村六ヶ所村

二
又
川

国家石油備蓄基地

六ヶ所変電所

高レベル放射性廃棄物
貯蔵管理センター

弥栄平

尾駮浜
大石平

尾駮沼

再処理工場

鷹架沼

至三沢 ０ １ ２ ３Km

むつ小川原港

老

至むつ Ｎ

部
川

ウラン濃縮工場

MOX燃料工場（建設中）

低レベル廃棄物受入れ・貯蔵施設（計画中）

六ケ所原燃ＰＲセンター

低レベル放射性廃棄物埋設センター

国
道
３
３
８
号

原子燃料サイクル施設は、上北郡六
ヶ所村の弥栄平及び大石平と呼ばれ
る標高30～60ｍ程度の台地に建設さ
れています。 敷地の総面積は約740
万㎡です。
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転に入りました。
　遠心分離機については、運転開始後、次第に停止して来ており、遠心分離機の停止が製
品濃縮度等の生産運転へ与える影響を考慮し、平成12年４月（ＲＥ－１Ａ）以降、順次計
画停止しています。
　また、日本原燃㈱では、より濃縮性能の優れた新型遠心分離機の導入に向け、平成12年
度から仕様検討、カスケード試験等を行っており、平成19年度末には所期の性能を確認で
きたことから、平成20年12月には75トンＳＷＵ／年規模の新型遠心機への更新として事業
変更許可申請を行い、平成22年１月に事業変更許可を取得、同年３月に着工しました。こ
れに伴い、最後まで運転を継続していたＲＥ－２Ｂについても、新型遠心機への更新工事
をより安全に実施するため、同年12月に停止しました。
　日本原燃㈱は、段階的に新型遠心機の更新工事を行い、最終的には1,500トンSWU／年
規模とすることとしており、新型遠心機初期導入前半分（37.5トンSWU／年）については、
平成24年３月に、後半分（37.5トンSWU／年）については、平成25年５月に生産運転を
開始しています。さらに、平成29年11月頃までに375トンSWU／年分の新型遠心機を導
入するなどした事業変更許可申請を平成25年５月に原子力規制委員会へ行いました。
　また、平成25年12月に核燃料施設等に係る新規制基準が施行されたことから、日本原燃
㈱は、平成26年１月に原子力規制委員会に対し、新規制基準への適合性確認のため事業変
更許可申請の一部補正を行いました。

⑵低レベル放射性廃棄物埋設センター
　低レベル放射性廃棄物埋設センターでは、原子力発電所で発生した低レベル放射性廃棄
物を逐次受け入れて、地下式コンクリートピットに20万㎥（200ℓドラム缶約100万本相当）
埋設します。
　日本原燃産業㈱は、平成２年11月、内閣総理大臣から第１期工事分として４万㎥（ドラ
ム缶約20万本相当）の廃棄物埋設事業許可を受け、低レベル放射性廃棄物埋設センターの
建設に着手しました。
　平成４年９月、施設周辺における地域住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、青
森県及び六ヶ所村と日本原燃㈱が、同年10月には周辺６市町村と日本原燃㈱が、安全協定

ウラン濃縮工場

※トンＳＷＵとは、天然ウラ
　ンを濃縮する際に必要とな
　る作業量を表わす単位で、
　ＳＷＵは「分離作業単位
　（Separative Work Unit）」
　の頭文字をとったものです。
　一般に、濃縮度を高めるほ
　ど分離作業量は大きくなり
　ます。100万ｋＷの原子力
　発電所では、３～５％に濃
　縮したウランが年間約30ト
　ン必要で、このための分離
　作業量は、約120トンＳＷ
　Ｕとされています。
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を締結しました。
　平成２年11月に事業許可がなされた均質・均一固化体（１号廃棄物埋設地）に係る４万
㎥（200ℓドラム缶約20万本相当）の施設については、平成４年12月から廃棄体の受入れ
を開始しています。
　また、平成10年10月に事業変更許可がなされた充てん固化体（２号廃棄物埋設地）に係
る４万㎥（200ℓドラム缶約20万本相当）の施設については、平成12年10月から廃棄体の
受入れを開始しています。

⑶再処理工場
　再処理工場では、沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）及び加圧水型原子炉（ＰＷＲ）の使用済燃
料を再処理します。
　日本原燃サービス㈱は、平成元年３月、再処理の事業指定を申請しました。事業指定は、
平成４年12月24日になされ、平成５年４月に建設に着手しました。
　平成11年12月３日には、使用済燃料受入れ貯蔵施設が完成し、同日付けで再処理事業を
開始しています。
　施設周辺における地域住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、平成12年10月には
青森県及び六ヶ所村と日本原燃㈱が、続いて11月には周辺６市町村と日本原燃㈱が、使用
済燃料受入れ貯蔵施設に係る安全協定を締結し、同年12月から使用済燃料の本格的な受入
れを開始しています。
　再処理工場本体施設については、平成18年３月31日から、使用済燃料を使った総合試験
であるアクティブ試験が行われ、試験のうち、長時間を要したガラス固化設備に係る試験

低レベル放射性廃棄物埋設センター

再処理工場
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についても、平成25年５月26日に終了しました。
　また、平成25年12月に核燃料施設等に係る新規制基準が施行されたことから、平成26年
１月、平成26年10月のしゅん工を目指し、原子力規制委員会に対し、新規制基準への適合
性確認のため事業変更許可申請を行いました。
　その後、しゅん工時期については、新規制基準への適合性審査の状況や安全対策工事等
を踏まえ、平成26年10月に平成28年３月に変更し、平成27年11月には平成30年度上期に変
更しています。

⑷高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターでは、海外（英国、仏国）に委託した使用済燃
料の再処理に伴って発生した高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）を、30年間から50年
間貯蔵・管理します。また、仏国から返還される低レベル放射性廃棄物を、低レベル廃棄
物受入れ・貯蔵施設が完成するまでの間、受け入れ、貯蔵・管理します。
　日本原燃サービス㈱は、平成元年３月、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの事業
許可を申請し、平成４年４月、内閣総理大臣から廃棄物管理事業許可を受け、高レベル放
射性廃棄物貯蔵管理センターの建設に着手しました。
　平成６年12月、施設周辺における地域住民の安全確保及び環境の保全を図るため、青森
県及び六ヶ所村と日本原燃㈱が、平成７年１月には周辺６市町村と日本原燃㈱が安全協定
を締結しました。
　平成４年４月に事業許可がなされた1,440本分の施設については、平成７年４月から操
業開始されています。
　その後、日本原燃㈱は、1,440本分の施設を増設することとし、平成13年７月、国に対
して事業変更許可申請を行い、平成15年12月に国の許可を受け、平成23年４月にしゅん工
しました。平成22年10月には仏国から返還される低レベル放射性廃棄物を受け入れるため
の事業変更申請を行い、現在、国において審査が
行われています。
　また、平成25年12月に核燃料施設等に係る新規
制基準が施行されたことから、日本原燃㈱は、平
成26年１月に原子力規制委員会に対し、新規制基
準への適合性確認のため事業変更許可申請を行い
ました。

⑸低レベル廃棄物受入れ・貯蔵施設
　低レベル廃棄物受入れ・貯蔵施設では、仏国から返還される低レベル放射性廃棄物及び
六ヶ所再処理工場で発生するハル等圧縮体について最終的な処分がなされるまでの間、適
切に貯蔵・管理する計画です。
　日本原燃㈱では現在、「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける返還低レベル
廃棄物の受入れ・貯蔵」に係る事業許可変更申請を行っており、その許可が得られ次第、「低
レベル廃棄物受入れ・貯蔵施設の新設」を申請することとしています。

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
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⑹ＭＯＸ燃料工場
　ＭＯＸ燃料工場では、再処理工場において使用済燃料を再処理して得られるＭＯＸ粉末
（ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末）を原料として、再び原子力発電所の燃料として
用いるためのＭＯＸ燃料を製造します。
　日本原燃㈱では、平成17年４月に、加工事業許可申請を行いました。また、平成18年９
月、原子力安全委員会の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が改訂されたこ
と等を踏まえ、日本原燃㈱では、平成19年２月、５月、平成20年10月、平成21年４月、６
月及び12月に、事業許可申請書の一部補正を行っています。
　平成19年６月、原子力安全・保安院は、ＭＯＸ燃料加工施設の事業許可について、原子
力委員会及び原子力安全委員会に諮問し、同年９月には、原子力安全委員会が公開ヒアリ
ングを開催しました。平成22年４月、原子力委員会及び原子力安全委員会による審査が終
了し、同年５月、日本原燃㈱は経済産業大臣から加工事業の許可を受け、同年10月、建設
に着手しました。その後、平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震以降、本格工事
を見合わせていましたが、平成24年４月から工事を再開しています。
　平成25年12月に核燃料施設等に係る新規制基準が施行されたことから、日本原燃㈱は、
平成26年１月に原子力規制委員会に対し、新規制基準への適合性確認のため事業変更許可
申請を行い、現在審査を受けているところです。
　また、平成26年４月にはしゅん工時期を平成29年10月に変更しましたが、新規制基準へ
の適合に必要な工事等を踏まえ、平成27年11月に、しゅん工時期を平成31年度上期に変更
しています。

■原子燃料サイクル施設の現状と計画

　（資料３　原子燃料サイクル施設の主な経緯　８3頁参照）
　（資料６　原子燃料サイクル施設の概要　９6頁参照）
　（資料７　原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書　100頁参照）
　（資料８　ＭＯＸ燃料加工施設の立地への協力に関する基本協定書　103頁参照）

施　設　名 ウ ラ ン 濃 縮 工 場 低 レ ベ ル 放 射 性
廃棄物埋設センター 再　処　理　工　場 高レベル放射性廃棄

物貯蔵管理センター

低 レ ベ ル 廃 棄 物
受入れ・貯蔵施設

（計画中）

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 工 場
（建設中）

建 設 地 点 青森県上北郡六ヶ所村大
おおいしたい

石平地区 青森県上北郡六ヶ所村弥
いやさかたい

栄平地区

施 設 規 模

150トンSWU ／年で操
業開始
最終的には
1,500トンSWU ／年規
模

約20万立方㍍
　（200㍑ドラム缶
　約100万本分相当）

最終的には約60万立
方㍍（同約300万本
相当）

最大再処理能力
　　800トンU／年
使用済燃料貯蔵容量
　　3,000トンU

返還廃棄物貯蔵容量
ガラス固化体
　　　　　2,880本

貯蔵容量
　　8,320本

最大加工能力
　130トンHM ／年

用 地 面 積 大石平　約340万平方㍍ 弥栄平　約380万平方㍍（専用道路などを含む）

着工・　
操業時期

・着工
　昭和63年10月14日
・操業開始
　平成４年３月27日

・着工
　平成２年11月30日
・操業開始
　平成４年12月８日

・着工
　平成５年４月28日
・事業開始
　平成11年12月３日
・再処理工場本体竣
　工
　�平成30年度上期予
定

・着工
　平成４年５月６日
・操業開始
　平成７年４月26日

・着工
　平成22年10月28日
・竣工
　�平成31年度上期予
定
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４　使用済燃料中間貯蔵施設の概要
事業主体／リサイクル燃料貯蔵㈱

　使用済燃料中間貯蔵施設（リサイクル燃料備蓄センター）は、原子力発電所で使い終わっ
た燃料を再び燃料として再処理するまでの間、貯蔵しておく施設で、リサイクル燃料貯蔵
㈱が、むつ市に貯蔵量3,000トン規模の貯蔵建屋を１棟建設し、その後2,000トン規模の貯
蔵建屋を建設する計画となっています。

１　主な立地の経緯
　平成12年11月のむつ市からの要請に応え、東京電力㈱が、平成13年４月より、むつ市関
根浜港周辺地域を対象として立地可能性調査を行い、平成15年４月、施設を建設すること
は技術的に可能と判断した旨の調査結果及び貯蔵規模、貯蔵方式などについての基本的な
事業構想をむつ市に報告しました。
　むつ市においては、立地可能性調査結果報告や事業構想等について、専門家会議、市民
への説明会、市内各界各層の意見聴取のための懇話会が開催され、平成15年６月、市議会
において、「施設立地は可能」とする調査特別委員会委員長報告が了承され、同月、むつ
市長より施設の誘致表明がなされました。
　平成16年２月、東京電力㈱から、青森県及びむつ市に対して立地協力要請があり、県と
しては、安全確保を第一義に慎重に対処する必要があることから、平成17年１月、専門家
による安全性チェック・検討を行いました。その結果、同年３月、安全性チェック・検討
会から、計画されている中間貯蔵施設に係る安全確保の基本的考え方は妥当である旨の検
討結果が知事に報告されました。
　県としては、中間貯蔵施設の立地協力要請については、県民を代表する県議会での議論、
県内各市町村長の意見、青森県原子力政策懇話会の意見、県内５地区で開催した県民説明
会、また、県民の意見を知事が直接伺う場としての「使用済燃料中間貯蔵施設についてご
意見を聴く会」で意見を伺い、さらには、国及び事業者の取り組みを確認し、地元むつ市
長の意向を確認した上で、平成17年10月、安全確保を第一義に、これを受諾することとし、
同月、県民の安全、安心の確保の観点から、使用済燃料の確実な搬出及び新会社の品質保
証体制の構築について事業者として遵守すべき事項について、県、むつ市、東京電力㈱及
び日本原子力発電㈱との間で、「使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定」を締結しました。
　平成17年11月、東京電力㈱及び日本原子力発電㈱の原子力発電所から発生する使用済燃
料の貯蔵・管理及びこれに付帯関連する事業を行うため、両社により「リサイクル燃料貯
蔵㈱」が、むつ市に設立されました。
　平成18年11月、リサイクル燃料貯蔵㈱は、事業許可の申請や詳細設計等を行うための詳
細調査を終了し、平成19年３月、国に事業許可申請書を提出しました。平成21年12月、原
子力安全・保安院による安全審査が終了し、その結果について、経済産業大臣から原子力
委員会及び原子力安全委員会に対して諮問されました。平成22年４月、原子力委員会及び
原子力安全委員会による審査が終了し、同年５月、経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業
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を許可しました。
　平成22年８月、１回目の設計及び工事の方法の認可を受け着工しました。
２　現　　状
　使用済燃料貯蔵施設のうち、貯蔵建屋が平成25年８月に完成しました。
　また、平成25年12月に核燃料施設等に係る新規制基準が施行されたことから、平成26年
１月、使用済燃料貯蔵施設に係る新規制基準への適合性確認のため、原子力規制委員会に
対し、事業変更許可申請を行い、現在審査を受けているところです。
　事業開始時期については、当初、平成27年３月としていましたが、新規制基準への適合
性審査の状況を踏まえ、平成27年１月に、平成28年10月に変更し、平成28年９月には平成
30年後半に変更しています。

■使用済燃料中間貯蔵施設（リサイクル燃料備蓄センター）建設計画の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業変更許可申請書等による）

　（資料４　使用済燃料中間貯蔵施設の主な経緯　９２頁参照）
　（資料3８　使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書　1８９頁参照）

位　　置 むつ市大字関根字水川目地内

敷地面積 約26ヘクタール（本体用地）

貯　蔵　量 5,000トン（１棟目：約3,000トン）

貯 蔵 方 式 金属製乾式キャスク方式

建設工程
１棟目
　工事の開始：平成22年８月
　事 業 開 始：平成30年後半予定

使用済燃料中間貯蔵施設の貯蔵建屋イメージ（画像提供：リサイクル燃料貯蔵㈱）
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５　旧原子力船「むつ」関連施設の概要
事業主体／国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

　原子力船「むつ」の研究開発は、日本の原子力船に関する技術、知見、経験等の蓄積、
涵養を図るため、内閣総理大臣・運輸大臣が定めた「日本原子力研究所（現在、国立研究
開発法人日本原子力研究開発機構）の原子力船の開発のために必要な研究に関する基本計
画」　に基づいて進められました。

１　経　　緯
　原子力船「むつ」は、昭和43年に建造が開始され、翌年には進水するなど順調に計画が
進められ、大湊定係港には昭和45年に回航されました。
　しかしながら、昭和49年に尻屋崎沖の海域で、出力上昇試験実施中に放射線漏れをおこ
し、計画が遅れる事態となりました。その後、佐世保港でのしゃへい改修工事等を経て、
昭和63年１月に関根浜新定係港に回航されました。
　平成２年からは出力上昇試験・海上試運転が関根浜港及び洋上で行われ、平成３年２月
に、日本で最初の原子動力実験船として誕生しました。引き続き４回にわたって行われた
実験航海は無事終了し、「むつ」の研究開発はその目的を達成しました。
　原子力船「むつ」の解役工事は、平成４年度から開始され、平成７年６月、原子炉室一
括撤去により計画どおりに終了しました。

２　現　　状
　「むつ」の船体は、海洋科学技術センター（現在、国立研究開発法人海洋研究開発機構）
に引き渡され、改造により世界最大級の海洋地球研究船「みらい」として平成９年10月に
完成し、関根浜港を母港として国際的な海洋観測活動等を行っています。
　撤去された原子炉室は、平成８年７月にオープンした「むつ科学技術館」（国立研究開
発法人日本原子力研究開発機構所有・公益財団法人日本海洋科学振興財団運営）において、
先端科学技術に関する展示と併せて、当分の間保管・展示されることとなっています。
　「むつ」の使用済燃料については、平成13年11月までに全て搬出され、現在、国立研究
開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所（茨城県）で保管されています。
　また、放射性固体廃棄物については、最終処分のため搬出するまでの間、燃料・廃棄物
取扱棟等において保管されることとなっています。
　　（資料５　旧原子力船「むつ」関連施設の主な経緯　９4頁参照）
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海洋地球研究船「みらい」

むつ科学技術館





第２章
原 子 力 行 政
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１　国の原子力行政
⑴原子力安全規制体制の見直し
　国では、これまでの原子力安全規制体制を見直し、原子力利用の推進と規制の分離や規
制の一元化、高い独立性の確保を図ること等を目的として、平成24年６月20日に「原子力
規制委員会設置法案」を可決・成立させ、９月19日に「原子力規制委員会」が発足しまし
た。
《原子力規制委員会の組織概要》

サイバーセキュリティ情報化参事官

＜一部共同所管＞

放射線審議会 国立研究開発法人審議会

原子炉安全専門審査会 核燃料安全専門審査会
・原子炉に係る安全性に
　関する事項を調査審議

・核燃料物質に係る安全性
　に関する事項を調査審議

・放射線障害防止に関する
　技術的基準の審議

・国立研究開発法人の行う研
　究開発に関する事項を審議

原子力規制庁（事務局）
長　　　官

次　　　長

緊急事態対策監 技術総括審議官 核物質・放射線総括審議官 審議官（３）

原子力規制事務所（22カ所）

総務課

・総務
・政策評価
・広報
・国際　　他

人事課

参事官（会計）

技術基盤課

・規制基準の策定 ・原子力安全に関する
　技術の調査研究

安全技術管理官（４）

原子力施設近傍に、原子力保安検査官、
原子力防災専門官を配置

地域原子力規制総括調整官
地方自治体、関係機関へ情報提供

地方放射線モニタリング対策官

環境モニタリングについて、地方自治体、
関係機関と連携

六ヶ所保障措置センター
再処理施設等に対する査察等

横須賀原子力艦モニタリングセンター

原子炉を設置した軍艦に係る放射能調査

・緊急時対応の総括 ・原子力安全に係る
　技術の統括

地
方
の
体
制

日本原子力研究開発機構
（ＪＡＥＡ）

・原子力の安全研究　等

量子科学技術研究開発機構
（ＱＳＴ）

・放射線研究
・被ばく医療研究　等

原子力規制委員会

審議会等

・原子力安全に係る人材育成機関
・キャリアパスに応じた研修の企画及び実施

原子力安全人材育成センター
（施設等機関）

長官官房

原子力規制部

※１

※１：システム安全、シビアアクシデント、核燃料廃棄物、地震・津波

＜技術基盤グループ＞

原子力災害対策・核物質防護課

・防災体制構築
・緊急時初動対応
・核物質防護業務
・原子力防災システムの整備

監視情報課

・放射線モニタリング
　の司令塔機能　等

放射線対策・保障措置課

・ＲＩ規制
・保障措置

＜放射線防護グループ＞

原子力規制企画課
・審査・検査等の制度整備
・規制課題の収集

・原子炉等規制法に基づく
　規制の執行

安全規制管理官（７） ※２

部　長

国立研究開発法人

※２：ＢＷＲ、ＰＷＲ、発電炉
施設検査、新型炉・試験研
究炉・廃止措置、再処理・
加工・使用、廃棄物・貯蔵・
輸送、地震・津波安全対策
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《原子力安全規制体制に係る改革の要点》
　１．「規制」と「利用」の分離
　　�　原子力利用の推進を担う経済産業省から安全規制部門を分離し、独立性の高い「原
子力規制委員会」を新設。

　２．「規制」の一元化
　　�　各関係行政機関が担っていた原子力の「規制」に関する機能を原子力規制委員会に
統合。

　３．透明性の高い情報公開
　　�　原子力規制委員会は、自発的に、可能な限りの行政文書をホームページ等で公開。ま
た、会議や電力会社等の被規制者との間の議論についても、記録を残し、原則公開。

　４．原子力規制の転換
　　�　東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の教訓や国内外からの指摘を踏まえ、「重大
事故対策の強化」、「最新の知見に基づく規制の実施」、「40年運転制限制の導入」な
ど、原子力規制を強化。

　５．原子力防災体制の強化
　　�　緊急時に備えて、平時から政府全体で原子力防災対策を推進するために、内閣に原
子力防災会議を新たに常設。

⑵使用済燃料の再処理等の実施体制の見直し
　国では、電力システム改革による競争環境下等においても、使用済燃料の再処理等の業務
を着実に実施するため、平成28年５月に「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施
に関する法律(再処理等拠出金法)」を制定し、再処理等の実施体制の見直しを行いました。
《新たな実施体制》
　１．資金面（拠出金制度の創設）
　２．主体面（認可法人「使用済燃料再処理機構」の設立）
　３．体制面（外部有識者を含む運営委員会での意思決定、国の認可等）

平時緊急時 内閣に
新たに常設

原子力防災会議
議長　　　：内閣総理大臣
副議長　　：内閣官房長官、
　　　　　　内閣府特命担当大臣（原子力防災）、
　　　　　　原子力規制委員会委員長
議員　　　：国務大臣、内閣危機管理監、副大臣、
　　　　　　大臣政務官等
事務局長　：環境大臣

（役割）
○原子力災害対策指針に基づく施策等の実施を推進　等
○原子力事故が発生した場合の、事故後の長期にわたる
　総合的な施策の実施の推進

原子力災害対策本部
（原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に内閣府に設置）

（役割）
○原子力緊急事態に対する応急対策及び事後対策の総合調整

本部長　　：内閣総理大臣
副本部長　：内閣官房長官、
　　　　　　内閣府特命担当大臣（原子力防災）、
　　　　　　原子力規制委員会委員長
本部員　　：国務大臣、内閣危機管理監、副大臣、
　　　　　　大臣政務官等

関係省庁
警察庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
国土交通省、海上保安庁、環境省、防衛省　等

関係省庁
警察庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
国土交通省、海上保安庁、環境省、防衛省　等

実施計画の策定･認可
拠出単価や予算等の申請
･認可

役員、運営委員等の
人事認可

拠出金の
支払い

費用の
支払い

拠出金の
決定･通知、収納

資金関係
事業実施関係
人事関係

事業工程､
事業費の精査
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２　県・関係市町村の原子力行政
⑴県の原子力行政組織
　本県においては、原子燃料サイクル施設、東通・大間原子力発電所、使用済燃料中間貯
蔵施設及び原子力関連プロジェクト等が進められています。
　このため、県では、これら原子力施設について、①立地等に関する連絡調整、②原子力
施設の立地による地域振興対策、③周辺地域住民の安全の確保と環境の保全を図ることな
どに関する事務、④原子力防災対策を、次の体制により処理しています。
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⑵関係市町村の原子力行政組織
●原子燃料サイクル施設、東通・大間原子力発電所及び使用済燃料中間貯蔵施設
　所在及び隣接市町村等における窓口は、次のとおりです。
［所在市町村］

［隣接市町村等］

●旧原子力船「むつ」関連施設
　むつ市における窓口は、次のとおりです。

市町村名 担 　 当 　 課 住　　　　　　所 電　話・ＦＡＸ

む　つ　市 企 画 調 整 課 〒035－8686　むつ市中央１丁目８－１ 0175－22－1111　0175－23－4108

六 ヶ 所 村 企 画 調 整 課 〒039－3212　上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475 0175－72－2111　0175－72－2743

〃 原 子 力 対 策 課 　　〃　　　　　　　　 〃 　　　〃　　　　0175－72－2927

大　間　町 企 画 経 営 課 〒039－4692　下北郡大間町大字大間字大間104 0175－37－2111　0175－37－4744

東　通　村 原 子 力 対 策 課 〒039－4292　下北郡東通村大字砂子又字沢内５－34 0175－27－2111　0175－27－2501

〃 経 営 企 画 課 　　〃　　　　　　　　 〃 　　　〃　　　　0175－27－2130

市町村名 担 　 当 　 課 住　　　　　　所 電　話・ＦＡＸ

む　つ　市 企 画 調 整 課 〒035－8686　むつ市中央１丁目８－１ 0175－22－1111　0175－23－4108

市町村名 担 　 当 　 課 住　　　　　　所 電　話・ＦＡＸ

十 和 田 市 総 　 務 　 課 〒034－8615　十和田市西十二番町６－１ 0176－51－6702　0176－22－5100

〃 政 策 財 政 課 　　〃　　　　　　　　 〃 0176－51－6710　0176－24－9616

三　沢　市 政 策 調 整 課 〒033－8666　三沢市桜町一丁目１－38 0176－53－5111　0176－52－5656

平　内　町 企 画 政 策 課 〒039－3393　東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017－755－2111　017－755－2145

野 辺 地 町 防 災 安 全 課 〒039-3131　上北郡野辺地町字野辺地123－1 0175－64－2111　0175－64－9594

七　戸　町 企 画 調 整 課 〒039-2792　上北郡七戸町字森ノ上131－4 0176－68－2111　0176－68－2804

六　戸　町 企 画 財 政 課 〒039-2392　上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60 0176－55－3111　0176－55－3112

横　浜　町 企 画 財 政 課 〒039-4145　上北郡横浜町字寺下35 0175－78－2111　0175－78－2118

東　北　町 企 　 画 　 課 〒039-2492　上北郡東北町上北南四丁目32－484 0176－56－3111　0176－56－3110

おいらせ町 企 画 財 政 課 〒039-2192　上北郡おいらせ町中下田135－2 0178－56－2111　0178－56－4364

風 間 浦 村 総 　 務 　 課 〒039-4502　下北郡風間浦村大字易国間字大川目28－5 0175－35－2111　0175－35－2403

佐　井　村 総 合 戦 略 課 〒039-4711　下北郡佐井村大字佐井字糠森20 0175－38－2111　0175－38－2492
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第３章
安全確保・環境保全対策

モニタリングカーによる環境放射線の測定
　　　　　　　　（使用済燃料受入れ時）
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１　原子燃料サイクル施設、東通原
　子力発電所及び使用済燃料中間貯
　蔵施設
⑴安全協定（原子燃料サイクル施設及び東通原子力発電所）
　原子力施設の安全確保については、事業者が責任をもって安全対策に取り組むとともに、
法令に基づいて安全規制を行っている国がその役割を果たしていくことが基本です。
　一方、県としても、県民の安全を守るという立場から、原子燃料サイクル施設及び東通
原子力発電所について、地元の六ヶ所村、東通村とともに事業者の日本原燃㈱、東北電力
㈱と安全協定（事業者が遵守すべきことなどを取り決めたもの）を締結して、施設への立
入調査や環境の監視を行っています。

安全協定の主な内容

○　安全確保・環境保全
　事業者は、放射性物質等により周辺地域に被害を及ぼすことのないよう万全の措置を講ずる。
○　情報公開
　事業者は積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努める。
○　施設の増設等の事前了解
　事業者は、施設の増設等をしようとするときは、事前に県、村の了解を得なければならない。
○　放射性物質の放出管理
　事業者は、管理目標値により放射性物質の放出管理を行う。
○　輸送計画等の事前連絡
　事業者は、使用済燃料等の輸送計画等を事前に県、村に連絡する。
○　環境放射線等の測定
　県と事業者は計画に基づいて環境放射線と温排水等の測定を行う。
○　平常時の報告
　事業者は、施設の運転状況などを県・村に定期的に報告する。
○　異常時の連絡
　事業者は、施設に異常事態が発生したときは直ちに県・村に連絡する。
○　立入調査
　県、村は施設への立入調査を行うことができる。
○　措置の要求
　県、村は安全確保上必要と認めるとき、施設の運転停止等を事業者に求め、事業者はこれ
　に従う。
○　風評被害の措置
　事業者は、風評被害が発生した場合、補償等万全の措置を講ずる。
○　防災対策
　事業者は、防災体制の充実・強化に努める。
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（資料９　六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　105頁参照）
（資料10　六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則　110
　　　　　頁参照）
（資料11　六ヶ所ウラン濃縮工場隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　113頁参照）
（資料1２　六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　116
　　　　　頁参照）
（資料13　六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用
　　　　　に関する細則　1２1頁参照）
（資料14　六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　1２4頁
　　　　　参照）
（資料15　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書
　　　　　1２７頁参照）
（資料16　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の
　　　　　運用に関する細則　13２頁参照）
（資料1７　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　135
　　　　　頁参照）
（資料1８　六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料
　　　　　等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　13８頁参照）
（資料1９　六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料
　　　　　等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則　144
　　　　　頁参照）
（資料２0　六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料
　　　　　等の取扱いに当たっての隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　14８頁参照）
（資料２1　覚書　15２頁参照）
（資料２７　風評による被害対策に関する確認書　15８頁参照）
（資料２８　風評による被害対策に関する確認書の一部を変更する覚書　160頁参照）
（資料２９　東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　163頁参照）
（資料30　東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則　16８頁参
　　　　　照）
（資料31　東通原子力発電所隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　1７２頁参照）
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⑵環境モニタリング
　県は、「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング構想、基本計画及び実
施要領」に基づき、平成元年４月から原子燃料サイクル施設周辺の環境放射線等の監視測
定（モニタリング）を行っています。
　また、「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング基本計画、実施計画及び実施要
領」に基づき、平成15年４月から東通原子力発電所周辺の環境放射線の監視測定を行って
います。
　なお、むつ市に建設中の使用済燃料中間貯蔵施設（リサイクル燃料備蓄センター）につ
いては、「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング計画」に基づき、
平成20年４月から建設予定地周辺の環境放射線の事前調査を行っています。
　モニタリングステーション（測定局）等を施設の周辺に設置して、周辺の放射線レベル
を連続的に監視し、また、水・表土のほか農畜産物や海産物等の環境試料を定期的に採取
して、その放射能等を分析・測定しています。
　これらの測定は、県のモニタリング計画に基づき事業者も実施しています。県と事業者
が測定した空間放射線と放射能等のデータは、県が設置した「原子力施設環境放射線等監
視評価会議」（監視評価会議）に３か月毎に提出され、評価・確認されます。
　監視評価会議で評価されたデータは、広報誌「モニタリングつうしんあおもり」等によ
り公表しています。

　（資料3２　青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議設置要綱　1７5頁参照）

　環境放射線等監視の目的は、空間放射線及び環境試料中の放射能等の測定を行い、環境
における原子力施設起因の放射線による公衆の線量が年線量限度（１ミリシーベルト）を
十分下回っていることを確認することにあり、監視の対象地域は、六ヶ所村、東通村、む
つ市及びその周辺の三沢市、野辺地町、横浜町、東北町となっています。また、比較対照
のために青森市及びむつ市川内町においても実施しています。

◇原子燃料サイクル施設に係るモニタリング
空　間　放　射　線 環境試料中の放射能等

空間放射線量率 15　局
大気浮遊じん、大気、降下物、雨水、陸水、
陸土、農畜産物、指標生物、淡水産食品、
海水、海底土、海産食品

858検体
積　算　線　量 37箇所

モニタリングカー
定　点 24箇所
走行測定 ９ルート

環境放射線等監視

環境放射線監視の概要
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�◇東通原子力発電所に係るモニタリング

◇リサイクル燃料備蓄センターに係るモニタリング

①　空間放射線
　原子力施設から環境への影響があった場合、すみやかに検知することを目的として、モ
ニタリングステーション等を設置し、空間放射線量率などの測定を行っています。
　空間放射線量率などの測定結果は、環境放射線テレメータシステムにより、原子力セン
ターに伝送され、そのデータは六ヶ所村、東通村、隣接市町村及び県庁等の表示装置やイ
ンターネットにより公開され、放射線レベル等が一目でわかるようになっています。
　施設からの長期間における影響の推定、評価を目的として積算線量計を設置し、３か月
間の積算線量の測定を行うほか、モニタリングカーを配備して空間放射線などの移動測定
等を行っています。

　（図１　空間放射線等の測定地点図　２８ ～30頁参照）

②　環境試料中の放射能等
　原子力施設から放出される放射性物質等の環境への影響の推定、評価や環境における蓄
積状況の把握を目的として、牛乳や長いもなどの農畜産物、ヒラメ、ウニなどの海産物を
はじめ、海水、海底土、陸水、陸土、大気浮遊じんなど年間約40種類、1,224検体の試料
について放射能等の分析を行っています。
　これらの環境試料は、定期的に採取し、乾燥、灰化などの前処理を行った後、ゲルマニ
ウム（Ｇe）半導体検出器などの測定装置を用いて放射能等を測定しています。

　（表１　環境試料の採取時期　31頁参照）

　（図２　環境試料の採取地点図　3２ ～34頁参照）

空　間　放　射　線 環境試料中の放射能
空間放射線量率 13　局

大気浮遊じん、降下物、陸水、
表土、農畜産物、指標生物、海
水、海底土、海産食品

354検体
積　算　線　量 25箇所

モニタリングカー
定点測定 ９箇所
走行測定 ４ルート

空　間　放　射　線 環境試料中の放射能
空間放射線量率 ２　局

表土、松葉 12検体
積　算　線　量 ８箇所

モニタリングステーション 表示装置（県庁）
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図１－１　原子燃料サイクル施設に係る空間放射線等の測定地点図
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図１－２　東通原子力発電所に係る空間放射線等の測定地点図
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図１－３　リサイクル燃料備蓄センターに係る空間放射線等のモニタリング地点図
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◇原子燃料サイクル施設に係るモニタリング

◇東通原子力発電所に係るモニタリング

◇リサイクル燃料備蓄センターに係るモニタリング

試 料 の 種 類 頻　　　度 試 料 の 種 類 頻　　　度

陸
　
　
　
上
　
　
　
試
　
　
　
料

大 気 浮 遊 じ ん 年４回
陸
　
上
　
試
　
料

牧　　　　　　　　草 年２回

大　　気
水蒸気 毎月 デ ン ト コ ー ン 年１回

フッ素 年４回 　指 標 生 物（松　葉） 年２回

降 下 物 ・ 雨 水 毎月 ワ　　カ　　サ　　ギ
年１回

河　　　川　　　水 年１回 シ　　　ジ　　　ミ

湖　　　沼　　　水 年４回

海
　
　
洋
　
　
試
　
　
料

海　　　　　　　　水 年４回

水　　　道　　　水
年４回

海　　　底　　　土 年１回

井　　　戸　　　水

ヒラメ、コンブ、イカ、
ヒラツメガニ、ウニ、
ホタテ、アワビ

年１回

河　　　底　　　土 年１回

湖　　　底　　　土 年１回

表　　　　　　　　土 年１回

牛　　　　　　　　乳 年４回

ハクサイ、ダイコン、
ナガイモ、キャベツ、
バレイショ、精米

年１回
指標生物
　ムラサキイガイ
　チ　ガ　イ　ソ

年２回

試 料 の 種 類 頻　　　度 試 料 の 種 類 頻　　　度

陸
　
　
　
上
　
　
　
試
　
　
　
料

大 気 浮 遊 じ ん 毎月 陸
上
試
料

牛　　　　　　　　肉 年１回

降　　　下　　　物 毎月 　指 標 生 物（松　葉） 年２回

河　　　川　　　水 年２回

海
　
　
洋
　
　
試
　
　
料

海 　 　 　 　 　 水 年４回

水　　　道　　　水 年４回 海　　　底　　　土 年１回

井　　　戸　　　水 年２回
ヒラメ、カレイ、アイ
ナメ、ウスメバル、コ
ウナゴ、コンブ、タコ、
ウニ、ホタテ、アワビ

年１回
表　　　　　　　　土 年１回

バレイショ、ダイコン、
ハクサイ、アブラナ、
キャベツ、精米

年１回

牛　　　　　　　　乳 年４回 指標生物
年２回

牧　　　　　　　　草 年２回

試 料 の 種 類 頻　　　度

陸
上
試
料

表　　　　　　　　土 年１回

　指 標 生 物（松　葉） 年２回

表１　環境試料の採取時期

（ （

ムラサキイガイ
チ　ガ　イ　ソ（ （
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図２－１　原子燃料サイクル施設に係る環境試料の採取地点図
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図２－２　東通原子力発電所に係る環境試料の採取地点図
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図２－３　リサイクル燃料備蓄センターに係る環境試料のモニタリング地点図
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２　旧原子力船「むつ」関連施設
⑴安全協定
　県、むつ市及び県漁業協同組合連合会の地元三者は、原子力船「むつ」の解役に当たり、
周辺地域の環境保全及び住民の安全確保等を図る目的で、日本原子力研究所（現 国立研
究開発法人日本原子力研究開発機構）と平成４年５月22日、「日本原子力研究所むつ事業
所の周辺地域の環境保全及び住民の安全確保等に関する協定書」（安全協定）を締結して
います。

　（資料33　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの周辺地域の環境保全及び住民
の安全確保等に関する協定書　1７７頁参照）

　（資料34　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの周辺地域の環境保全及び住民
の安全確保等に関する協定書の運用に関する細則　1８1頁参照）

⑵監視協定
　県、むつ市及び県漁業協同組合連合会の地元三者は、住民の健康を保護し、環境を保全
する目的で、日本原子力研究所（現　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）と平成
４年５月22日、「日本原子力研究所むつ事業所に係る放射能の監視に関する協定書」（監視
協定）を締結しています。

　（資料35　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに係る放射能の監視に関する協
定書　1８3頁参照）

　（資料36　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに係る放射能の監視に関する協定
書の運用に関する細則　1８5頁参照）
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⑶環境モニタリング
　県、むつ市、県漁業協同組合連合会の地元三者は、原子力船「むつ」安全監視委員会の
承認を受けた監視計画に基づき、旧原子力船「むつ」関連施設に係る放射能監視を実施し
ています。
　定期的に旧原子力船「むつ」関連施設等に立入調査を実施し安全の確認を行うほか、空
間放射線の測定、環境試料中の放射能分析を行い、その結果は原子力船「むつ」安全監視
委員会に諮られ、検討・評価され公表されています。

　（資料3７　原子力船「むつ」安全監視委員会の設置及び運営に関する要綱　1８７頁参照）

　（図１　関根浜地区環境放射線等測定地点図　3７頁参照）

監　視　項　目 地　　点 頻　　度 時　　期 図 番 号

固体廃棄物

定　　期 国立研究開発
法人日本原子力
研究開発機構
青森研究開発
セ ン タ ー

年２回 ８月、２月

そ の 他 作業に応じて随時

空間放射線 積算線量
（ＲＰＬＤ）

浜関根
美　付
関　根
水川目

年４回 四半期ごと

①
②
③
④

環境試料の
核 種 分 析
　　　60Co
　　　137Cs

放 出 水
放　出　口

放出の都度
⑤

取　水　口 ⑥（ ）

※平成1９年４月１日付けで組織改正され、独立行政法人日本原子力研究開発機構むつ事業所は
　独立行政法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所に名称変更された。
※�平成27年４月１日付けで組織改正され、独立行政法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所は、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所に名称変更された。

※�平成28年４月１日付けで組織改正され、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所
は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに名称変更された。
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３　環境放射能水準調査
　県内における環境放射能の水準を把握するため、昭和36年から国の委託により環境放射
能水準調査として、空間放射線の測定や環境試料中の放射能分析を行っており、調査結果
は、国がホームページ等で公表しています。

①　空間放射線
　�　モニタリングポストにより県内９か所において空間放射線量率を連続して測定してい
ます。測定結果については、国がオンラインで全国の測定結果を一元的に収集し、公表
しています。

②　環境試料中の放射能
　�　定時降水中の全ベータ放射能測定や、降下物（雨水・ちり）、大気浮遊じん、上水（蛇
口水）、牛乳、野菜、精米、土壌、海水、海底土、魚類、貝類、海藻類の年間36検体の
試料について放射能分析を行っています。

環境放射能水準調査の内容

測定項目 地点数又は検体数 頻度

空間放射線 空間放射線量率 モニタリングポスト ９地点 連続

環境試料中
の放射能

全ベータ放射能 定時降水
120検体

（平成27年度実績）
降雨ごと

（午前９時頃採取）

　　核種分析
　（137Cs, 131I等）
放射化学分析※

（90Sr）

降下物（雨水・ちり） 12検体 毎月

大気浮遊じん ４検体 ３箇月ごと
上水（蛇口水）、牛乳、
野菜、精米、土壌、海水、
海底土、魚類、貝類、海
藻類

20検体 年１回

※　放射化学分析は、県が送付した試料について、公益財団法人日本分析センターが実施しています。
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測定項目 測定地点 番号

空間放射線量率
（モニタリング
　ポスト）

青森市 ①
弘前市 ②
八戸市 ③
五所川原市 ④
十和田市 ⑤
むつ市川内町 ⑥
深浦町 ⑦
外ヶ浜町 ⑧
三戸町 ⑨

測定項目 採取地点 番号
全ベータ放射能 定時降水 青森市 Ａ

核種分析
　（137Cs,131I等）

放射化学分析
（90Sr）

降下物 青森市 Ａ
大気浮遊じん 青森市 Ａ
上水（蛇口水） 青森市 Ｂ
牛乳（原乳） 青森市 Ｃ

野菜
キャベツ 五所川原市

おいらせ町
Ｄ
Ｅ

ジャガイモ 五所川原市 Ｄ
ダイコン おいらせ町 Ｅ

精米 弘前市 Ｆ
土壌（0－5㎝,�5－20㎝） 青森市、五所川原市 ＧＨ
海水 平内町、深浦町 ＩＪ
海底土 平内町、深浦町 ＩＪ
魚類 カレイ 平内町 Ｉ

貝類 ホタテ 平内町 Ｉ
ムラサキイガイ 深浦町 Ｋ

海藻類 ワカメ 深浦町、今別町 ＪＬ

環境放射能水準調査　地点図

　(空間放射線) (環境試料中の放射能)
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４　青森県原子力センター
　青森県は、平成２年に青森県環境保健センター（放射能部）及び六ヶ所放射線監視局を
設置し、県内の原子力施設に係る環境放射線等の調査並びに監視等を行ってきました。
　その後、新たな原子力施設の立地が進められたことから、これに対応して監視体制等の
拡充を図るため、平成15年４月、上記両施設の機能を再編成し、総合的な監視機関として
六ヶ所村に青森県原子力センターを設置しました。
　原子力センターでは、原子力施設周辺地域における環境放射線の監視や安全協定に基づ
く施設への立入調査などを行うほか、原子力災害発生時には、緊急時環境放射線モニタリ
ングの拠点となります。また、必要に応じて緊急事態応急対策等拠点施設（六ヶ所及び東
通オフサイトセンター）の代替施設となります。

東通原子力発電所への立入調査、
関係機関との連絡調整など
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《所掌事務》
　１　環境放射線等の監視に関すること
　２　立地した原子力施設の安全性に関すること
　３　原子力に関する知識の普及啓もうに関すること

東通原子力発電所への立入調査、
関係機関との連絡調整など

１　環境放射線等の監視、測定及び分析に関すること
２　立地した原子力施設の安全性に関すること
３　原子力に関する知識の普及啓もうに関すること
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施 設 の 概 要
［本所（六ヶ所村）］
●敷地面積：7,141㎡
●施設の構造及び規模
　本　　　　棟：鉄筋コンクリート造
　　　　　　　　り一部２階建延べ床
　　　　　　　　面積3,204㎡
　車庫・倉庫棟：鉄筋造り平屋建
　　　　　　　　延べ床面積122㎡
　排水処理棟：鉄筋コンクリート造
　　　　　　　　り平屋建
　　　　　　　　延べ床面積14㎡

２階平面図

敷地内配置図及び１階平面図

青森県環境保健センター１階平面図

原子力センター青森市駐在（青森市）

　平成２年度に環境保
健センター放射能部と
して整備した施設を活
用しています。



第４章
防 災 対 策

東通オフサイトセンター
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１　原子力防災対策
�

　原子力防災対策については、原子力災害対策特別措置法に基づき、事故の際の初期対応
において中核的役割を果たす国の原子力防災専門官が現地に常駐するとともに、緊急時の
応急対策を実施するための拠点施設としてオフサイトセンターが整備されています。
　県においても、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法等に基づき青森県地域防災
計画（原子力編）を作成し、種々の防災対策を講じてきています。
　平成25年２月には、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故を踏まえ改正された原子力災
害対策特別措置法に基づく原子力災害対策指針等を踏まえた修正を行い、平成26年２月に
は、緊急時モニタリングの実施体制や安定ヨウ素剤の配布・服用の考え等を反映した修正
を行っています。また、国においては、原子力発電所以外の原子力施設に係る原子力災害
対策重点区域の範囲やオフサイトセンターの在り方などについて、検討が進められている
ことから、原子力防災対策の強化が図られるよう、適切に見直しをしていきます。

原子力災害対策特別措置法の下での緊急事態応急対策
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六ヶ所オフサイトセンター

原子力災害合同対策協議会
　国、県、市町村、事業者などで構成される
「全体会議」では、オフサイトセンター内の情
報を共有し、実施する対策の確認、調整などを
行います。
　

機　能　班
　国、県、市町村、事業者、専門家などで機能
別にグループを編成して必要な対策を実施しま
す。
○総　括　班：総合調整
○放 射 線 班：モニタリングデータ等の収集・
　　　　　　　分析
○医　療　班：医療活動の把握、調整
○住民安全班：救助、社会秩序維持活動の把握・
　　　　　　　調整
○広　報　班：報道機関対応、住民広報
○運営支援班：オフサイトセンターの管理
○実動対処班：輸送及び物資調達の調整
○プラントチーム：事故状況の把握、進展予測
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２　青森県地域防災計画（原子力編）の概要
　地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、都道府県、市町村の防災会議が地域の実情
に即して作成する、災害対策全般にわたる基本的な計画です。
　青森県では、県民の生命、身体及び財産を保護するため、原子力災害の発生及び拡大を
防止し、復旧を図るために必要な対策について、県、市町村、指定公共機関等の防災関係
機関がとるべき措置を定めた「青森県地域防災計画（原子力編）」を作成しています。（平
成26年２月25日修正）

第１章　総　　　則
○　計画の目的
　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び原子力災害対策特別措置法（平成11年法
律第156号、以下「原災法」という。）に基づき、原子力事業者の原子炉の運転等（加工の
事業、原子炉の運転、再処理の事業、廃棄の事業、核燃料物質の使用、事業所外運搬（以
下「運搬」という。））により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外（運搬の場合
は輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害
の復旧を図るために必要な対策について、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機
関、指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子
力防災事務又は業務の遂行によって、県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護す
ることを目的とする。

○　原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲
　原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む市町村は、六ヶ所村、東通村、むつ
市、野辺地町及び横浜町とし、これらの市町村において、対象とする施設に係る原子力災
害対策を重点的に実施すべき対象地域は、別表（次ページ）のとおりとする。

○　原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備及び実施
１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施
［東通原子力発電所の場合］
　�　予防的防護措置を準備する区域（以下「ＰＡＺ」という。）においては、原子力施設
等の状態が以下に示す緊急事態の区分のどれに該当するかを判断し、該当する区分に応
じて予防的な防護措置（避難等）を準備し、実施することとする。
　・警戒事態
　　�　その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原
子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、緊急時モ
ニタリングの準備等を開始する必要がある段階。

　・施設敷地緊急事態
　　�　原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じた
ため、緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階。
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　・全面緊急事態
　　�　原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じた
ため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、迅速な防護措
置を実施する必要がある段階。

　�　また、緊急時防護措置を準備する区域（以下「ＵＰＺ」という。）においては、全面
緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退避等）を原則実施することとする。

［原子燃料サイクル施設等の場合］
　原子燃料サイクル施設等に係る原子力災害対策重点区域においては、原子力施設におい
て異常事態が発生した場合には、原子力施設等の状態が以下に示す区分のどれに該当する
かを判断し、該当する区分に応じて予防的な防護措置を準備し、実施することとする。
　・�警戒事象（原災法第10条第１項前段の規定により通報を行うべき事象(以下「特定事
象」という。）に至る可能性のある事故・故障等又はこれに準ずる事故・故障等）

　・特定事象
　・原子力緊急事態（原災法第２条第２号に規定する原子力緊急事態）

　以降、［東通原子力発電所の場合］［原子燃料サイクル施設等の場合］の記載がない項目
においては、
　・�「東通原子力発電所における警戒事態又は原子燃料サイクル施設等における警戒事象」
は、「警戒事態」

　・�「東通原子力発電所における施設敷地緊急事態又は原子燃料サイクル施設等における
特定事象」は、「施設敷地緊急事態」

　・�「東通原子力発電所における全面緊急事態又は原子燃料サイクル施設等における原子
力緊急事態」は、「全面緊急事態」

と記載する。

２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施
　�　放射性物質が環境へ放出された場合には、緊急時モニタリングによる測定結果を、防
護措置の実施を判断する基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と照らし合わせ、必
要な防護措置を実施することとする。
　ＯＩＬの例

基準の種類 初期設定値※１ 防護措置の概要

ＯＩＬ１
500μSv/h

（地上１mで計測した場合の空間放射線量率※２）
数時間内を目途に区域を特定し、避
難等を実施。（移動が困難な者の一時
屋内退避を含む）

ＯＩＬ２
20μSv/h

（地上１mで計測した場合の空間放射線量率※２）
１日内を目途に区域を特定し、地域
生産物※３の摂取を制限するとともに、
１週間程度内に一時移転を実施。

※１�「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOILの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場
合にはOILの初期設定値は改定される。

※２� 本値は地上１mで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場
所における線量率と地上１mでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。

　　� OIL1については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がOIL1の基準値を超えた場合、OIL2
については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率
（１時間値）がOIL2の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１時間値）がOIL2
の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。

※３�「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費さ
れるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。
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○　所在市町村に隣接する市町村の対応
　次に掲げる所在市町村に隣接する市町村（関係周辺市町村を除く、以下同じ。）におい
ては、関連する原子力施設に係る地域防災計画（原子力編）の作成は要しないが、必要
に応じ情報連絡、住民広報等の体制等を整備しておく。［�原子燃料サイクル施設等…三沢
市、野辺地町、横浜町、東北町、東通村�］

（別表）

施設区分 対象施設名
原子力災害対策重点区域

区　分 市町村 地域
原 子 燃 料
サ イ ク ル
施 設 等

日本原燃㈱
 ウラン濃縮工場�／再処理工場／
 低レベル放射性廃棄物埋設センター／
 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
（公財）核物質管理センター
（六ヶ所保障措置分析所）

原子力災害対策重点
区域

再処理施設を中心と
した概ね半径５㎞

六ヶ所村
（所在市町村）

①

東通原子力
発 電 所

東北電力㈱
（東通原子力発電所）

予防的防護措置を準
備する区域（ＰＡＺ）

発電所を中心に概ね
半径５㎞

東通村
（所在市町村）

②

緊急時防護措置を準
備する区域（ＵＰＺ）

発電所を中心に概ね
半径30㎞

東通村
（所在市町村） ③

むつ市
（関係周辺市町村） ④

野辺地町
（関係周辺市町村） ⑤

横浜町
（関係周辺市町村） ⑥

六ヶ所村
（関係周辺市町村） ⑦

①：尾駮レイクタウン、尾駮浜、野附、尾駮、老部川、富ノ沢、二又、第三二又、第四雲雀平、弥栄平、
室ノ久保、戸鎖

②：小田野沢、老部、白糠
③：大利、早掛平、目名、向野、蒲野沢、桑原、鹿橋、石持、野牛、入口、東栄、稲崎、古野牛川、岩
屋、袰部、尻屋、尻労、猿ヶ森、下田代、上田代、砂子又、上田屋、下田屋、豊栄、石蕨平、一
里小屋

④：二又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、中野沢開拓、本町（むつ）、田名部町、柳町、新町
（むつ）、横迎町、上川町、小川町、栗山町、女舘、尻釜、赤坂、土手内、斗南丘、最花、品ノ木、
酪農、松山町、金谷、金谷団地、海老川町、昭和町、緑町（むつ）、下北町、仲町、若松町、港町、
南町（むつ）、赤川町、松原町、南赤川町、苫生町、金曲、大曲、一里小屋、大室平、金谷沢、神
山、今泉、宮ノ後、樺山、岩菜、緑ヶ丘、十二林、美里町、長坂、中央、越葉沢、南名古平、清平、
名古平、南関根、北関根、高梨、水川目、美付、浜関根、出戸、川代、烏沢、新田、上新田、山田
町、松森町、荒川町、真砂町、文京町、旭町、並川町、大平町、大湊新町、大湊浜町、大湊上町、
川守町、宇田町、桜木町、宇曽利川、堺田、新城ヶ沢、城ヶ沢、泉沢、永下、近沢、角違、大湊町、
戸沢、田野沢、高野川、石倉、袰川、兎沢、本町（大畑）、上野、平、正津川、高持、関根橋

⑤：目ノ越
⑥：雲雀平、烏帽子平、善知鳥、ちどり町、豊栄平、中吹越、吹越、百目木、幸町、松栄、向沢、向平、
緑町、新丁、大町、浜町、新町、舘町、旭町、椛名木、塚名平、桧木、大豆田、鶏沢、有畑、浜田

⑦：泊、石川、出戸、老部川、第三二又、富ノ沢、二又、第四雲雀平、尾駮レイクタウン、尾駮、尾
駮浜、野附、弥栄平、戸鎖、室ノ久保、千樽、新納屋

（ ）
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第２章　原子力災害事前対策

○　原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連携
　�　県は、原子力防災体制の整備・維持にあたり、平常時より原子力防災専門官と密接な
連携を図り、実施する。
　�　また、緊急時モニタリングの対応等については、地区の担当として指定された地方放
射線モニタリング対策官と密接な連携を図り、実施するものとする。

○　緊急事態応急体制の整備
　�　県は、国、所在市町村、関係周辺市町村、原子力事業者、その他防災関係機関と協力
し、情報の収集・連絡体制、災害応急体制、避難収容活動体制、飲食物出荷制限・摂取
制限、緊急輸送活動体制、救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備を行う。

○　住民等への的確な情報伝達体制の整備
　�　県は、国、所在市町村、関係周辺市町村と連携し、複合災害にも備えた情報伝達体制
を整備し、周辺住民等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、
情報伝達の際の役割等の明確化に努めるものとする。また、情報を得る手段が限られる
避難所等への情報提供についても配慮する。

○　行政機関の業務継続計画の策定
　�　県は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、庁
舎の所在地が避難指示区域に含まれた場合の退避先や、優先的に実施する業務や人員の
確保等について定めた業務継続計画をあらかじめ策定する等により、業務継続性の確保
を図る。また、市町村の庁舎が被災した場合の避難先をあらかじめ定めることについて
協力する。

○　原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な情報発信
　�　県は、国、所在市町村、関係周辺市町村及び原子力事業者と協力して、住民等に対し
原子力防災に関する知識の普及と啓発のため広報活動を実施するとともに、所在市町村
及び関係周辺市町村が行う住民等に対する原子力防災に関する知識の普及と啓発に関し
必要な助言を行う。また、各種資料をアーカイブとして広く収集・整理して公開に努め、
災害から得た知見や教訓を国際会議の場等を通じて発信する。

○　防災業務関係者の人材育成と防災訓練等の実施
　�　県は、国と連携し、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、原子力防災に関する研
修の積極的な活用を推進する等、人材育成に努めるとともに、実践的な防災訓練を実施
する。



50

第３章　緊急事態応急対策

○　情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保
　�　原子力事業者は、警戒事態が発生した場合は、県をはじめ原子力規制委員会、所在市
町村等に連絡する。原子力規制委員会は、警戒事態の発生及びその後の状況について関
係省庁及び県に対し情報提供を行う。
　�　また、原子力事業者は、施設敷地緊急事態発生後又は発生の通報を受けた場合、直ち
に県をはじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、所在市町村等に同時に文書をファ
クシミリで送付する。
　�　県は、国から通報・連絡を受けた事項について、関係周辺市町村等に連絡する。また、
県のモニタリングステーション、モニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を
行うべき数値の検出を発見した場合、直ちに国の原子力防災専門官に連絡し、所在市町
村及び関係周辺市町村へ連絡するものとする。

警戒事態発生時の連絡体制

原子力防災管理者
東北電力（株）
日本原燃（株）

（公財）核物質管理センター

内閣官房
（内閣情報集約センター）
（安全保障・危機管理）

原子力保安検査官
原子力防災専門官

内閣府

指定行政機関

指定公共機関

指定地方公共機関

青森地方気象台

自衛隊

その他の
防災関係機関

青森県
原子力安全対策課
原子力センター

立地村
東通村原子力対策課
六ヶ所村原子力対策課

県警察本部、野辺地警察署
（東通原子力発電所の場合、むつ警察署も）

八戸海上保安部

北部上北広域事務組合消防本部

下北地域広域行政事務組合消防本部

関係周辺市町村
むつ市、野辺地町、
横浜町、六ヶ所村

原子力規制委員会

警戒事態発生情報

事象の発生及びその後の状況

県が連絡を受けた情報等
東通原子力発電所の場合、下記も含む

東通原子力発電所の
場合、右記も含む
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○　活動体制の確立
　�　県は、原子力施設の事故等に対する応急対策を迅速かつ的確に実施するため、次の設
置基準により、活動体制をとるものとする。

配備区分 配　備　基　準 活動体制
警戒配備
（危機管理局長及び次長、
原子力安全対策課、 原子
力センター、 各部局災害
情報連絡員）

１　所在市町村において震度５弱以上の地震が発生した場合
２　県内で、震度６弱以上の地震が発生した場合
３　県内に大津波警報が発令された場合
４　警戒事態発生の通報を受けたとき
５　その他知事が必要と認めたとき

警戒体制

非常配備
（本部長：知事、各部局
等災害情報連絡員、全
課・全出先機関の災害
応急対策要員）

１�　原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の通報を受けた
とき
２�　県が設置するモニタリングステーション・モニタリング
ポストで、５マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検
出されたとき（ただし、誤信号や自然現象による場合を除
く。）
３�　原災法第15条に基づき、内閣総理大臣から原子力緊急事
態宣言が発出されたとき
４　その他知事が必要と認めたとき

災害対策本部

施設敷地緊急事態発生時の連絡体制

原子力防災管理者
　東北電力（株）
　日本原燃（株）

　（公財）核物質管理センター

内閣官房
（内閣情報集約センター）
（安全保障・危機管理）

原子力保安検査官
原子力防災専門官

内閣府
指定公共機関

指定行政機関

消防庁

指定地方公共機関

青森地方気象台

自衛隊

その他の
防災関係機関

青森県
原子力安全対策課
原子力センター

立地村
東通村原子力対策課
六ヶ所村原子力対策課

県警察本部、野辺地警察署
（東通原子力発電所の場合、むつ警察署も）

八戸海上保安部

北部上北広域事務組合消防本部

下北地域広域行政事務組合消防本部

関係周辺市町村
むつ市、野辺地町、
横浜町、六ヶ所村

原子力規制委員会
通報後ただちに原子力緊急事態宣言を

発出するか否かを判断

施設敷地緊急事態発生情報（発見後直ちに）

事象の概要、今後の見通し等の情報

県が連絡を受けた情報等
東通原子力発電所の場合、下記も含む

東通原子力発電所の
場合、右記も含む
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○　放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動（緊急時モニタリング）
　�　緊急時モニタリングは、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターの指揮の下実施
することとされている。県は、警戒事態発生の通報を受けた場合、緊急時モニタリング
の準備を直ちに開始し、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、国による緊急時モ
ニタリングセンターの立ち上げに協力し、国、事業者及び関係指定公共機関等と連携し、
緊急時モニタリングを実施する。

○　屋内退避、避難収容等の防護活動

【東通原子力発電所の場合】
⑴�　県は、警戒事態発生時には、国の指示又は独自の判断により、ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要
避難者＊に係る避難の準備を行うものとする。
⑵�　県は、施設敷地緊急事態発生時には、国の指示又は独自の判断により、ＰＡＺ内における避難
等の準備を行うとともに、ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者に係る避難を行うこととし、Ｐ
ＡＺを含む市町村にその旨を伝達することとする。また、県は、国の指示又は独自の判断により、
ＵＰＺ内における屋内退避の準備を行うこととする。
⑶�　県は、全面緊急事態に至ったことにより内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出しＰＡＺ内
の避難を指示した場合は、ＰＡＺ内の避難を行うこととし、ＰＡＺを含む市町村に対し、住民等
に対する避難のための立ち退きの指示の連絡を実施する。また、ＰＡＺ内の避難の実施に合わせ、
県は、国の指示又は独自の判断により、原則としてＵＰＺ内における屋内退避を行うこととし、
ＵＰＺを含む市町村にその旨を伝達するとともに、ＵＰＺ外の市町村に対し、必要に応じて屋内
退避を行う可能性がある旨の注意喚起を行うものとする。

　＊�避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない要配
慮者（高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等をいう。以下同じ。）、
安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設敷
地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。

【原子燃料サイクル施設等の場合】
　県は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示に従い、又は独自の判
断により、市町村に対し、住民等に対する屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示の連
絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施する。

 � 広域一時避難 �
　�　被災市町村は、区域外への広域的な避難が必要であると判断した場合、県内の他の市
町村への受入れについてはあらかじめ定めている受入先市町村との調整を行い、他の都
道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。
　�　県は、協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。また、市町村の行政機能
が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要請を待ついとまがないと
きは、広域一時滞在のための要請を当該市町村に代わって行う。

 � 避難の際の住民に対する避難退域時検査の実施 �
　�　県は、原子力事業者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、住民
等が避難区域等から避難する際に、住民・車両等の避難退域時検査及び簡易除染を行う。

 � 安定ヨウ素剤の予防服用 �
　�　安定ヨウ素剤が事前配布されたＰＡＺ内の住民等に対しては、原則として、原子力緊
急事態宣言が発出された時点で、直ちに、原子力規制委員会がその必要性を判断し、県
は、避難対象市町村と連携し、原子力災害対策本部の指示に基づき、または独自の判断
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により、住民等に対し、安定ヨウ素剤の服用を指示するものとする。
　�　ＰＡＺ外の住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原則として、原子力
規制委員会がその必要性を判断し、県は、避難対象市町村と連携し、原子力災害対策本
部の指示に基づき、または独自の判断により、住民等に対し、原則として医師等の関与
の下で、安定ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示するものとする。

 � 要配慮者等への配慮 �
　�　県は、避難対象市町村と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生活に関し
ては、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮す
る。

○　飲食物の出荷制限、摂取制限等
　�　県は、防護措置の判断基準（ＯＩＬ）の値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指
導・助言及び指示に基づき、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を実施する。

○　緊急輸送活動体制の整備
　�　県は、緊急事態応急対策実施区域を含む市町村及び関係機関が行う緊急輸送の円滑な
実施を確保するため、必要があるときは、人命救助や避難者の搬送を優先し調整する。

○　原子力災害医療
　�　県は、原子力災害時には、汚染の有無にかかわらず傷病者等に対して、予め整備した
原子力災害医療体制に基づいて、初期対応段階における医療処置を行う。

支援

協力

支援

連携

原子力災害医療体制の概要

【機能】重篤な外部被ばく・内部被ばく患者
　の診療等、長期的治療、専門派遣チーム整
　備　等
【機関】放射線医学総合研究所、長崎大学、
　弘前大学、広島大学、福島県立医科大学

【機能】高線量被ばく患者の救急治療、原子力
　災害医療派遣チーム整備等
【機関】弘前大学（青森県担当）
　長崎大学、広島大学、福島県立医科大学

【機能】汚染の有無にかかわらず、災害時に多発する重篤な傷病者に対する高度な診療
　　　　被ばく傷病者等に対する線量測定、除染処置及び被ばく医療の提供
　　　　原子力災害医療派遣チーム整備　等
【機関】県立中央病院、八戸市立市民病院

【機能】被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療、県が行う原子力災害対策への協力
【機関】むつ総合病院、青森労災病院、十和田市立中央病院　他　計15機関

高度被ばく医療支援センター（国指定） 原子力災害医療・
　　　総合支援センター（国指定）

原子力災害拠点病院（県指定）

原子力災害医療協力機関（県登録）
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○　行政機関の業務継続に係る措置
　�　県は、庁舎所在地から避難することとなった場合、あらかじめ定めた退避先へ退避す
るとともに、その旨を住民等へ周知し、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、退避
先において継続して業務を実施する。

○　核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応
　�　県及び事故発生場所を管轄する市町村は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の
指示に基づき、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全を確保するために必要な措
置を講じるものとする。
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第４章　原子力災害中長期対策
○　各種制限措置の解除
　�　県は、モニタリング等による調査、専門家等の判断、国の指導・助言を踏まえ、又は
国の指示に基づき、原子力災害応急対策として実施された、立ち入り制限、交通規制、
飲食物の出荷制限、摂取制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示するものとする。
また、解除実施状況を確認する。

○　環境放射線モニタリングの実施と結果の公表
　�　県は、原子力緊急事態解除宣言後、国、関係機関及び原子力事業者と協力して継続的
に環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表するものとする。その後、
平常時における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。

○　災害地域住民に係る記録等の作成
　�　県は、市町村が避難及び屋内退避の措置をとった住民等に対し、災害時に当該地域に
所在した旨の証明、また、避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式
により記録することに協力するものとする。また、必要に応じ農林水産業等の受けた影
響について調査する。さらに、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を
記録しておく。

○　被災者等の生活再建等の支援
　�　県は、国及び市町村と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資
金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築の他、相談窓口の設置など必要な情
報や支援・サービスを提供する。

○　風評被害等の影響の軽減
　�　県は、国及び市町村と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産品等の
適切な流通等が確保されるよう、広報活動を行う。

○　被災中小企業等に対する支援
　�　県は、国と連携し、必要に応じ、設備復旧資金、運転資金の貸付を行うものとする。
また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報するとともに、
相談窓口を設置する。

○　心身の健康相談体制の整備
　�　県は、国及び被災市町村と連携し、国からの放射性物質による汚染状況調査や、原子
力災害対策指針に基づき、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対する心身の健康に関
する相談及び健康調査を行うための体制を整備し実施する。

○　物価の監視
　�　県は、国と連携し、生活必需品等の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を
公表する。
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第５章
地 域 振 興

� 大函丸　



58

１　電源三法交付金制度
⑴電源三法交付金制度の概要
　電源三法とは、「電源開発促進税法」、「特別会計に関する法律」、「発電用施設周辺地域
整備法」の三つの法律の総称であり、これらに基づいた交付金等の制度が電源三法交付金
制度です。
　電源三法交付金制度の基本的な考え方は、発電用施設建設による利益を地元に還元する
ことにより、電源開発を円滑に進めようとするものです。このため、①一般送配電事業者
から電源開発促進税を徴収し、②これを歳入とする特別会計を設け、③この特別会計から
発電用施設が設置される市町村及び周辺市町村に対し、公共用施設整備などの住民の利便
性向上のための事業や地域の活性化を目的とした事業などに対して、交付金や補助金が交
付されています。

電源三法の概要

法　律　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　容

電 源 開 発 促 進 税 法
（昭和49年法律第79号）

　原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転
の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の
促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を
図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者の販売
電気に対し、電源開発促進税を課します。

特別会計に関する法律
（平成19年法律第23号）

　エネルギー対策特別会計を設置し、これに電源開発促進税法による収入
を一般会計から繰り入れ、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するた
め、発電用施設の周辺地域の整備や安全対策などの事業に対し、電源立地
地域対策交付金等の各種交付金・補助金等を支出します。

発 電 用 施 設 周 辺
地　域　整　備　法
（昭和49年法律第78号）

　発電用施設の周辺地域において、公共用の施設の整備その他の住民の生
活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を進めることにより、地
域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転を円滑にす
るため、県が作成する計画（公共用施設整備計画・利便性向上等事業計画）
に基づいて、電源立地地域対策交付金を交付します。
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⑵電源立地地域対策交付金等
　①　電源立地地域対策交付金

電源立地促進対策交付金、電源立地特別交付金など、従来の主要な交付金等を統合
し、平成15年10月１日に電源立地地域対策交付金が創設されました。統合された各交
付金等の従来の対象事業に加えて、新たに地域活性化事業が交付対象事業に追加され、
幅広い事業が実施可能となりました。

　＜交付限度額＞
　�　各地方公共団体の交付限度額は、旧交付金制度の算定方式を純粋に引き継ぎ、その合
計額となります。

電源立地地域
対策交付金

●電源立地等初期対策交付金相当部分
●電源立地促進対策交付金相当部分
●原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分
●電力移出県等交付金相当部分
●水力発電施設周辺地域交付金相当部分
●原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分
●核燃料サイクル施設交付金相当部分

●給付金等交付助成措置
　小売電気事業者等から電気の供給を受けて
いる一般家庭、工場などに対する電気料金の
実質的な割引措置を行うための給付金等交付
助成事業を行う者への補助事業

●福祉対策措置
　医療施設、社会福祉施設などの整備・運営、
ホームヘルパー事業など地域住民の福祉の向
上を図るための事業や福祉対策事業に関わる
補助金交付事業及び出資金出資事業

●地域活性化措置
　地場産業支援事業、地域の特性を活用した
地域資源利用魅力向上事業等、福祉サービス
促進事業、地域の人材育成事業等の地域活性
化事業

●公共用施設整備措置
　道路、水道、スポーツ等施設、教育文化施
設、医療施設、社会福祉施設などの公共用施
設や産業振興施設の整備、維持補修、維持運
営のための事業

●企業導入・産業活性化措置
　商工業、農林水産業、観光業などの企業導
入の促進事業並びに地域の産業の近代化及び
地域の産業関連技術の振興などに寄与する施
設の整備事業や当該施設の維持運営等のため
の事業

●地域振興計画作成等措置
　地域振興に関する計画の作成や先進地の見
学会、研修会、講演会、検討会、ポスター・
チラシ・パンフレットの制作等発電用施設な
どの理解促進事業

●温排水関連措置
　種苗生産、飼料供給、漁業研修、試験研究、
先進地調査、指導・研修・広報、漁場環境調
査、漁場資源調査、漁業振興計画作成調査、
温排水有効利用事業導入基礎調査等の広域的
な水産振興のための事業

■　交付対象措置
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ア　電源立地等初期対策交付金相当部分
　東通原子力発電所、大間原子力発電所、使用済燃料中間貯蔵施設、ＭＯＸ燃料加
工施設及び低レベル放射性廃棄物埋設施設について、関係地方公共団体等に対し交
付されています。

イ　電源立地促進対策交付金相当部分
　発電用施設の設置工事が開始される年度から運転開始５年後までの期間、関係地
方公共団体等に対し交付されています。（対象市町村名は、合併前の市町村名で表
記している場合があります。）

年度
区分 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

東通地点 92,508 1,027,666 80,000 1,780,000 1,745,779 498,655 80,000 97,900 80,000 80,000 80,000
大間地点 322,200 73,973 79,995 79,901 80,000 79,690 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
むつ地点 106,283 136,506 336,803 975,478 783,005 0 0 0 0 0 0
六ヶ所地点 272,680 279,173 280,000 1,120,000 1,120,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
合　　　計 793,671 1,517,318 776,798 3,955,379 3,728,784 718,345 300,000 317,900 300,000 300,000 300,000

年度
区分 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

東通地点 22,050 150,000 299,692 614,928 800,929 1,258,553 660,807 409,202 202,056 66,571 572,621
大間地点 131,107 137,570 370,426 654,430 1,310,918 692,114 289,441 473,137 278,852 367,052 266,798
むつ地点 － － － － － － － － － 84,382 43,245
六ヶ所地点 － － － － － － － － － － 59,499
合　　　計 153,157 287,570 670,118 1,269,358 2,111,847 1,950,667 950,248 882,339 480,908 518,005 942,163

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

ウラン濃縮工場

低レベル放射性廃
棄物埋設センター

立地　六ヶ所村

周辺　三沢市　野辺地町　横浜町　上北町
　　　東北町　東通村　十和田市　むつ市
　　　平内町　七戸町　百石町　六戸町
　　　下田町　天間林村

青森県

8,683,952千円

昭和63年度
　　　～
　　平成９年度

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

再処理工場 立地　六ヶ所村

周辺　三沢市　野辺地町　横浜町　上北町
　　　東北町　東通村　十和田市　むつ市
　　　平内町　七戸町　百石町　六戸町
　　　下田町　天間林村

青森県

33,600,000千円

平成元年度
　　～
　　平成19年度

年度
区分 26 27 計

東通地点 80,000 80,000 10,859,917
大間地点 80,000 80,000 6,247,604
むつ地点 0 0 2,465,702
六ヶ所地点 140,000 140,000 4,251,352
合　　　計 300,000 300,000 23,824,575

（単位：千円）
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関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

低レベル放射性廃
棄物埋設センター
２号廃棄物埋設施
設
高レベル放射性廃
棄物貯蔵管理セン
ター２期増設

立地　六ヶ所村

周辺　三沢市　野辺地町　横浜町　上北町
　　　東北町　東通村　十和田市　むつ市
　　　平内町　七戸町　百石町　六戸町
　　　下田町　天間林村

青森県

2,250,768千円

平成14年度
　　～
　　平成18年度

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

ＭＯＸ燃料加工施
設

立地　六ヶ所村

周辺　三沢市　野辺地町　横浜町　東北町
　　　東通村　十和田市　むつ市　平内町
　　　七戸町　六戸町　おいらせ町

青森県

交付限度額� 14,890,902千円
Ｈ27までの交付実績
� 10,690,635千円
平成20年度
　　～
　　運転開始から５年

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

東京電力㈱
東通原子力発電所
１号機

立地　東通村

周辺　むつ市　横浜町　六ヶ所村　三沢市
　　　野辺地町　東北町　大間町　
　　　風間浦村　佐井村

青森県

交付限度額� 14,542,500千円
Ｈ27までの交付実績
� 13,869,528千円
平成20年度
　　～
　　運転開始から５年

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

東北電力㈱
東通原子力発電所
１号機

立地　東通村

周辺　むつ市　横浜町　六ヶ所村　三沢市
　　　野辺地町　上北町　東北町　川内町
　　　大畑町

青森県

11,550,000千円

平成10年度
　　～
　　平成21年度

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

使用済燃料
中間貯蔵施設

立地　むつ市

周辺　横浜町　大間町　東通村　風間浦村
　　　佐井村　野辺地町　六ヶ所村

青森県

交付限度額� 2,940,000千円
Ｈ27までの交付実績
� 2,455,499千円
平成20年度
　　～
　　運転開始から５年

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

電源開発㈱
大間原子力発電所

立地　大間町

周辺　むつ市　川内町　大畑町　風間浦村
　　　佐井村　脇野沢村

青森県

交付限度額� 14,521,500千円
Ｈ27までの交付実績
� 14,510,997千円
平成16年度
　　～
　　運転開始から５年
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ウ　原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分及び電力移出県等交付金相当部分
　原子力発電施設等の関係地方公共団体における事業又は電力会社から電気の供給
を受けている一般家庭・企業等に対する給付金等交付助成事業に対し交付されてい
ます。

エ　原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分
　原子力発電施設等の運転開始の翌年度から運転終了までの期間、所在市町村に対
し交付されています。

オ　核燃料サイクル施設交付金相当部分
　核燃料サイクル施設の設備能力、稼働実績に応じて算定される交付金で、平成23
年度に新設されました。

年度
区分 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 9

周
辺
枠

給付金交付助成事業 302,727 324,365 331,321 355,179 826,033 1,347,290 1,393,856 1,413,554 1,077,752
給　付　金　以　外 342,485 340,526 348,249 355,214 1,565,518 3,520,547 3,618,767 3,715,024 2,051,797
周　��辺　��枠　��計 645,212 664,891 679,570 710,393 2,391,551 4,867,837 5,012,623 5,128,578 3,129,549

移　　出　　県　　枠 600,000 511,994 599,203 600,000
合　　　　計 645,212 664,891 679,570 710,393 2,391,551 5,467,837 5,524,617 5,727,781 3,729,549

年度
区分 10 11 12 13 14 15 16 17 18

周
辺
枠

給付金交付助成事業 1,095,094 1,298,112 1,319,592 1,366,213 1,361,150 1,470,382 1,773,593 1,430,059 1,383,635
給　付　金　以　外 2,109,626 2,535,687 2,585,164 2,592,293 2,004,327 1,940,451 1,325,205 1,695,486 1,775,922
周　��辺　��枠　��計 3,204,720 3,833,799 3,904,756 3,958,506 3,365,477 3,410,833 3,098,798 3,125,545 3,159,557

移　　出　　県　　枠 600,000 1,749,975 2,200,000 2,160,223 2,198,400 2,341,682 1,177,178 1,159,401 1,177,717
合　　　　計 3,804,720 5,583,774 6,104,756 6,118,729 5,563,877 5,752,515 4,275,976 4,284,946 4,337,274

年度
区分 19 20 21 22 23 24 25 26 27

周
辺
枠

給付金交付助成事業 1,417,332 1,582,573 1,582,117 1,835,804 638,477 651,313 602,988 387,250 483,458
給　付　金　以　外 1,834,417 2,628,611 2,603,415 3,831,779 1,983,406 1,938,324 1,753,625 1,135,119 1,041,085
周　��辺　��枠　��計 3,251,749 4,211,184 4,185,532 5,667,583 2,621,883 2,589,637 2,356,613 1,522,369 1,524,543

移　　出　　県　　枠 1,193,809 2,332,711 2,610,428 2,538,145 1,829,714 1,974,123 982,803 959,955 953,449
合　　　　計 4,445,558 6,543,895 6,795,960 8,205,728 4,451,597 4,563,760 3,339,416 2,482,324 2,477,992

年度
交付先 ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18

市町村 80,000 80,000 80,000 200,000 200,000 200,000 309,900 230,000 370,000 430,000

年度
交付先 19 20 21 22 23 24 25 26 27 計

市町村 660,000 625,000 585,000 555,000 227,515 254,522 242,623 241,960 241,960 5,813,480

年度
区分 計

周
辺
枠

給付金交付助成事業 29,051,219
給　付　金　以　外 53,172,069
周　��辺　��枠　��計 82,223,288

移　　出　　県　　枠 32,450,910
合　　　　計 114,674,198

（単位：千円）

（単位：千円）
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カ　電源地域産業育成支援補助金（市町村事業）
　電源地域の市町村に対し、市町村等が主体となって実施する産業振興のためのビ
ジョン作成から事業化までの一連の事業を対象として交付されるものです。
　平成15年10月、電源立地地域対策交付金に統合されたため、平成16年度からは当
支援事業の対象市町村のうち電源立地地域対策交付金が交付されない市町村に対し
て交付されていました。（平成21年度で事業終了）

②　原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金（Ｆ補助金）
　原子力発電施設等の立地及び周辺市町村における企業立地を支援するため、雇用増加
を生む企業に対して、一定期間にわたって電気料金の実質的割引措置になる給付金が交
付されています。
　《交付対象地域》
　十和田市（旧十和田湖町は除く）、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、お
　いらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村、大間町、風間浦村、佐井村

年度
交付先 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

市町村等 6,558 36,380 44,154 87,657 100,552 124,151 139,766 116,654 122,050 94,240

年度
交付先 11 12 13 14 15 16 17 計

市町村等 113,706 94,127 81,258 63,338 51,155 484 1,951 1,278,182

年度 申請区分 事業所数 交付額（千円）

11 ３事業所 4,834

12
上期 ５事業所 8,235
下期 11事業所 11,203

13
上期 15事業所 21,298
下期 21事業所 46,165

14
上期 29事業所 61,520
下期 35事業所 88,465

15
上期 40事業所 88,597
下期 44事業所 120,171

16
上期 56事業所 131,053
下期 63事業所 137,955

17
上期 　66事業所 146,308
下期 　74事業所 150,418

18
上期 　82事業所 183,932
下期 　89事業所 228,362

19
上期 　94事業所 226,401
下期 　100事業所 232,064

年度 申請区分 事業所数 交付額（千円）

20
上期 　98事業所 230,532
下期 　101事業所 248,841

21
上期 　105事業所 216,962
下期 　102事業所 186,881

22
上期 　102事業所 165,055
下期 　93事業所 151,337

23
上期 　90事業所 164,166
下期 　87事業所 177,771

24
上期 　90事業所 233,784
下期 　87事業所 272,887

25
上期 　85事業所 290,106
下期 　84事業所 302,288

26
上期 　73事業所 305,181
下期 　79事業所 257,788

27
上期 　80事業所 281,238
下期 　80事業所 307,479

計 ― ― 5,679,277

年度
区分 23 24 25 26 27 計

建 設 段 階 6,787,651 6,807,721 6,811,380 6,811,380 6,781,812 33,999,944
運 転 段 階 2,396,430 2,400,570 2,400,570 2,400,570 2,400,570 11,998,710
合　　計 9,184,081 9,208,291 9,211,950 9,211,950 9,182,382 45,998,654

（単位：千円）

（単位：千円）
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③　核燃料サイクル交付金
　国の交付決定を受けた年度からＭＯＸ燃料が装荷された年度又は、核燃料サイクル施
設の使用が開始された年度の翌年度から最長５年間まで、関係地方公共団体に対し交付
されます。

④　原子力発電施設等立地地域特別交付金
　�　原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化のために交付金を交付することが特に必
要な都道府県に対して交付されます。

⑤　交付金事務等交付金
　　県の交付金事務費として交付されています。

弘前地域研究所

六ヶ所村医療センター

年度
交付先 57 58 59 60 61 62 63 元 ２ ３ ４ ５

青森県 300 300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,700 6,000 6,000 8,000 8,000 10,000

年度
交付先 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

青森県 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,592 5,908 6,130 5,104 6,278 5,747

年度
交付先 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 計

青森県 4,221 4,117 2,790 3,914 5,374 3,940 3,491 2,791 3,377 3,377 180,651

関係施設名 交付対象地方公共団体 交付限度（実績）額及び交付期間

・�使用済燃料中間貯蔵
施設
・大間原子力発電所
・ＭＯＸ燃料加工施設

むつ市、大間町、六ヶ所村、三沢市、
十和田市、平内町、野辺地町、七戸町、
六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、
東通村、風間浦村、佐井村

青森県

交付限度額� 18,000,000千円
Ｈ27までの交付実績
� 2,503,942千円
平成22年度
　　～
　�ＭＯＸ燃料が装荷された年
度又は施設の使用が開始さ
れた年度の翌年度から最長
５年間

（単位：千円）

年度 12 13 18 19 20 21 合計
交付金額 2,500,000 2,500,000 1,250,000 2,500,000 625,000 625,000 10,000,000

（単位：千円）
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⑶その他の交付金等
①　広報・調査等交付金
　　ア　広報・調査等事業

　関係自治体が行う原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの
周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査及びこれらの施設の設置及び当
該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関して行われる連
絡調整に関する事業に対し交付されています。
　県では、主に新聞・パンフレット等による広報、意見交換会、委員会等の事業を
行っています。

　　イ　温排水影響調査等事業
　　　�　原子力発電施設から排出される温水の

周辺水域への拡散、温度変化の調査等に
対し交付されています。

　②　原子燃料サイクル広報委託費
　　　原子燃料サイクル事業に関する広報活動について、主に意見交換会の開催、新聞広報
　　等の事業を国からの委託を受けて実施していました。
　　　平成21年度からは、広報・調査等交付金に組み入れられて実施しています。

56 57 58 59 60 61 62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

青森県
県　分 12,000 12,000 12,000 18,000 18,000 20,000 20,020 21,000 55,000 60,000 75,000 68,480 68,588 69,539 73,158 81,164 82,370 82,118
隣接分 4,200 4,200 4,200 8,400 14,700 14,700 14,700 14,700 22,050 22,050 31,500 31,500 41,000 34,650 35,100 31,500 31,500 31,080

小　　計 16,200 16,200 16,200 26,400 32,700 34,700 34,720 35,700 77,050 82,050 106,500 99,980 109,588 104,189 108,258 112,664 113,870 113,198
東 通 村 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000 9,000 12,000 12,000 27,000 13,500 27,000 27,000 17,000 20,589
大 間 町 6,000 6,000 6,000 7,600 8,048 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 7,000 9,000
六ケ所村 9,000 9,000 9,000 9,000 13,500 13,500 24,513 27,000 27,000 27,000 25,650 21,600 21,600 21,600
む つ 市
小　　計 6,000 6,000 6,000 12,000 21,000 21,000 22,600 23,048 31,500 31,500 45,513 48,000 63,000 49,500 61,650 57,600 45,600 51,189
合　　計 22,200 22,200 22,200 38,400 53,700 55,700 57,320 58,748 108,550 113,550 152,013 147,980 172,588 153,689 169,908 170,264 159,470 164,387

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 計

青森県
県　分 76,682 78,035 121,385 92,250 78,959 77,966 80,439 82,359 65,843 63,265 128,948 97,113 59,622 51,008 37,915 46,682 52,487 2,139,395
隣接分 31,500 32,160 30,869 31,994 26,796 31,715 32,249 39,329 40,894 40,776 28,657 30,497 26,814 26,657 29,149 26,325 29,547 927,658

小　　計 108,182 110,195 152,254 124,244 105,755 109,681 112,688 121,688 106,737 104,041 157,605 127,610 86,436 77,665 67,064 73,007 82,034 3,067,053
東 通 村 27,000 27,000 27,000 32,633 24,393 22,800 22,317 26,480 27,000 26,371 19,734 16,449 7,402 14,653 15,224 19,590 15,180 593,315
大 間 町 9,000 8,354 9,907 8,944 9,058 13,025 12,910 12,078 10,411 10,106 9,509 8,962 7,701 5,181 4,939 4,259 4,351 270,343
六ケ所村 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 22,950 23,060 23,035 20,884 19,966 20,884 22,950 22,950 20,884 22,950 630,676
む つ 市 8,836 8,681 9,000 8,189 7,830 7,610 7,794 6,920 6,907 7,000 78,767
小　　計 57,600 56,954 58,507 63,177 55,051 57,425 56,827 70,344 69,152 68,512 58,316 53,207 43,597 50,578 50,032 51,640 49,481 1,573,101
合　　計 165,782 167,149 210,761 187,421 160,806 167,106 169,515 192,032 175,889 172,553 215,921 180,817 130,033 128,243 117,097 124,647 131,515 4,640,154

年　度 13 14 15 16 17 18 19 20
金　額 6,684 4,403 4,302 4,449 4,464 9,833 17,000 12,000

年度 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
金額 29,785 48,914 61,626 74,219 74,506 68,000 68,000 72,238 72,804 73,356 72,986

年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 計
金額 71,456 71,456 73,000 73,987 77,688 71,078 71,800 63,453 62,462 64,431 1,417,245

年　度 21 22 23 24 25 26 計
金　額 4,622 5,000 5,000 5,000 5,000 4,995 92,752

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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③　放射線監視等交付金
県が行う原子力施設の周辺における、放射線監視等事業に対し交付されています。
原子力施設周辺の放射線の監視及び農畜産物、飲料水等の放射能調査を実施してい
ます。また、微少地震観測及び県内において歴史上被害をもたらした地震のデータベー
ス化を行っています。

④　大型再処理施設放射能影響調査交付金
大型再処理施設から放出される放射性物質による周辺への影響を調査するための事
業に対し交付されています。県では、この交付金を活用して、当該調査を委託すると
ともに、調査を行うために必要な施設、設備、運営等の補助を行っています。

年度
区分 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

事前調査及び監視 － 46,000 52,000 52,000 85,000 110,000 113,000 113,000 116,000 116,000

施 設 等 整 備 70,000 960,600 － － 50,456 232,010 106,979 177,317 84,820 52,915
地震観測システム
整 備 事 業 － － － － － － － － － 11,664

地震関連情報収集
提 供 事 業 － － － － － － － － － 15,462

事業内容／年度 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
施設等整備等事業 1,000,000 508,709 1,751,391 319,900 2,700,000 2,400,000 2,516,000 2,614,000 2,766,000
調 査 事 業 0 120,000 200,000 300,000 400,000 450,000 634,000 780,492 784,000
一 般 事 務 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 1,000,000 628,709 1,951,391 619,900 3,100,000 2,850,000 3,150,000 3,394,492 3,550,000

事業内容／年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19
施設等整備等事業 2,881,908 3,126,000 2,730,000 2,638,000 2,888,000 2,899,000 2,297,000 2,273,914 2,070,000
調 査 事 業 818,092 1,059,133 1,312,000 1,355,513 1,605,144 1,720,698 1,700,382 1,702,313 1,706,440
一 般 事 務 費 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
合 計 3,700,000 4,185,133 4,042,000 3,995,313 4,494,944 4,621,498 3,999,182 3,978,027 3,778,240

事業内容／年度 20 21 22 23 24 25 26 27 計
施設等整備等事業 1,606,079 1,535,222 1,535,790 1,443,425 1,383,674 1,386,497 1,519,479 1,336,462 52,126,450
調 査 事 業 1,770,998 1,740,822 1,740,641 1,674,034 1,588,753 1,582,060 1,597,066 1,601,054 29,943,635
一 般 事 務 費 1,800 1,800 1,354 1,749 1,708 1,771 2,443 2,893 26,318
合 計 3,378,877 3,277,844 3,277,785 3,119,208 2,974,135 2,970,328 3,118,988 2,940,409 82,096,403

年度
区分 20 21 22 23 24 25 26 27 計

事前調査及び監視 261,988 258,614 246,366 226,762 234,052 239,595 244,267 246,478 4,721,910

施 設 等 整 備 264,892 198,706 267,057 61,235 457,297 238,720 138,267 96,008 6,216,789
地震観測システム
整 備 事 業 0 0 0 0 0 0 78,840 131,760 460,827

地震関連情報収集
提 供 事 業 16,042 15,912 15,541 15,357 15,718 15,717 15,126 6,143 262,600

年度
区分 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

事前調査及び監視 137,500 137,500 157,500 172,029 182,379 208,448 241,500 240,962 241,470 241,500

施 設 等 整 備 59,571 20,509 139,647 128,590 1,927,758 21,059 228,247 81,135 49,267 103,727
地震観測システム
整 備 事 業 187,087 44,651 0 0 0 6,825 0 0 0 0

地震関連情報収集
提 供 事 業 0 7,449 11,647 15,574 15,375 15,842 16,130 16,215 16,181 17,169

（単位：千円）

（単位：千円）
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⑤　原子力発電施設等緊急時安全対策交付金
原子力発電施設等による災害などによる緊急時に、周辺地域の住民の安全の確保の
ため、あらかじめ県等が実施する事業に対し交付されています。
主に緊急時のための連絡網・放射線防護資機材・オフサイトセンター等の整備や維
持管理、周辺地域の住民や防災業務従事者の知識習得のための事業を行っています。

⑥　原子力発電施設等研修事業費補助金
原子力発電施設等の建設やメンテナンスに従事する者の人材育成、地元受注の促進
を目的として実施する研修事業に対し交付されています。県では、この補助金を活用
して、メンテナンス業務への地元企業の参入促進のための実践的な研修を実施してい
ます。

⑦　原子力・エネルギー教育支援事業交付金
学校において、原子力やその他のエネルギーについての学習を進めるため、エネル
ギーに関する教育に係る教材の購入、エネルギー関連施設の見学等の実施に要する費
用を対象に、県に対し交付されています。

年度
交付先 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

青森県 42,119 34,237 40,527 48,968 43,298 84,268 80,360 83,256 89,142 125,306 106,902 110,549 160,004

年度
交付先 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

青森県 798,394 259,060 205,548 246,450 227,274 217,630 231,251 222,800 203,409 264,808 436,087 276,053 285,536

事業内容／年度 ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17
設 備 備 品 整 備 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事 業 費 15,312 15,721 9,199 8,000 10,390 7,136 8,216 10,637 9,763 9,019
一 般 事 務 費 1,889 1,133 867 739 396 802 1,061 820 1,128 719
合 計 17,201 16,854 10,066 8,739 10,786 7,938 9,277 11,457 10,891 9,738

事業内容／年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
設 備 備 品 整 備 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事 業 費 8,957 12,160 8,143 8,368 8,280 9,549 9,592 9,543 12,004 12,165
一 般 事 務 費 492 280 120 126 110 2 2 2 0 0
合 計 9,449 12,440 8,263 8,494 8,390 9,551 9,594 9,545 12,004 12,165

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

青森県 14,082 14,475 16,823 19,965 16,092 15,147 22,974 18,919 16,749 14,643 6,361 6,059

年度
交付先 計

青森県 4,923,236

事業内容／年度 計
設 備 備 品 整 備 費 0
事 業 費 202,154
一 般 事 務 費 10,688
合 計 212.842

計

青森県 182,289

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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２　核燃料物質等取扱税
　核燃料物質等取扱税は、地方税のうち総務大臣の同意を得て創設する県の法定外普通税
です。
　県では、六ヶ所村に立地する原子燃料サイクル施設及び東通村に立地する原子力発電所
に対して課税する核燃料物質等取扱税を実施しています。
　平成３年に青森県核燃料物質等取扱税条例を制定し、その後、同条例の実施期間の満了
に伴い、平成８年８月、平成13年７月、平成18年６月、平成23年12月及び平成25年12月に
同条例を更新しました。
　更新後の核燃料物質等取扱税（実施期間：平成26年４月１日から５年間）の概要は、次
のとおりです。

納税義務者 課税客体 課税標準 税　　率 納付手続

ウラン濃縮の
事業を行う者 ウラン濃縮

課税標準の算定期間内にお
いて濃縮により生じた製品
ウラン（六ふっ化ウラン）
の重量

製品ウランの重量１㎏につき

課税標準の算定
期間の末日の翌
日から起算して
２月以内に申告
納付

44,600円

再処理の事業を
行 う 者

使用済燃料
の 受 入 れ

課税標準の算定期間内にお
いて受け入れた使用済燃料
に係る原子核分裂をさせる
前のウランの重量

原子核分裂をさせる前のウランの
重量１㎏につき

19,400円

使用済燃料
の 貯 蔵

課税標準の算定期間内の使
用済燃料の貯蔵に係る原子
核分裂をさせる前のウラン
の重量

原子核分裂をさせる前のウランの
重量１㎏につき

1,300円
（当分の間、8,300円）

廃棄物埋設の
事業を行う者 廃棄物埋設

課税標準の算定期間内の廃
棄物埋設に係る廃棄体の容
器の容量

廃棄体の容器の容量１㎥につき

64,000円

廃棄物管理の
事業を行う者 廃棄物管理

課税標準の算定期間内の廃
棄物管理に係るガラス固化
体の容器の数量

ガラス固化体の容器の数量１本に
つき

1,969,500円

原子炉の設置者

原 子 炉 の
設 置

課税標準の算定期間の末日
における発電用原子炉の熱
出力

1,000kWにつき

9,000円

核 燃 料 の
挿 入

核燃料の挿入に係る核燃料
の価額 100分の13

核燃料の挿入が
なされた日の属
する月の末日の
翌日から起算し
て２月以内に申
告納付

（資料3９　青森県核燃料物質等取扱税条例　1９0頁参照）

※「課税標準の算定期間」－�１月１日から３月31日まで、４月１日から６月30日まで、７月１日から
９月30日まで及び10月１日から12月31日までの各期間
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３　青森県核燃料物質等取扱税交付金
　原子力発電施設等の立地市町村及び周辺市町村に対し、市町村が実施する防災・安全対
策、民生安定対策や地域振興策等に関する事業を対象に、県から交付されています。
　この交付金は平成24年度に創設され、青森県核燃料物質等取扱税の税収の一定割合相当
額が交付されています。
　①　交付対象市町村
　　　ア　立地市町村
　　　　　むつ市、六ヶ所村、大間町、東通村
　　　イ　周辺市町村
　　　　　十和田市、三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、
　　　　おいらせ町、風間浦村、佐井村
　②　交付額

� （単位：千円）　　

年　度 24 25 26 27 計

交付金額 1,780,885 2,000,000 3,000,000 3,000,000 9,780,885

ロータリー除雪車購入事業（六ヶ所村）

学力向上推進事業（大間町）

消防ポンプ自動車整備事業（東通村）

東北町小中学校スクールバス運行事業（東北町）
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４　原子力発電施設等立地地域
　　の振興に関する特別措置法
　原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、原子力発電施設等の周辺の地
域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備
に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図るため、平成13年度か
ら10年間の措置として制定されました。なお、平成22年12月に、更に10年間の延長が決定
しました。
　本県の原子力発電施設等立地地域については、平成14年３月に、原子燃料サイクル施設
及び東通原子力発電所の周辺の旧16市町村の地域について、内閣総理大臣の指定を受けま
した。
　また、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画（振興計画）については、平成15
年４月１日に内閣総理大臣の決定を受けました。
　原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の概要は、次のとおりです。

　⑴�　原子力発電施設等立地地域（３市10町３村の16市町村↗ 現在、３市７町２村の12市
町村）

　　�　十和田市（旧十和田市、旧十和田湖町）、三沢市、むつ市（旧むつ市）、平内町、野
辺地町、七戸町（旧七戸町、旧天間林村）、おいらせ町（旧百石町、旧下田町）、六戸
町、横浜町、東北町（旧上北町、旧東北町）、六ヶ所村、東通村

　⑵　特別措置
　①　国の負担又は補助の割合の特例措置
�　振興計画に定める一定の道路、港湾、漁港、消防用施設及び義務教育施設の整備
に対する国の補助率の嵩上げ（５／10↗ 5.5／10等）

　②　地方債発行の特例措置
　上記①の事業に係る地方債元利償還費の地方交付税措置

　③　不均一課税に伴う特例措置
�　原子力発電施設等立地地域内において製造業等の用に供する設備を新増設した者
について、事業税、不動産取得税及び固定資産税の不均一課税をした場合、地方交
付税において減収補填
　なお、県は、平成14年７月にこの不均一課税の条例を施行しました。



資　　　　料
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１　東通原子力発電所の主な経緯
年月日 事　　　　　　　　　　項

（昭和）
39.10.25
～40. 1. 30
40.　５.　17
　　10.２
45.６.25
48.12.21
49.７.９
56.４.７

　　９.22
　　12.４

57.４.１
　　５.26

57.6～58.6
58.８.30
59.８.８

　9.14～15
　　11.19
60.２.10
61.４.26
（平成）
２.12.19
　　12.26
３.１.12

　　１.23
４.６.１

　　８.14
　　８.17
　　８.21

　10.12～19

　　12.17
５.２.19

　　３.30

　　４.７
　　５.17

県　国（通産省）から委託を受けて、下北郡東通村前坂下原野を対象に原子力発電所立地
調査（地質調査）を実施
東通村議会　原子力発電所誘致を決議
県議会　東通村からの原子力発電所誘致の請願を採択
東北・東京両電力　県に対し用地取得業務を委託
用地買収ほぼ完了（共有地の一部が未解決）
東北・東京両電力　環境調査を開始
東北・東京両電力　昭和56年度電力施設計画概要を発表（下北１号：着手57年５月、着工
59年７月、運開65年６月）
総合エネルギー対策推進閣僚会議　下北原子力発電所１号機を要対策重要電源に追加指定
東北・東京両電力　下北地点原子力発電所第１次開発計画の概要を発表（110万kW級４基、
港湾２ヶ所）
東北・東京両電力　下北地点原子力発電所を東通原子力発電所に改称
東北・東京両電力　関係６漁協（白糠、小田野沢、老部川内水面、尻労、猿ヶ森、泊）に
対し漁業補償交渉を申入れ
関係６漁協　漁業補償交渉の申入れを受諾し、原発対策委員会を設置
東北・東京両電力　白糠・小田野沢両漁協合同対策委員会と漁業補償交渉を開始
白糠・小田野沢両漁協及び東北・東京両電力　知事に対し漁業補償交渉の斡旋を要請。知
事これを受諾
県　知事斡旋額を提示
小田野沢漁協　臨時総会で東通原発建設同意・知事斡旋額の受諾等を決定
白糠漁協　臨時総会で東通原発の建設同意・知事斡旋額の受諾等を否決
ソ連　チェルノブイリ原子力発電所にて過酷事故

白糠漁協　県に対し、６ヶ年に及ぶ歳月を考慮しての59年知事斡旋額見直しを要請
東北・東京両電力　知事斡旋額見直しを要請
小田野沢漁協　臨時総会で知事斡旋額見直しの受入れ及び東通原子力発電所対策委員会の
設置を決議
県　白糠・小田野沢両漁協及び東北・東京両電力に対し、59年知事斡旋額見直しを表明
県　知事斡旋を提示（漁業補償額130億円、漁業振興基金40億円、村の磯資源等倍増基金
10億円）
白糠漁協　臨時総会で東通原発建設同意・知事斡旋額の受諾等を決定
小田野沢漁協　臨時総会で東通原発建設同意・知事斡旋額の受諾等を決定
白糠・小田野沢両漁協及び東北・東京両電力　知事及び東通村長立会いのもと漁業補償協
定を締結
東北・東京両電力　周辺漁協（泊、尻労、猿ヶ森、老部川内水面）に対し漁業補償交渉の
再開を申入れ
東通村　漁業振興基金条例及び磯資源等倍増基金条例を公布・施行
東北・東京両電力及び関係漁協（白糠・小田野沢・猿ヶ森・尻労・泊）　環境補足調査に
関する協定を締結
東北・東京両電力　尻労・猿ヶ森両漁協合同原発対策委員会に対し漁業補償額を提示（３
億1,900万円）
東北・東京両電力　平成５年度電力施設計画発表（４基の建設工程を発表）
東北・東京両電力　尻労・猿ヶ森両漁協合同原発対策委員会に対し漁業補償額を最終提示
（４億1,500万円）
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年月日 事　　　　　　　　　　項

５.６.21
　　６.23
　　６.26

　　６.29

　　７.６

　　８.10

　　９.29

　　10.24
　　11.１
　　11.12
　　12.21
６.３.31
　　９.26
　　10.３
　　12.26

７.１.15
　　１.24
　　３.13
　　３.20
　　３.22
　　４.11
　　４.21
　　11.22
　　11.24
　　12.９
８.２.27
　　４.10
　　４.17
　　６.３
　　６.７
　　６.11
　　６.19

　　６.26
　　６.27
　　７.15
　　７.18
　　７.26
　　７.26
　　８.19
　　８.20
　　８.30
９.９.５

尻労漁協　臨時総会で東通原発建設同意・漁業補償額の受諾等を満場一致で可決
猿ヶ森漁協　臨時総会で東通原発建設同意・漁業補償額の受諾等を満場一致で可決
小田野沢漁協　臨時総会で尻労・猿ヶ森共同漁業権内の入漁権に対する漁業補償額の受諾
等を満場一致で可決
総合エネルギー対策推進閣僚会議　東北２号及び東京１・２号を要対策重要電源に追加指
定
東北・東京両電力及び尻労・猿ヶ森・小田野沢の３漁協　東通村長立会いのもと、漁業補
償協定を締結
東北・東京両電力　老部川内水面漁協漁業補償交渉委員会に対し漁業補償額を提示（１億
3,700万円）
東北・東京両電力　老部川内水面漁協漁業補償交渉委員会に対し漁業補償額を最終提示
（１億6,200万円）
老部川内水面漁協　臨時総会で東通原発建設同意・漁業補償額の受諾等を可決
東北・東京両電力及び老部川内水面漁協　東通村長立会いのもと漁業補償協定を締結
東北・東京両電力　泊漁協漁業補償交渉委員会に対し漁業補償額を提示（８億7,900万円）
東北・東京両電力　泊漁協漁業補償交渉委員会に対し漁業補償額を再提示（９億8,100万円）
東北・東京両電力　環境補足調査（平成５年４月から開始）を完了
東北・東京両電力　平成７年３月の電調審が遅れる見通しである旨発表
泊漁協漁業補償交渉委員会　六ヶ所村長に仲介要請。村長これを受諾
東北・東京両電力　六ヶ所村長の仲介を受け、泊漁協漁業補償交渉委員会に対し漁業補償
額を提示（15億6,400万円）
泊漁協　臨時総会で東通原発建設同意・漁業補償額の受諾等を賛成多数で可決
東北・東京両電力及び泊漁協　六ヶ所村長立会いのもと漁業補償協定を締結
県　東京電力㈱が135万kW級ＡＢＷＲの東通地点への導入を社内検討していることを確認
東通村及び村議会　両電力に対し現行計画に基づく早期着工と村への財政支援を要請
県　両電力に対し現行計画を踏まえた早期着手を申し入れ
東北・東京両電力　平成７年度電力施設計画発表（１基を切り離した上で建設工程を延伸）
国　電気事業法の改正（平成７年12月１日施行）
東北電力㈱　１号機の環境影響調査書を国に提出
東北電力㈱　１号機の環境影響調査書の縦覧を開始（～12月25日）
東北電力㈱　１号機の環境影響調査書の一般説明会を開催（東通村体育館）
国（通産省）　東北電力㈱１号機の設置に係る第１次公開ヒアリング開催を告示（４月17日）
東北電力㈱　１号機環境影響調査書の地元公開・周知等を国に報告
国（通産省）　東北電力㈱１号機の設置に係る第１次公開ヒアリング開催（東通村体育館）
国（経済企画庁）　平成８年度電源開発基本計画新規組入れについて知事意見照会
県　関係市町村長（下北郡、むつ市、三沢市及び上北郡内隣接・隣々接）に意見照会
県　原子力政策青森賢人会議（第１回）を開催
県　原子力政策青森賢人会議（第２回）を開催
県　下北郡内町村長及びむつ市長より意見聴取
県　三沢市及び上北郡内隣接・隣々接町村長より意見聴取
県　原子力政策青森賢人会議（第３回）を開催
県　知事意見回答
国（経済企画庁）　第133回電源開発調整審議会開催
国（総理府）　平成８年度電源開発基本計画告示
国（通産省）　東北電力㈱１号機環境審査報告書を事業者に送付
東北電力㈱　修正環境影響調査書を国に提出
東北電力㈱　修正環境影響調査書の縦覧を開始（～９月19日）
東北電力㈱　国（通産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書を提出
国（通産省）　東北電力㈱１号機の原子炉設置許可申請について原子炉等規制法の基準に
適合しているとの審査結果を原子力委員会及び原子力安全委員会に対し諮問
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年月日 事　　　　　　　　　　項

９　11.27
10.８.３

　　８.４

　　８.31
　　９.１
　　12.24
11.３.18

　　３.24
　　４.１
　　７.28

　　８.17

　　８.30
　　９.２
　　９.30
　　10.８
　　12.17
12.１.27
　　３.15
　　５.12
　　５.26
　　５.26
　　７.10
　　７.15
　　７.25
　　８.２
　　８.21
　　８.22
　　10.２
　　11.15
13.２.15
　　４.１
　　９.４
　　９.10
　　10.13

　　12.８

14.４.25
　　４.27

　　８.８
　　８.９
　　８.25
　　11.24

原子力安全委員会　東北電力㈱１号機第２次公開ヒアリング開催（東通村体育館）
原子力安全委員会　東北電力㈱１号機の原子炉設置許可に係る諮問について、妥当なもの
である旨、通産大臣に対し答申
原子力委員会　東北電力㈱１号機の原子炉設置許可に係る諮問について、妥当なものであ
る旨、通産大臣に対し答申
国（通産省）　東北電力㈱１号機に係る原子炉設置を許可
東北電力㈱　国（通産省）に対して１号機に係る１回目の工事計画認可申請
国（通産省）　東北電力㈱１号機に係る１回目の工事計画認可
東北・東京両電力　東北電力㈱１号機を除く３基について、出力138.5万kWのＡＢＷＲを
採用することを決定した旨、東通村及び県に対して説明
東北電力㈱　１号機の起工式を実施
東北電力㈱　国（通産省）に対して１号機に係る２回目の工事計画認可申請
東北・東京両電力　東北電力㈱１号機を除く３基について、出力変更に伴う追加漁業補償
交渉を東通村内５漁協に申入れ
小田野沢漁協　申入れを受諾し、交渉委員会を設置（他の村内４漁協も９月25日までに設
置）
国（通産省）　東北電力㈱１号機に係る２回目の工事計画認可
東北電力㈱　国（通産省）に対して１号機に係る３回目の工事計画認可申請
㈱ジェー・シー・オー東海事業所にて臨界事故
東北・東京両電力　東通原子力発電所ＰＲ施設「トントゥビレッジ」開所
原子力災害対策特別措置法成立
国（通産省）　東北電力㈱１号機に係る３回目の工事計画認可
東北電力㈱　国（通産省）に対して１号機に係る４回目の工事計画認可申請
東北・東京両電力　泊漁協に対し出力変更及び追加漁業補償交渉を申入れ
東北電力㈱　国（通産省）に対し原子炉設置許可を申請
東北電力㈱　国（通産省）に対して１号機に係る５回目の工事計画認可申請
国（通産省）　東北電力㈱１号機に係る４回目の工事計画認可
泊漁協　追加漁業補償交渉の申入れを受諾し、交渉委員会を設置
国（通産省）　東北電力㈱１号機に係る５回目の工事計画認可
東北電力㈱１号機　国（通産省）の基礎基盤検査に合格
東京電力㈱　環境影響評価方法書を通商産業大臣に届け出、青森県と関係４市町村に提出
東京電力㈱　環境影響評価方法書の縦覧を開始（～９月21日）
東北電力㈱　１号機の原子炉建屋基礎工事を開始
東北電力㈱　国（通産省）に対し１号機の原子炉設置変更許可を申請
東京電力㈱　環境影響評価方法書に係る経済産業大臣勧告を受領
東京電力㈱　環境現況調査を開始（～14年３月末）
東北電力㈱　１号機の原子炉格納容器組立工事を開始
国（経産省）　東北電力㈱１号機に係る原子炉設置変更を許可
東北・東京両電力　追加漁業補償について、白糠、小田野沢両漁協交渉委員会に考え方を
説明
東北・東京両電力　白糠・小田野沢両漁協交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（37億
２千万円）
東北電力㈱１号機　国（経産省）の原子炉格納容器強度・漏えい検査に合格
東北・東京両電力　白糖・小田野沢両漁協交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（48億
円）
東京電力㈱　環境影響評価準備書を経済産業大臣に届け出、青森県と関係４市町村に提出
東京電力㈱　環境影響評価準備書の縦覧を開始（～９月９日）
東京電力㈱　環境影響評価準備書に関する説明会を東通村で開催
東北・東京両電力　白糠・小田野沢両漁協交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（55億
円）
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年月日 事　　　　　　　　　　項

15.１.31

　　３.２
　　３.15
　　４.20
　　４.25
　　５.９

　　７.23
　　７.30
　　８.５
　　８.20
　　８.25
　　９.19

　　10.７

　　10.10
　　11.19

16.２.５

　　３.３
　　３.29
　　７.８
　　７.９

　　７.21
　　８.24
　　10.28
　　12.24
　　12.28
17.１.８
　　１.10
　　１.21

　　１.24
　　３.９
　　９.13
　　12.８
　　12.18
　　12.19
18.１.23
　　３.30
　　８.４
　　８.７

　8.10～23
　　８.28
　　９.１

県　東北電力㈱環境影響評価準備書に関する環境保全の見地からの意見を国（経産省）に
回答
白糠・小田野沢両漁協　東通村長に仲介要請。村長これを受諾
東通村長　白糠・小田野沢両漁協交渉委員会に対し仲介額を提示（70億円）
白糠・小田野沢両漁協　臨時総会で仲介額の受諾等を可決
東京電力㈱　環境影響評価準備書に係る経済産業大臣勧告を受領
東北・東京両電力及び白糠・小田野沢両漁協　東通村長立会いのもと変更漁業補償協定を
締結
東北電力㈱１号機　原子炉圧力容器据付開始
東京電力㈱　環境影響評価書を経済産業大臣に届け出、青森県と関係４市町村に提出
東北電力㈱１号機　国（経産省）の原子炉圧力容器据付検査に合格
東京電力㈱　環境影響評価書に係る経済産業大臣からの確定通知を受領
東京電力㈱　環境影響評価書の縦覧を開始（～９月24日）
国（経産省）　東京電力㈱１・２号機の設置に係る第一次公開ヒアリングの開催を告示
（11月19日）
東北・東京両電力　尻労・猿ヶ森両漁協合同交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（５
億3,000万円）
東北電力㈱１号機　むつ幹線から所内受電開始
国（経産省）　東京電力㈱１・２号機の設置に係る第１次公開ヒアリングを開催（東通村
体育館）
県、東通村及び東北電力㈱　「東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関す
る協定書」締結
県及び東北電力㈱　東通原発への核燃料税導入で合意
東通村隣接市町村及び東北電力㈱　安全協定締結
東北電力㈱１号機　ウラン燃料搬入（１回目）
東北・東京両電力　尻労・猿ヶ森両漁協合同交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（10
億円）
東北電力㈱１号機　ウラン燃料搬入（２回目）
東北電力㈱１号機　ウラン燃料搬入（３回目）
東通原発に係る緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）完成
東北電力㈱１号機　燃料装荷、試運転開始
東通村長　尻労・猿ヶ森・小田野沢の３漁協交渉委員会に対し仲介額を提示（12億円）
尻労・猿ヶ森両漁協　臨時総会で仲介額の受諾等を可決
小田野沢漁協　臨時総会で仲介額の受諾等を可決
東北・東京両電力及び尻労・猿ヶ森・小田野沢の３漁協　東通村長立会いのもと変更漁業
補償協定を締結
東北電力㈱１号機　初臨界
東北電力㈱１号機　発電開始
東北・東京両電力　老部川内水面漁協交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（700万円）
東北電力㈱１号機　営業運転開始
老部川内水面漁協　臨時総会で仲介額の受諾等を可決
東通村長　老部川内水面漁協交渉委員会に対し仲介額を提示（1,500万円）
東北・東京両電力及び老部川内水面漁協　東通村長立会いのもと変更漁業補償協定を締結
東京電力㈱　１・２号機の重要電源開発地点指定申請
国（経産省）　東京電力㈱１・２号機の重要電源開発地点指定について知事に意見照会
県　県議会各会派に対し東京電力㈱１・２号機の重要電源開発地点の指定について意見照
会
県　関係市町村（下北郡、むつ市、三沢市及び上北郡内隣接・隣々接）に対し東京電力㈱
１・２号機の重要電源開発地点の指定について意見照会
県議会各派及び関係市町村　県に対し意見回答
県　原子力政策懇話会を開催
県　知事意見回答
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年月日 事　　　　　　　　　　項

18.９.13
　　９.29
　　９.30
　　10.26
　　12.４
19.３.29
20.３.５
　　５.25
　　５.28

21.４.７
　　12.16
22.４.２
　　４.12

　　４.28
　　７.14
　　８.11

　　８.26

　　10.15

　　11.10

　　12.13
　　12.14
　　12.24
　　12.24
23.１.13
　　１.25
　　３.11
　　３.23
　　４.22
　　４.28
　　５.17

　6.7～11.3　　
　　　　６.14

　　６.16

　　６.17
　　６.29
　　７.５
　　７.８

7.11～7.14

　　７.14

国（経産省）　東京電力㈱１・２号機の重要電源開発地点指定
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書を提出
東北・東京両電力　泊漁協交渉委員会に対し追加漁業補償額を提示（４億４千万）
東京電力㈱東通事務所を廃止し、東京電力㈱東通原子力建設準備事務所を設立
東京電力㈱　１号機の建設に向けた準備工事開始
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
泊漁協　六ヶ所村長に対し変更漁業補償の仲介を依頼
泊漁協　臨時総会において、六ヶ所村長の仲介案を受入れを決定
東北・東京両電力及び泊漁協　六ヶ所村長立会のもと、変更漁業補償協定を締結（20億８
千万円）
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
国（経産省）　東京電力㈱１号機について、行政庁審査が終了し、審査結果について、原
子力委員会及び原子力安全委員会に諮問
東北電力㈱　固体廃棄物貯蔵所の増設に係る増設等計画書を県及び東通村に提出
県及び東通村　東北電力㈱の固体廃棄物貯蔵所増設に係る増設等計画書について事前了解
原子力安全委員会　東京電力㈱１号機に係る第二次公開ヒアリングを開催（東通村体育
館）
東北電力㈱　固体廃棄物貯蔵所の増設に係る原子炉設置変更許可を国（経産省）へ申請。
着工を平成23年７月、しゅん工を平成24年９月とする
東北電力㈱　１号機の長期サイクル運転の導入計画を公表。第４回定期検査終了後の運転
期間を16ヶ月以内に延長
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機の原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
東北電力㈱　１号機の長期サイクル運転に関する諸手続きを国（経産省）へ実施
原子力安全委員会　経済産業省に対し同省の審査結果は妥当である旨の答申
原子力委員会　経済産業省に対し同省の審査結果は妥当である旨の答申
国（経産省）　東京電力㈱１号機に係る原子炉設置を許可
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機に係る１回目の工事計画認可申請
東京電力㈱　国（経産省）に対し１号機に係る２回目の工事計画認可申請
国（経産省）　東京電力㈱１号機に係る１回目の工事計画認可（着工）
東京電力㈱福島第一原子力発電所にて過酷事故
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
東北電力㈱　１号機の緊急安全対策の実施状況を国（経産省）へ報告
東北電力㈱　１号機の緊急安全対策の更なる充実について国（経産省）へ報告
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策について
の議員説明会を開催
県　「青森県原子力安全対策検証委員会」を設置、開催（委員任期２年以内）
東北電力㈱　シビアアクシデントへの対応に関する措置の実施状況について国（経産省）
へ報告
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の緊急安全対策の実
施状況に係る国の評価等に関する議員説明会を開催
国（経産省）　固体廃棄物貯蔵所の増設に係る原子炉設置変更許可
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　原子力政策懇話会を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る市町村長会議
を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る県民説明会を
開催（青森市（２回）、六ヶ所村、むつ市、八戸市、五所川原市、弘前市）
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に関する意見聴取を
実施
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年月日 事　　　　　　　　　　項

23.７.28

　　９.１
　　11.10
　　11.21
　　11.24
　　12.１
　　12.７
　　12.８
　　12.９
　　12.21
　　12.26

24.４.23

　　11.14

　　12.12

25.７.８
26.４.21
　　５.８
　　５.30
　　６.９

　　６.10

　　11.21
　　12.８
27.６.12
　　11.24
　　12.８
28.９.21
　　10.７
29.２.７

東北電力㈱　固体廃棄物貯蔵所増設の工事計画に係る変更届を国（経産省）へ提出。着工
を平成23年９月、しゅん工を平成24年11月とする
東北電力㈱　固体廃棄物貯蔵所増設　工事着工
県　青森県原子力安全対策検証委員会からの報告を受領
県　検証委員会報告を受け、県内原子力事業者に対し確認・要請
県議会　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果についての議員説明会を開催
東北・東京両電力　知事からの確認・要請に対し回答
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果等に関する市町村長説明会を開催
県内５事業者　「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」の締結
県　県議会会派から、国及び事業者による緊急安全対策に関する意見を聴取
県　国及び事業者による緊急安全対策について、今後とも最善の努力をもって進められて
いくことを前提に、了とすべきものと判断
東北・東京両電力　県に対し、青森県原子力安全対策検証委員会報告を受けた県の確認・
要請に対する対応状況を報告（以降、定期的に報告）
東北電力㈱　国（原子力規制委員会、経産省）に対し、１号機の長期サイクル運転導入見
直しに関する諸手続を実施
東北電力㈱　国（原子力規制委員会、経産省）より固体廃棄物貯蔵所増設に係る使用前検
査合格証を受領
国（原子力規制委員会）実用発電用原子炉に係る新規制基準を施行
県議会　エネルギー基本計画等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
東北電力㈱　新規制基準への適合性審査申請に係る増設等計画書を県及び東通村に提出
県及び東通村　東北電力㈱の新規制基準への適合性審査申請に係る増設等計画書について
事前了解
東北電力㈱　国（原子力規制委員会） に対し、１号機の適合性審査（「原子炉設置変更許
可」、「工事計画許可」、「原子炉施設保安規定変更認可）を申請（工事完了時期平成28年３月）
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
東北電力㈱　１号機の工事完了時期を「平成28年３月」から「平成29年４月」に変更
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県議会　使用済燃料再処理機構及び県内原子力施設に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
東北電力㈱　１号機の工事完了時期を「平成29年４月」から「平成31年度」に変更
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２　大間原子力発電所の主な経緯
年月日 事　　　　　　　　　　項

（昭和）
51.４.28
　　６.24
51.6～53.5

53.５.２
　　５.26
　　12.７
55.７.９
　　９.
57.３.10
　　６.24
　　６.29

　　８.27

58.３.16

　　４.14
　　７.16
　　８.２
59.12.15
　　12.18
60.１.29
　　１.30
　　５.31

　6.４～５
　　７.10

61.４.18
　　６.16
62.５.６
　　５.７
　5.13～23
　　６.６
63.4.21～22　　
　　11.14
（平成）
元.１.30
　　３.27
　　７.１
　　10.26
　　10.30
　　12.21

大間町商工会　大間町議会に対し、「原子力発電所新設に係る環境調査」実施方請願
大間町　定例町議会上記請願採択
大間、奥戸、蛇浦、下風呂、易国間、佐井各漁協　環境調査実施について同意
（大間51.6.28、奥戸52.12.27、蛇浦・下風呂・易国間53.1.10、佐井53.5.4）
大間町、佐井村及び風間浦村　環境調査実施の調定書を締結
大間町　電源開発㈱に対し環境調査実施を要請するとともに、通産省に対し陳情
大間町、佐井村、風間浦村及び関係６漁協等で「大間原発環境調査協議会」発足
大間町　国（通産省）に対し立地環境調査実施を要請
国（通産省）　原発立地環境調査開始（55.56年度の２年度で実施）
国（通産省）　原発立地環境調査結果を県、地元に報告
電源開発㈱　立地適地調査を開始（58年３月終了）
４者会談（通産省、科技庁、電事連、電源開発㈱）においてＡＴＲ実施主体を電源開発㈱
とすること及び実証炉建設推進委員会の設置について合意
原子力委員会　ＡＴＲ実証炉の建設、運転は電気事業者及び動燃の協力を得て電源開発㈱
が行うことを決定
九電力社長会　電源開発㈱がＡＴＲ実証炉の立地地点として大間町で立地環境調査を実施
することを了承
電源開発㈱　地元町村に対し立地環境調査実施を申入れ
電源開発㈱　大間原子力調査所設置
電源開発㈱　立地環境調査開始（59年12月終了）
電源開発㈱　大間町、大間町議会に対し「立地環境調査現地報告書」を提出
大間町議会　原子力発電所の誘致を決議
大間漁協　臨時総会で「原発調査対策委員会」設置を否決
奥戸漁協　臨時総会で「原発対策委員会」設置を否決
ＡＴＲ実証炉建設推進委員会（通産省、科技庁、電源開発㈱、電事連、動燃）　「大間原
子力発電所建設計画」了承
電源開発㈱　大間町・佐井村・風間浦村・県に対し建設計画への協力要請
大間漁協　「原発調査対策委員会」の設置を案件として臨時総会を開催したが継続審議と
なる
総合エネルギー対策推進閣僚会議　大間地点を「要対策重要電源」に指定
大間漁協　臨時総会を開催し、「原発調査対策委員会」設置案の継続審議の打切りを決定
電源開発㈱　地元町村に変更計画を提示し、立地協力を要請
電源開発㈱　県に変更計画を提示し、立地協力を要請
大間町　「リフレッシュマリンおおま計画」発表
大間漁協　臨時総会で「原発調査対策委員会」設置を決定
奥戸漁協　臨時総会で「原発対策委員会」設置を決定
「大間地区地権者代表委員会」が発足

「奥戸地区地権者代表委員会」が発足
大間漁協　臨時総会で「原発交渉委員会」設置を決定
電源開発㈱　「大間原子力調査所」を「大間原子力総合立地事務所」に改組
電源開発㈱　地権者代表委員会に価格提示
「大間原発三ヶ町村協議会」、「六漁協連絡協議会」発足
大間町　「第三次大間町総合計画」策定
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年月日 事　　　　　　　　　　項

２.３.３
　　３.10
　4.26～27
　　７.11
３.６.12
４.１.10
　　９.12

５.10.５

　　12.28
６.２.15

　　４.22
　　４.25
　　５.18
７.７.11

　7.14～28
　　８.10
　　８.25

　8.30～31
　　10.20
　　10.23
　　11.27
８.４.19
　　６.30
９.２.21
　　７.19
　　10.23
　　11.14

　　12.18
　　12.19
10.３.６

　　６.10

　　６.23
　　８.13
　　８.15
　　８.21
　　９.８
　　９.９
　　９.13

　　10.28
　　12.17

奥戸地区地権者代表委員会　土地買収価格を了承
大間町区地権者代表委員会　土地買収価格を了承
大間町　「地域振興構想」発表
電源開発㈱　用地取得開始
奥戸漁協　臨時総会で「原発交渉委員会」設置を否決
奥戸漁協　臨時総会で「原発交渉委員会」設置を決定
電源開発㈱　両漁協の交渉委員会に対し漁業補償額を提示（漁業補償額；大間漁協52億
円、奥戸漁協28億円）（漁業振興基金；大間漁協20億円、奥戸漁協10億円）
大間町　両漁協交渉委員会、町議会が県に漁業補償交渉の仲介を要請。同日、電源開発㈱
も県に仲介を要請
県　両漁協の交渉委員会、電源開発㈱に対し仲介
電源開発㈱　両漁協に対し見直し額を提示（漁業補償額；大間漁協76.01億円、奥戸漁協
38.81億円）
大間漁協　臨時総会で漁業補償額の受諾及び配分委員会の設置等を可決
奥戸漁協　臨時総会で漁業補償額の受諾及び配分委員会の設置等を可決
大間・奥戸両漁協及び電源開発㈱　大間町長立会いのもと漁業補償協定を締結
電事連　経済性等を理由に原子力委員会、通産省、科技庁等の関係者に対して、ＡＴＲ実
証炉建設計画の見直しを申入れ
原子力委員会　電事連、電源開発㈱、動燃等関係者から意見聴取
原子力委員会事務局　県及び大間町から意見聴取
原子力委員会　ＡＴＲ実証炉建設計画の代替計画として、フルＭＯＸ－ＡＢＷＲの建設が
妥当との判断を決定
電源開発㈱　大間町・佐井村・風間浦村・県に対し建設計画変更について協力を要請
大間町、町議会及び電源開発㈱　大間漁協に計画変更を申入れ
大間町、町議会及び電源開発㈱　奥戸漁協に計画変更を申入れ
電源開発㈱　施設計画の変更を通産省に届け出
大間漁協　原発交渉委員会設置
奥戸漁協　原発交渉委員会設置
電事連　2010年までに電力会社がプルサーマルを順次導入する計画を公表
大間漁協交渉委員会全体会　補償額提示受入れを決定
奥戸漁協交渉委員会全体会　補償額提示受入れを決定
電源開発㈱　大間・奥戸両漁協に対し変更漁業補償額提示（漁業補償額；大間漁協10億円、
奥戸漁協６億円）
電源開発㈱　風間浦村に対し支援策として振興基金15億円提示
電源開発㈱　佐井村に対し支援策として振興基金15億円提示
電源開発㈱　大間・奥戸両漁協に対し変更漁業補償額再提示（漁業補償額；大間漁協18.5
億円、奥戸漁協11.1億円）
電源開発㈱　大間・奥戸両漁協に対し変更漁業補償額再々提示（漁業補償額；大間漁協
22.5億円、奥戸漁協13.5億円）
大間・奥戸両漁協交渉委員会全体会　変更漁業補償額受入れを決定
奥戸漁協　臨時総会で変更漁業補償額受諾等を可決
大間漁協　臨時総会で変更漁業補償額受諾等を可決
大間・奥戸両漁協及び電源開発㈱　大間町長立会いのもと変更漁業補償協定を締結
電源開発㈱　環境影響調査書を国に提出
電源開発㈱　環境影響調査書の縦覧を開始（～10月８日）
電源開発㈱　環境影響調査書の地元説明会を開催（大間町　北通り総合文化センター「ウ
イング」）
国（通産省）　第１次公開ヒアリングの開催を告示（12月17日）
国（通産省）　第１次公開ヒアリングを開催（大間町　北通り総合文化センター「ウイン
グ」）
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年月日 事　　　　　　　　　　項

11.６.11
　　６.11
　　６.18
　　６.21
　　７.１
　　７.16
　　８.３

　　９.６
　　９.７
　　９.８
　　９.30
　　12.16
　　12.17
12.１.５
　　１.７
　　２.25
　　４.19
　　５.18
13.10.24
15.２.10
　　８.７
　　12.19

16.３.18

17.６.３
　　６.16

　　10.19

18.１.６

　　２.17
　　９.19
　　10.24
19.３.28
　　４.27

　　８.20
20.３.17
　　３.21
　　４.14

　　４.23
　　４.24
　　５.27
　　５.28
　　７.28

国（経済企画庁）　平成11年度電源開発基本計画新規組入れに関し、知事に意見照会
県　関係市町村長（下北郡及びむつ市）に意見照会
県　原子力政策青森賢人会議を開催（フルＭＯＸ安全指針等）
県　関係市町村長（下北郡及びむつ市）から意見聴取を実施
県　原子力政策青森賢人会議を開催（大間原発建設計画）
県　経済企画庁に「異議ない」旨の意見を提出
国（経済企画庁）　第141回電源開発調整審議会で大間原子力発電所計画が平成11年度電
源開発基本計画に組み入れられる
国（通産省）　環境影響評価準備書について勧告
電源開発㈱　国（通産省）に対し環境影響評価書を提出
電源開発㈱　国（通産省）に対し原子炉設置許可申請書を提出
㈱ジェー・シー・オー東海事業所にて臨界事故
ＢＮＦＬ製ＭＯＸ燃料データ改ざん問題の発覚
原子力災害対策特別措置法成立
電源開発㈱　県から公有水面埋立免許を取得
電源開発㈱　国（農水省）に対し農地転用許可を申請
国（農水省）　農地転用を許可
電源開発㈱　付け替え国道工事着手
電源開発㈱　敷地造成工事に着手
電源開発㈱　国（経産省）に第１次安全審査の一時保留を要請し、了承される
電源開発㈱　発電所配置計画の見直しについて、具体的準備を開始する旨公表
電源開発㈱　発電所配置計画および工程の変更を公表
電事連　2010年度までに電力会社がプルサーマルを順次導入（合計で16～18基）すること
を再確認
電源開発㈱　当初の原子炉設置許可申請を取り下げるとともに、改めて国（経産省）に対
し原子炉設置許可申請書を提出
電源開発㈱　国（経産省）に対し原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
国（経産省）　原子炉設置許可申請について、原子炉等規制法の基準に適合しているとの
審査結果を、原子力委員会及び原子力安全委員会に対し諮問
原子力安全委員会　第２次公開ヒアリングを開催（大間町　北通り総合文化センタ－「ウ
イング」）
電源開発㈱　「大間原子力発電所でのＭＯＸ燃料利用について」を初公表（六ヶ所再処理
工場のアクティブ試験に先立ち、電力各社はプルトニウムの利用計画を公表）
電源開発㈱　国（経産省）に対し原子炉設置許可申請書添付書類に係る補正書を提出
原子力安全委員会　「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改訂
電源開発㈱　国（経産省）に対し原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
電源開発㈱　国（経産省）に対し原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
国（経産省）　原子炉設置許可申請に係る諮問文書を一部修正し、原子力安全委員会に提
出
電源開発㈱　大間原子力発電所計画の着工延期を公表（着工時期は未定）
電源開発㈱　国（経産省）に対し、原子炉設置許可申請書に係る補正書を提出
国（経産省）　原子炉設置許可申請に係る諮問文を修正し、原子力安全委員会に提出
原子力委員会及び原子力安全委員会　経済産業省に対し同省の審査結果は妥当である旨答
申
国（経産省）　大間原子力発電所に係る原子炉の設置を許可
電源開発㈱　国（経産省）に対し、１回目の工事計画認可申請
国（経産省）　１回目の工事計画認可（着工）
電源開発㈱　国（経産省）に対し、２回目の工事計画認可申請
電源開発㈱　大間原子力発電所に係る起工式を開催
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年月日 事　　　　　　　　　　項

20.11.11

　　12.26
21.２.17
　　３.24

　　４.３

　　６.12
　　８.４
　　８.10
　　８.26
　10.28～29

　　11.12

　　11.16
　　12.25
22.１.22
　　３.10
　　３.17
　　３.26
　　３.30
　　４.13
　　７.12
　　12.24
23.３.11
　　３.23
　　５.16

　　５.17

　6.7～11.3
　　６.16

　　６.29
　　７.５
　　７.８

7.11～7.14

　　７.14

　　11.10
　　11.21
　　11.24
　　12.１
　　12.７
　　12.８
　　12.９

電源開発㈱　国（経産省）に対し、大間原子力発電所の工程変更に係る原子炉設置変更届
出書を提出（運転開始を平成26年11月に変更）
国（経産省）　２回目の工事計画認可
電源開発㈱　国（経産省）に対し、３回目の工事計画認可申請
電源開発㈱　国（経産省）に対し、燃料輸送容器保管庫設置に係る原子炉設置変更許可を
申請
電源開発㈱　ＭＯＸ燃料の調達について、㈱グローバル・ニュークリア・フュエルと契約
締結
電事連　プルサーマル計画を「2015年度までに16～18基で導入」と変更
国（経産省）　３回目の工事計画認可
電源開発㈱　国（経産省）に対し、４回目の工事計画認可申請
電源開発㈱　国（経産省）に対し、原子炉設置変更許可申請に係る補正書を提出
国（独立行政法人原子力安全基盤機構）　大間原子力発電所の原子炉建屋基礎岩盤が安全
性を有していることを確認（岩盤検査）
電源開発㈱　ＭＯＸ燃料の加工に必要なプルトニウムについて、電力会社７社と譲渡契約
を締結
電源開発㈱　国（経産省）に対し、５回目の工事計画認可申請
国（経産省）　５回目の工事計画認可
国（経産省）　燃料輸送容器保管庫設置に係る原子炉設置変更を許可
電源開発㈱　国（経産省）に対し、３回目の工事計画変更認可申請
電源開発㈱　原子炉建屋基礎工事を開始
国（経産省）　４回目の工事計画認可
国（経産省）　３回目の工事計画変更認可
電源開発㈱　国（経産省）に対し、６回目の工事計画認可申請
電源開発㈱　原子炉格納容器据付を開始
国（経産省）　６回目の工事計画認可（旧基準に基づく許可上、全ての設備について認可）
東京電力㈱　福島第一原子力発電所にて過酷事故
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
電源開発㈱　国（経産省）に対し、原子力発電所の外部電源の信頼性に係る実施状況報告
（大間原子力発電所に係る安全強化対策）を報告
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策について
の議員説明会を開催
県　「青森県原子力安全対策検証委員会」を設置、開催（委員任期２年以内）
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の緊急安全対策の実
施状況に係る国の評価等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　原子力政策懇話会を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る市町村長会議
を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る県民説明会を
開催（青森市（２回）、六ヶ所村、むつ市、八戸市、五所川原市、弘前市）
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に関する意見聴取を
実施
県　青森県原子力安全対策検証委員会からの報告を受領
県議会　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果についての議員説明会を開催
県　検証委員会報告を受け、県内原子力事業者に対し確認・要請
電源開発㈱　知事からの確認・要請に対し回答
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果等に関する市町村長説明会を開催
県内５事業者　「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」の締結
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年月日 事　　　　　　　　　　項

23.12.21
　　12.26

24.３.30

　　４.23

　　10.１
25.７.８
26.４.21
　　５.８
　　11.13

　　11.21
　　12.８
　　12.16

27.９.４

　　11.24
　　12.８
28.９.９

　　９.21
　　10.７

県　県議会会派から、国及び事業者による緊急安全対策に関する意見を聴取
県　国及び事業者による緊急安全対策について、今後とも最善の努力をもって進められて
いくことを前提に、了とすべきものと判断
電源開発㈱　国（経産省）に対し、大間原子力発電所の工程変更に係る原子炉設置変更届
出書を提出（運転開始時期を「未定」に変更）
電源開発㈱　県に対し、青森県原子力安全対策検証委員会報告を受けた県の確認・要請に
対する対応状況を報告（以降、定期的に報告）
電源開発㈱　東北地方太平洋沖地震以降休止していた発電所本体工事を再開
国（原子力規制委員会）実用発電用原子炉に係る新規制基準を施行
県議会　エネルギー基本計画等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
電源開発㈱　大間原子力発電所の安全強化対策の内容の取りまとめを三ヶ町村及び県へ報
告
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
電源開発㈱　国（原子力規制委員会） に対し適合性審査（「原子炉設置変更許可」、「工事
計画認可」）を申請（工事完了時期平成32年12月）
電源開発㈱　大間原子力発電所の工事完了時期を「平成32年12月」から「平成33年12月」
に変更
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
電源開発㈱　大間原子力発電所の工事完了時期を「平成33年12月」から「平成35年後半」
に変更
県議会　使用済燃料再処理機構及び県内原子力施設に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
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３　原子燃料サイクル施設の主な経緯
年月日 事　　　　　　　　　　項

（昭和）
59.４.20

　　７.27

　　７.31

　　８.30
　　９.５

　　９.17
　　11.26
　　11.29
60.１.５
　　１.16

　　１.17
　　１.18
　　４.９
　　４.17
　　４.18

　　４.18
　　４.24
　　４.26
　　４.30

　　５.10
　　５.27
　　６.12
　　６.13
　　６.17

　　６.27
　　７.11

　　10.26
　　11.27
61.３.23
　　６.２
　　８.５
62.４.１
　　５.26

63.４.25
　　４.27

　　８.10

電事連　知事に対し原子燃料サイクル事業の下北半島太平洋側立地について包括的協力要
請
電事連　知事、六ヶ所村長に対し原子燃料サイクル三施設の六ヶ所村立地について協力要
請（事業概要発表）
むつ小川原総合開発会議（14省庁）　原子燃料サイクル事業立地協力要請に係る青森県か
らの報告を受け、当面措置すべき事項について確認
六ヶ所村　原子燃料サイクル施設対策協議会を設置
県　県内各界各層の意見聴取対象者に対し原子燃料サイクル事業の説明会開催（青森市、
むつ市、三沢市　～９月７日）
県　県内各界各層の意見聴取実施（～９月22日）
県委嘱専門家　「原子燃料サイクル事業の安全性に関する報告書」提出
県　六ヶ所村に対し原子燃料サイクル事業の立地協力要請に対する村の意見を照会
六ヶ所村原子燃料サイクル施設対策協議会　村長に対し答申
六ヶ所村議会　全員協議会を開催し、対策協議会の答申を了承、これを受けて村立地受諾
決定
六ヶ所村　電事連からの立地協力要請を了承する旨県へ回答
県　県内各界各層の第２次意見聴取実施（～１月22日）
知事　立地協力要請の最終判断をし、県議会全員協議会へ報告
県　むつ小川原開発第２次基本計画「付」策定
県、六ヶ所村、日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　電気事業連合会立会いのもと
「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定」締結
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　六ヶ所村内に六ヶ所建設準備事務所開設
むつ小川原総合開発会議（14省庁）　「むつ小川原開発について」申合せ
むつ小川原開発について閣議口頭了解
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　県に対し立地調査について説明
（以降　関係機関、団体との協議）
県労議長他　県に対し「核燃料サイクル施設建設立地に関する県民投票条例」制定請求
県議会　第74回臨時議会開催（～５月28日）、県民投票条例制定議案を否決
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　六ヶ所村に立地調査実施の協力依頼
六ヶ所村　立地調査実施了承の回答
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　六ヶ所村内三漁協に立地調査実施の協力依頼
（同６.19八戸漁連、八戸地区原燃対策協議会、６.20三沢市漁協）
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　立地調査（陸域部）開始
六ヶ所村漁協　原燃サイクル施設立地に係る調査へ同意（同７.31六ヶ所村海水漁協、８.
19八戸漁連、八戸地区原燃対策協議会、８.23三沢市漁協）
「六ヶ所原燃ＰＲセンター」開館（六ヶ所村尾駮）
県　第１回原子燃料サイクル施設環境放射能総合調査検討会開催
泊漁協　臨時総会で原燃サイクル施設立地に係る調査へ同意
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱　立地調査（海域部）開始
むつ会社　原子燃料サイクル施設用地造成起工式
むつ小川原原燃興産㈱設立
日本原燃産業㈱　「六ヶ所ウラン濃縮工場　核燃料物質加工事業許可申請書」を内閣総理
大臣に提出
六ヶ所原燃警備㈱設立
日本原燃産業㈱　「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター　廃棄物埋設事業許可申請
書」を内閣総理大臣に提出
内閣総理大臣　ウラン濃縮工場事業許可（第１期工事分600トンＳＷＵ/年）
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年月日 事　　　　　　　　　　項

63.10.14
（平成）
元.２.14
　　３.20
　　３.30

　　５.15

　　８.19

　　８.25

　　９.22
　　10.18
　　12.11
　　12.26
２.１.31
　　４.１
　　４.３
　　４.26

　　８.27
　　10.１
　　10.18
　　11.１

　　11.15
　　11.30
　　12.３
３.５.31
　　７.25

　　７.30
　　７.30
　　９.10

　　９.20
　　９.27
　　９.30
　　10.30

４.３.27

　　４.３
　　４.13

　　５.６
　　７.１
　　９.21

　　10.26

　　11.16

日本原燃産業㈱　ウラン濃縮工場の建屋工事着手

県　青森県地域防災計画原子力編の全面修正
㈶むつ小川原地域・産業振興財団設立
日本原燃サービス㈱　「六ヶ所事業所　再処理事業指定申請書」及び「六ヶ所事業所　廃
棄物管理事業許可申請書」を内閣総理大臣に提出
自民党青森県支部連合会　原子燃料サイクル施設立地に係る統一見解の取りまとめと、そ
のための「原子燃料サイクル特別委員会」設置を決定
県　参議院議員選挙の結果を踏まえ、電事連及び原燃２社に対し原子燃料サイクル施設に
対する県民の不安解消のため新たな対応を取るよう文書要請
県　参議院議員選挙の結果を踏まえ、科学技術庁長官及び通商産業大臣に対し原子燃料サ
イクル施設立地推進のため万全の措置を講ずるよう文書要請
電事連及び原燃２社　元.８.19の県の要請に対する措置を回答
「フォーラム・イン・青森（原子燃料サイクル地域座談会）」開始
自民党青森県支部連合会　原子燃料サイクル施設立地に係る統一見解を取りまとめ
自民党本部　「原子燃料サイクル特別委員会」を設置
六ヶ所げんねん企画㈱設立
県　環境保健部内に「原子力環境対策室」を設置
日本原燃産業㈱　ウラン濃縮工場遠心分離機の搬入開始
原子力安全委員会　「日本原燃産業㈱六ヶ所事業所における廃棄物埋設の事業に係る公開
ヒアリング」開催
県　「原子燃料サイクル安全対策委員会」設置
高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本県の照会に対し、科学技術庁長官から回答
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成９年12月」から「平成10年10月」に変更
国（５省庁）　「核燃料サイクル施設に係る風評被害防止のための関係省庁連絡会議」設
置
内閣総理大臣　低レベル放射性廃棄物貯蔵センター事業許可
日本原燃産業㈱　低レベル放射性廃棄物貯蔵センターの建設工事着手
㈶環境科学技術研究所設立
「風評被害認定委員会」発足
県、六ヶ所村及び日本原燃産業㈱　「六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境
保全に関する協定書」締結
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成11年８月」に変更
自治大臣　「核燃料物質等取扱税」許可
隣接６市町村及び日本原燃産業㈱　「六ヶ所ウラン濃縮工場隣接市町村住民の安全確保等
に関する協定書」締結
新「六ヶ所原燃ＰＲセンター」開館
日本原燃産業㈱　六フッ化ウラン搬入開始
原燃輸送㈱　三菱重工神戸造船所から低レベル放射性廃棄物運搬船「青栄丸」を引き渡し
原子力安全委員会　「日本原燃サービス㈱六ヶ所事業所における廃棄物管理事業及び再処
理事業に係る公開ヒアリング」開催
ウラン濃縮工場第１期工事分の操業開始（600トンＳＷＵ/年のうち初年度分　150トンＳ
ＷＵ/年）
内閣総理大臣　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター事業許可
高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本県の照会に対し、日本原燃サービス㈱から
回答
日本原燃サービス㈱　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの建設工事着手
日本原燃サービス㈱及び日本原燃産業㈱が合併し、日本原燃㈱が発足
県、六ヶ所村及び日本原燃㈱　「六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安
全確保及び環境保全に関する協定書」締結
隣接６市町村及び日本原燃㈱　「六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター隣接市町村住
民の安全確保等に関する協定書」締結
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成12年1月」に変更
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年月日 事　　　　　　　　　　項

４.12.８
　　12.24
５.４.28
　　７.12
　　11.18
６.11.15

　　11.18

　　11.19

　　12.26

７.１.25

　　４.24

　　４.25
　　４.26

８.１.25
９.２.21
　　７.29

　　９.８
　　10.17

10.3.11～12
　　３.13
　　３.13

　　５.１
　　７.29

　　８.25

　　10.２
　　10.５
　　10.８

　　10.12
　　10.13

　　10.21

　　11.１
　　12.７
11.２.26
　　４.26
　　９.30
　　10.17
　　12.３

日本原燃㈱低レベル放射性廃棄物埋設センター操業開始
内閣総理大臣　再処理工場事業指定
日本原燃㈱　再処理工場着工
内閣総理大臣　ウラン濃縮工場変更許可（第２期工事前半分450トンＳＷＵ/年）
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場から製品ウラン初搬出
六ヶ所廃棄物管理施設における高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の管理について、
本県の照会に対し、日本原燃㈱から回答
六ヶ所廃棄物管理施設における高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の管理について、
本県の照会に対し、電気事業者（電力10社）から回答
高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について、本県の照会に対し、科学技術庁長官から
回答
県、六ヶ所村及び日本原燃㈱　「六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域
の安全確保及び環境保全に関する協定書」締結
隣接６市町村及び日本原燃㈱　「六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター隣接市町
村住民の安全確保等に関する協定書」締結
高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本県からの要請を踏まえ、電気事業者（電気
事業連合会、電力10社）及び日本原燃㈱から確約文書
高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について、科学技術庁長官から確約文書
日本原燃㈱高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター操業開始（第１回返還ガラス固化体受
入れ）
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成15年１月」に変更
電事連　2010年までに電力各社がプルサーマルを順次導入する計画を公表
内閣総理大臣　再処理工場の再処理事業変更許可（仏再処理工場の運転実績による基本設
計の変更）
国（通産省）　「核燃料サイクル協議会」を設置
ウラン濃縮工場第２期工事前半分の操業開始（450トンＳＷＵ/年のうち初年度分150トン
ＳＷＵ/年）
日本原燃㈱　第3回返還ガラス固化体に係る搬入作業の延期
日本原燃㈱　第3回返還ガラス固化体受入れ
高レベル放射性廃棄物の最終処分等について、内閣官房長官、科学技術庁長官、通商産業
大臣と知事の四者会談及び総理大臣との個別会談で確認
日本原燃㈱　原燃マシナリー㈱を設立
県、六ヶ所村及び日本原燃㈱　「六ヶ所再処理工場の受入れ貯蔵施設等で行う燃焼度計測
装置の校正試験に用いる使用済燃料の受入れ及び貯蔵に当たっての周辺地域の安全確保及
び環境保全に関する協定書」及び「覚書」締結
隣接６市町村及び日本原燃㈱　「六ヶ所再処理工場の受入れ貯蔵施設等で行う燃焼度計測
装置の校正試験に用いる使用済み燃料の受入れ及び貯蔵に当たっての隣接市町村住民の安
全確保等に関する協定書」締結
日本原燃㈱　試験用使用済燃料を初搬入
㈶原子力安全技術センター　防災技術センター事務所を六ヶ所村に開設
内閣総理大臣　低レベル放射性廃棄物埋設センター２号廃棄物埋設施設の増設及び１号廃
棄物埋設施設の変更に係る事業変更許可
電事連　日本原燃㈱に対し国内ＭＯＸ燃料加工事業に関する調査・検討への協力を要請
日本原子力発電㈱　使用済燃料輸送用キャスクの中性子遮へい材のデータ改ざんに係わる
対策本部設置
日本原燃㈱　電気事業連合会からの要請を受けＭＯＸ燃料加工事業に関する調査・検討を
開始
原燃マシナリー㈱　ウラン濃縮機器㈱と合弁（商号は原燃マシナリー㈱）
日本原燃㈱　輸送容器問題対策会議を設置
日本原燃㈱　定款の事業目的に「混合酸化物燃料の製造」を追加することを決定
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成17年７月」に変更
㈱ジェー・シー・オー東海事業所にて臨界事故
知事　六ヶ所再処理施設調査
日本原燃㈱　再処理事業開始（使用済燃料受入れ貯蔵施設が完成）
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年月日 事　　　　　　　　　　項

11.12.16
　　12.17
12.10.６

　　10.12

　　11.１
　　11.１
　　11.10

　　11.20
　　11.29

　　12.１

　　12.19
　　12.27

13.３.１

　　４.２
　　４.20
　　７.４
　　７.16

　　８.24
　　９.17
　～14.4.9
　　11.16
　　12.28
14.２.８
　　２.17
　　４.16

　　４.18
　　４.22
　　４.30
　　５.７
　 5.8～10

　　７.10

　　９.２
　　11.１
　　11.13
　　12.23
15.１.１
　　１.７
　　８.６
　　９.９
　　９.12
　　９.19

ＢＮＦＬ製ＭＯＸ燃料データ改ざん問題の発覚
原子力災害対策特別措置法成立
知事　「六ヶ所再処理工場の使用済燃料受入れ貯蔵施設等の周辺地域の安全確保及び環境
保全に関する協定書」の締結を行う旨表明
県、六ヶ所村及び日本原燃㈱　「再処理工場の使用済燃料受入れ貯蔵施設等の周辺地域の
安全確保及び環境保全に関する協定書」締結
日本原燃㈱　濃縮・埋設事業所内に「ウラン濃縮技術開発センター」を設置
日本原燃㈱　サイクル機構とウラン濃縮に係る技術協力協定締結
電事連　日本原燃㈱に対し六ヶ所村への立地を前提にＭＯＸ燃料加工の事業主体となるこ
とを要請
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料加工の事業主体となることを表明
隣接６市町村及び日本原燃㈱　「再処理工場の使用済燃料受入れ貯蔵施設等の隣接市町村
住民の安全確保等に関する協定書」締結
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場に係る新増設等計画書を県・六ヶ所村に提出（保管廃棄エリ
ア増設）
日本原燃㈱　使用済燃料の本格搬入開始
日本原燃㈱　サイクル機構とＭＯＸ燃料加工施設の建設・運転等に関する技術協力協定を
締結
日本原燃㈱　再処理工場の一部設計変更等ならびに返還ガラス固化体貯蔵施設の増設を県・
六ヶ所村に報告
原燃マシナリー㈱　事業体制見直し
日本原燃㈱　建設中の再処理工場において通水作動試験開始
日本原燃㈱　低レベル放射性廃棄物の次期埋設に関する予備調査開始
県及び六ヶ所村　ウラン濃縮工場の保管廃棄能力の変更及び再処理工場返還ガラス固化体
貯蔵施設の増設について事前了解
日本原燃㈱　県・六ヶ所村に対してＭＯＸ燃料工場の立地協力を要請
県　「ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討会」を開催

第２専用道路完成
使用済燃料受入れ・貯蔵施設におけるプール水漏えい発覚
国（経産省）　原子力防災緊急事態応急対策拠点施設指定
国（経産省）　「ＭＯＸ燃料工場に関する説明会」を六ヶ所村で開催
ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果を知事へ報告し、同日、六ヶ所村長
へ説明
国（経産省）　再処理事業変更許可（使用済燃料受入れ、貯蔵施設の変更届）
県　ＭＯＸ燃料加工施設に係る六ヶ所村周辺市町村長会議及び全市町村長会議を開催
県　ＭＯＸ燃料加工施設に係る原子力政策青森賢人会議を開催
日本原燃㈱　ウラン濃縮事業に係る事業変更許可（廃棄物保管廃棄能力増強）
県　「ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果説明会」を開催（六ヶ所村、
むつ市、青森市、八戸市、弘前市、五所川原市）
日本原燃㈱　低レベル放射性廃棄物の次期埋設施設に関する予備調査結果を県・六ヶ所村
に報告
日本原燃㈱　再処理工場試験運転全体計画を国（経産省）へ提出
日本原燃㈱　建設中の再処理工場において化学試験を開始
日本原燃㈱　低レベル放射性廃棄物の次期埋設に関する本格調査開始
日本原燃㈱　プール水漏えいの原因調査結果を国に報告
日本原燃㈱　本社を六ヶ所村に移転
日本原燃㈱　プール水漏えいに関する総点検を開始
日本原燃㈱　プール水漏えいに係る調査・点検結果を国に報告
日本原燃㈱　再処理施設品質保証体制点検計画書を国に報告
第１回六ヶ所再処理施設総点検に関する検討会（神田検討会）を開催
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成18年７月」に変更
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年月日 事　　　　　　　　　　項

15.12.８

　　12.19

16.２.13
　　３.17

　　３.31

　　４.１
　　４.２
　　　　８
　　　　12
　4.16,26

　4.20～23

　　４.28

　5.12～14
　　10.21

　　　　11.22

　　12.１

　　12.３

　　12.10

　　12.21
17.1.17～31
　　２.１

　2.10～18
　　２.15

　　２.17

　２.21～25

　　3.2～4

　　３.18

　　３.24
　　３.26
　　３.28
　　４.５

国（経産省）　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの増設に係る事業変更許可（管理
施設増設）
電事連　2010年度までに電力会社がプルサーマルを順次導入（合計で16～18基）すること
を再確認
日本原燃㈱　再処理施設の品質保証体制点検の結果を国に報告
日本原燃㈱　「六ヶ所再処理施設総点検に関する検討会」の審議を踏まえ、再処理施設の
品質保証体制点検結果報告書を改訂
国　「六ヶ所再処理施設総点検に関する検討会」の審議を踏まえ、日本原燃㈱の品質保証
体制点検結果に対する評価をとりまとめ
国（保安院）　評価結果を県に報告
評価結果について県議会議員全員協議会開催
原子力政策懇話会（14日も）
市町村長会議
知事　原子力委員会委員長、電気事業連合会会長、内閣官房長官、科学技術政策担当大臣、
文部科学大臣、経済産業大臣に対し、確認・要請
日本原燃㈱　県内４ヶ所（六ヶ所、青森、八戸、弘前）で再処理施設の総点検に関する説
明会開催
県　５項目を原燃に強く要請し、佐々木社長から「全て遵守する」との回答を得た上で、
使用済燃料搬入再開を了承し、ウラン試験の安全協定の手続きの検討に入ることを表明
県　県内６地点で県民説明会
日本原燃㈱　再処理事業の変更許可申請（第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の最大保管能力変
更）
県、六ヶ所村及び日本原燃㈱　「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵
並びにウラン試験に伴うウランの取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に
関する協定」締結
知事　定例記者会見において、ＭＯＸ燃料加工施設に係る立地協力要請に対する検討を再
開する旨表明
隣接市町村及び日本原燃㈱　「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並
びにウラン試験に伴うウランの取扱いに当たっての隣接市町村等の安全確保等に関する協
定」締結
隣接市町村及び日本原燃㈱　原子力安全・保安院による評価意見を踏まえ、再処理施設品
質保証点検計画書を修正
日本原燃㈱　再処理工場においてウラン試験開始
県　「ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討会」を開催（六ヶ所村・青森市）
ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果を知事へ報告し、同日、六ヶ所村長
へ説明
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料工場に関する説明会実施（六ヶ所村、八戸市、青森市、弘前市）
ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果について県議会議員全員協議会を開
催
ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果について市町村長会議を開催。同日、
同内容について「青森県原子力政策懇話会」を開催
県　県民を対象に、ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果について説明会
を開催（青森市、六ヶ所村、むつ市、八戸市、五所川原市、弘前市）
県　六ヶ所村（６地区）において、ＭＯＸ燃料加工施設に係る安全性チェック・検討結果
について説明会を開催
六ヶ所村原子燃料サイクル施設対策協議会　ＭＯＸ燃料加工施設に係る立地協力要請の受
入れについて村長へ提言
六ヶ所村　ＭＯＸ燃料加工施設に係る六ヶ所村議会議員全員協議会を開催
県　「ＭＯＸ燃料加工施設に係るご意見を聴く会」を開催
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成19年５月」に変更
知事　日本原燃㈱兒島社長に対し、品質保証体制の不断の改善、人材育成と教育訓練体制
の充実強化、県民の不安解消への努力について要請
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年月日 事　　　　　　　　　　項

17.４.12

　　４.13

　　４.14

　　４.14

　　４.15

　　４.19

　　４.20
　　９.29

　　11.18

18.１.６

　　１.22
　　２.６
　　２.20
　　３.29

　　　　３.31

　　３.31
　　９.１
　　10.17

　　12.14

　　12.19
19.１.31
　　６.４

　　９.６

　　９.７
　　10.５
20.２.25
　　３.26

知事　原子力委員会委員長、経済産業大臣及び電気事業連合会会長に対し、要請・確認
電気事業連合会会長　日本原子力技術協会設立について、知事へ報告
六ヶ所村長　知事に対し、ＭＯＸ燃料加工施設に係る立地協力要請を受諾する考えである
旨報告
知事　記者会見において、ＭＯＸ燃料加工施設に係る立地協力要請を受諾する旨、また、
立地基本協定を締結する考えである旨公表
知事及び六ヶ所村長　日本原燃㈱社長及び電気事業連合会副会長（立会人）に対し、ＭＯ
Ｘ燃料加工施設に係る立地基本協定案を提示（同時に案の内容公表）
日本原燃㈱社長　ＭＯＸ燃料加工施設に係る立地基本協定案の内容に異議のない旨、県に
回答（同日六ヶ所村へも回答）
ＭＯＸ燃料加工施設に係る立地基本協定調印式（知事、六ヶ所村長、日本原燃㈱社長及び
電気事業連合会会長）
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料加工施設に係る事業許可申請
日本原燃㈱　再処理事業に係る変更許可（第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の最大保管能力変
更）
日本原燃㈱　再処理施設の工事計画に係る変更届を国（経産省）へ提出、再処理工場のしゅ
ん工時期を平成19年７月とする
電事連　電力各社が公表した「六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画」
を取りまとめ、初公表
日本原燃㈱　再処理工場においてウラン試験終了
日本原燃㈱　ウラン濃縮事業に係る事業変更許可（劣化ウラン払出し等）
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成19年８月」に変更
県、六ヶ所村及び日本原燃㈱　「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵
並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び
環境保全に関する協定」締結
隣接市町村及び日本原燃㈱　「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並
びにアクティブ試験に伴う使用済燃料等の取扱いに当たっての隣接市町村等の安全確保等
に関する協定」締結
日本原燃㈱　再処理工場においてアクティブ試験開始
日本原燃㈱　低レベル放射性廃棄物の次期埋設に関する本格調査結果を公表
日本原燃㈱及び電気事業連合会　県・六ヶ所村に対し、フランスから返還される低レベル
廃棄物を一時貯蔵する建屋の建設及びイギリスから低レベル廃棄物と交換して返還される
高レベル廃棄物を既設の高レベル放射性廃棄物貯蔵建屋にて一時貯蔵する計画、並びに今
後の再処理施設の操業に必要な施設の増設等に係る要請。これに対し、知事は、再処理工
場に係る増設等については、日本原燃㈱として、六ヶ所再処理工場の操業が具体的に視野
に入ってきた中で、操業に必要となる各種建屋の増設等を行いたいという趣旨と理解し、
検討する旨、また、海外からの返還廃棄物については、今は事業者としてアクティブ試験
に全力を傾注しなければならない時期とし、検討できる状況にないと考える旨を回答
知事　日本原燃㈱の再処理施設の増設等については、六ヶ所再処理工場の今後の操業に必
要となる建屋に係るものであり、専門家の意見を踏まえた検討の結果、既存の施設と同等
の安全性を確保できるものと考える旨の結論が得られたこと、県議会での議論、県議会各
会派等の意見、六ヶ所村長の意向を踏まえ、総合判断した結果、了解する旨、回答
日本原燃㈱　六ヶ所ウラン濃縮工場に係る新増設等計画書の提出（ウラン回収設備の設置）
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成19年11月」に変更
国（経産省）　原子力委員会及び原子力安全委員会に対し、再処理事業所における核燃料
物質の加工の事業の許可について、審査結果を諮問
原子力安全委員会　ＭＯＸ燃料加工施設の公開ヒアリングを開催（六ヶ所村文化交流プラ
ザ「スワニー」）
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成20年２月」に変更
日本原燃㈱　再処理工場のアクティブ試験において、ガラス固化試験開始
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成20年５月」に変更
日本原燃㈱　ウラン濃縮事業に係る事業変更許可（付着ウラン回収設備）
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年月日 事　　　　　　　　　　項

20.４.24

　　４.25

　　５.29
　　７.29

　　７.30
　　11.７
　　11.25
21.１.30
　　２.22
　　６.12
　　６.17
　　８.31
22.１.21

　　３.１

　　３.２

　　３.６

3.23～6.30

　　３.31
　　５.13
　　５.21

　　７.１
　　７.９

　　７.13

　　７.15

　　７.20
　　７.22
　7.23～26

　　７.29
　　７.30
　　８.９
　　８.10

　　８.18

　　８.19

高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本県からの要請を踏まえ、電気事業者（電気
事業連合会、電力10社）及び日本原燃㈱から確約文書を受領
高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本県の照会に対する、経済産業大臣から確約
文書を受領
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成20年７月」に変更
日本原燃㈱　安全協定に基づき、新型遠心機への更新に伴う新増設等計画書を県及び六ヶ
所村に提出
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成20年11月」に変更
県及び六ヶ所村　ウラン濃縮工場の新型遠心機への更新等について、事前了解
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成21年２月」に変更
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成21年８月」に変更
高レベル放射性廃棄物の最終処分等について、知事が内閣総理大臣に会い確認
電事連　プルサーマル計画を「2015年度までに16～18基で導入」と変更
第10回核燃料サイクル協議会
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成22年10月」に変更
国（経産省）　ウラン濃縮工場の新型遠心機への更新等に係る核燃料物質加工事業変更許
可
資源エネルギー長官　県に対し海外返還廃棄物の受入れについての検討を要請
知事　経済産業大臣から直接話を伺い、確認をする必要があると考えている旨回答
電気事業連合会及び日本原燃㈱　県に対し、フランスから返還される低レベル放射性廃棄
物及びイギリスからの単一返還される高レベル放射性廃棄物の六ヶ所村における一時貯蔵
計画について、理解、協力を要請
経済産業大臣　来県し、県に対して海外返還廃棄物について、六ヶ所村において受入れ・
一時貯蔵を要請
知事　青森県を最終処分地にしないこと等の確認事項に対する大臣からの確約を重く受け
止め、六ヶ所村長の意向も踏まえ、海外返還廃棄物の受入れに係る安全性等について検討
を開始することを表明
県　「海外返還廃棄物の受入れに係る安全性チェック・検討会」を設置、開催（六ヶ所村・
青森市）
日本原燃㈱　再処理事業に係る変更許可申請（低レベル廃棄物貯蔵建屋の設置）
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料加工施設　事業許可
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料加工施設の着工を「平成22年10月」、しゅん工時期を「平成28年
３月」に変更
海外返還廃棄物の受入れに係る安全チェック・検討結果を知事へ報告
日本原燃㈱　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターのしゅん工時期を「平成23年２月」
に変更
地層処分相当の低レベル放射性廃棄物の最終処分について、本県からの要請を踏まえ、経
済産業大臣、電気事業者（電気事業連合会、電力10社）及び日本原燃㈱から確約書を受領
日本原燃㈱　再処理施設高レベル廃液ガラス固化建屋ガラス溶融炉運転方法の改善検討結
果について国（経産省）へ提出
県　海外返還廃棄物の受入れに係る安全性チェック・検討結果について議員説明会を開催
県　原子力政策懇話会を開催
県　「海外返還廃棄物の受入れ」に関する県民説明会を開催（青森市（２回）、六ヶ所村、
むつ市、八戸市、弘前市、五所川原市）
六ヶ所村全員協議会
県議会　「海外返還廃棄物の受入れ」に関する原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　「海外返還廃棄物の受入れ」に関する意見聴取
県　「海外返還廃棄物の受入れ」に関する原子力政策懇話会、市町村長会議を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会から、国・事業者への要望
県議会各会派からの意見提出
六ヶ所村長　知事に対し、海外返還廃棄物の受入れを容認する旨伝達
知事　記者会見において、海外返還廃棄物の受入れ要請を受諾する考えである旨公表
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年月日 事　　　　　　　　　　項

22.８.23

　　９.10

　　10.５

　　10.７

　　10.20

　　10.28
　　11.１

　　11.２

　　11.15
23.２.14
　　２.24
　　２.28
　　３.11
　　３.23
　　３.31

　　４.25
　　４.28

　　５.16
　　５.17

　　５.30

　　６.１

　6.7～11.3
　　６.９

　　６.16

　　６.22

　　６.29
　　７.５
　　７.６

　　７.８

7.11～7.14

　　７.14

　　９.21

日本原燃㈱　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの放射性固体廃棄物の最大保管廃棄
能力の向上に係る新増設等計画書を県及び六ヶ所村へ提出
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成24年10月」に変更
知事　核燃料サイクル協議会の開催を国に要請
県議会　「再処理施設のしゅん工延期」に関する原子力・エネルギー対策特別委員会を開
催
県及び六ヶ所村　高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの放射性固体廃棄物の最大保管
廃棄能力の向上に係る新増設等計画書について、事前了解
日本原燃㈱　廃棄物管理事業変更許可を国（経産省）へ申請（返還低レベル放射性廃棄物
の受入れ）
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料加工施設　工事着工
日本原燃㈱　再処理施設高レベル廃液ガラス固化建屋ガラス溶融炉運転方法の改善検討結
果について（改正版）を国（経産省）へ提出
知事　原子力委員会「原子力政策大綱」の見直しの必要性に関する有識者ヒアリングに出
席
第11回核燃料サイクル協議会
日本原燃㈱　再処理事業に係る変更許可（低レベル固体廃棄物の保管能力向上）
日本原燃㈱　再処理事業に係る変更許可申請（ＭＯＸ燃料加工施設との接続）
日本原燃㈱　廃棄物管理施設のしゅん工時期を「平成23年４月」に変更
東京電力㈱　福島第一原子力発電所にて過酷事故
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
日本原燃㈱　再処理施設の低レベル廃棄物貯蔵建屋の着工時期を「平成23年４月」、しゅ
ん工時期を「平成25年７月」に変更
日本原燃㈱　ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟しゅん工
日本原燃㈱　再処理施設の低レベル廃棄物貯蔵建屋の着工時期を「平成23年５月」、しゅ
ん工時期を「平成25年８月」に変更
日本原燃㈱　六ヶ所再処理施設の外部電源の信頼性確保について、国（経産省）へ報告
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策について
の議員説明会を開催
日本原燃㈱　福島第一、第二原子力発電所等の事故を踏まえた再処理施設の緊急安全対策
に係る実施状況等を国（経産省）へ報告
日本原燃㈱　再処理施設の低レベル廃棄物貯蔵建屋の着工時期を「平成23年６月」、しゅ
ん工時期を「平成25年９月」に変更
県　「青森県原子力安全対策検証委員会」を設置、開催（委員任期２年以内）
「福島第一、第二原子力発電所等の事故を踏まえた再処理施設の緊急安全対策に係る実施
状況報告」の一部を改正し、国（経産省）へ報告
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の緊急安全対策の実
施状況に係る国の評価等に関する議員説明会を開催
日本原燃㈱　原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置を踏まえた
再処理施設における措置の実施状況について、国（経産省）へ報告
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　原子力政策懇話会を開催
日本原燃㈱　再処理施設の低レベル廃棄物貯蔵建屋の着工時期を「平成23年７月」、しゅ
ん工時期を「平成25年10月」に変更
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る市町村長会議
を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る県民説明会を
開催（青森市（２回）、六ヶ所村、むつ市、八戸市、五所川原市、弘前市）
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に関する意見聴取を
実施
日本原燃㈱　核燃料物質加工事業の工事計画に係わる変更届を国（経産省）へ提出、ウラ
ン濃縮工場新型遠心機の初期導入前半分（37.5トンＳＷＵ/年）の運転開始時期を「平成23
年12月」、初期導入後半分（37.5トンＳＷＵ/年）の運転開始時期を「平成24年12月」に変更
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年月日 事　　　　　　　　　　項

23.11.10
　　11.21
　　11.24
　　12.７
　　12.８
　　12.９
　　12.21
　　12.26

24.３.９

　　４.23

　　４.27

　　９.25
　　10.４
　　10.５
　　12.20

25.２.８

　　２.28

　　５.13
　　５.14

　　５.21

　　５.26
　　６.21

　　11.１
　　12.18
　　12.19

　　12.19

　　12.26
26.１.７

　　４.11
　　４.21
　　５.８
　　10.31
　　11.21
　　12.８
27.11.16

　　11.24
　　12.８

県　青森県原子力安全対策検証委員会からの報告を受領
県　検証委員会報告を受け、県内原子力事業者に対し確認・要請
県議会　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果についての議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果等に関する市町村長説明会を開催
県内５事業者　「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」の締結
県　県議会会派から、国及び事業者による緊急安全対策に関する意見を聴取
県　国及び事業者による緊急安全対策について、今後とも最善の努力をもって進められて
いくことを前提に、了とすべきものと判断
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場新型遠心機の初期導入前半分（37.5トンＳＷＵ/年）生産運転
開始
日本原燃㈱　県に対し、青森県原子力安全対策検証委員会報告を受けた県の確認・要請に
対する対応状況を報告（以降定期的に報告）
日本原燃㈱　東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた核燃料サイ
クル施設の安全性に関する総合的評価の実施を国（経産省）へ報告
県議会　革新的エネルギー・環境戦略等に関する議員説明会を開催
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成25年10月」に変更
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場新型遠心機の初期導入後半分（37.5トンＳＷＵ／年）の運転開
始時期を「平成25年２月」に変更
日本原燃㈱　六ヶ所ウラン濃縮工場の新型遠心機導入等に係る新増設等計画書を県及び
六ヶ所村へ提出
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場新型遠心機の初期導入後半分（37.5トンＳＷＵ／年）の運転開
始時期を「平成25年３月」に変更
県及び六ヶ所村　ウラン濃縮工場の新型遠心機への更新等について、事前了解
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場の新型遠心機への更新等に係る核燃料物質加工事業変更許可
を国（原子力規制委員会）へ申請
日本原燃㈱　ウラン濃縮工場新型遠心機の初期導入後半分（37.5トンＳＷＵ／年）生産運転
開始
日本原燃㈱　再処理工場のアクティブ試験において、ガラス固化試験終了
日本原燃㈱　国（原子力規制委員会）に対し、再処理工場の低レベル廃棄物貯蔵建屋の増
設に係る再処理事業変更許可申請
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「未定」に変更
国（原子力規制委員会）　核燃料施設等の新規制基準を施行
国（原子力規制委員会）、県、六ヶ所村、むつ市に対し、核燃料施設等の新規制基準につ
いて説明
日本原燃㈱　県、六ヶ所村に対し、六ヶ所再処理工場等に係る新増設等計画書を提出（新
規制基準対応への事前了解申し入れ）
県及び六ヶ所村　日本原燃㈱に対し、新規制基準への対応について事前了解
日本原燃㈱　国（原子力規制委員会）に対し、六ヶ所再処理工場等に係る新規制基準への
適合確認のため事業変更許可申請、再処理工場のしゅん工時期を「平成26年10月」に変更
日本原燃㈱　ＭＯＸ燃料加工施設のしゅん工時期を「平成29年10月」に変更
県議会　エネルギー基本計画等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成28年３月」に変更
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
日本原燃㈱　再処理工場のしゅん工時期を「平成30年度上期」に、ＭＯＸ燃料加工施設の
しゅん工時期を「平成31年度上期」に変更
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
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年月日 事　　　　　　　　　　項

28．５．10
　　５．11
　　９．21
　　10．３
　　10．７
　　11．10

知事　経済産業大臣に対し、地域振興対策等について要請（要請書提出）
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律（再処理等拠出金法）成立
県議会　使用済燃料再処理機構及び県内原子力施設に関する議員説明会を開催
使用済燃料再処理機構が設立
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県、六ヶ所村及び使用済燃料再処理機構　「使用済燃料の再処理等の業務に関する基本協
定書」等締結
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４　使用済燃料中間貯蔵施設の主な経緯
年月日 事　　　　　　　　　　項

（平成）
12.11.29
13.４.１
15.３.18
　　４.３
　　４.11
　　６.17

　　６.26
16.２.18
17.1.18～3.14
　　３.15
　　４.５
　　４.11
　　４.25
　　５.16
　　５.19
　　５.19
　5.25～27
　　７.29
10.７、12、13

　　10.14

　　10.18
　　10.19

　　11.21
　　11.24
18.11.12
19.３.22
20.３.24
21.２.25

　　12.22

22.４.19
　　４.20
　　５.13
　　７.26
　　８.31
23.３.11
　　３.23
　　５.17

　6.7～11.3
　　11.24

むつ市　東京電力㈱に対し立地可能性調査を依頼
東京電力㈱　現地調査を開始
東京電力㈱　現地調査を終了
東京電力㈱　立地可能性調査最終報告書をむつ市に提出
東京電力㈱　事業構想をむつ市に提出
むつ市議会　使用済燃料中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」に関する調査特別
委員長報告がなされ、賛成多数で了承
むつ市長　施設誘致を表明
東京電力㈱　県・むつ市に対し立地協力を要請
県　「使用済燃料中間貯蔵施設に係る安全性チェック・検討会」を開催（計６回）
チェック・検討会　検討結果を知事に報告し、むつ市長に説明
県議会議員説明会を開催
県　市町村担当課長会議を開催
県　第10回青森県原子力政策懇話会開催、中間貯蔵施設の検討結果について説明
県議会議員全員協議会を開催
県　第11回青森県原子力政策懇話会議開催、中間貯蔵施設に係る質疑応答
県　市町村長会議を開催
県　県民説明会を開催（青森市、八戸市、むつ市、五所川原市、弘前市）
県　県議会各派等の意見集約
県　関係閣僚等へ核燃料サイクル政策の推進及び使用済燃料の確実な搬出などを確認・要
請（細田内閣官房長官、中川経済産業大臣、中山文部科学大臣、棚橋科学技術政策担当大
臣、近藤原子力委員会委員長、勝俣電気事業連合会会長）
県　東京電力㈱・日本原子力発電㈱に使用済燃料の確実な搬出及び新会社の品質保証体制
について確認
県　むつ市長に意向を確認し、立地協力要請を受諾
県、むつ市、東京電力㈱及び日本原子力発電㈱　「使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定」
締結
リサイクル燃料貯蔵㈱がむつ市に設立
リサイクル燃料貯蔵㈱　詳細調査を開始
リサイクル燃料貯蔵㈱　詳細調査に関する現地調査を終了
リサイクル燃料貯蔵㈱　国（経産省）に対し使用済燃料貯蔵事業許可を申請
リサイクル燃料貯蔵㈱　準備工事を開始
地元６漁協、東京電力㈱及び日本原子力発電㈱　むつ市長立会いのもと、使用済燃料運搬
船等の航行に係る航路設定に関する協定を締結
国（経産省）　行政庁審査が終了し、審査結果について原子力委員会及び原子力安全委員
会に諮問
原子力安全委員会　経済産業省に対し同省の審査結果は妥当である旨の答申
原子力委員会　経済産業省に対し同省の審査結果は妥当である旨の答申
国（経産省）　リサイクル燃料貯蔵㈱に対し使用済燃料貯蔵事業を許可
リサイクル燃料貯蔵㈱　工事の開始を「平成22年８月」に変更
リサイクル燃料貯蔵㈱　使用済燃料中間貯蔵施設　着工
東京電力㈱　福島第一原子力発電所にて過酷事故
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策について
の議員説明会を開催
県　「青森県原子力安全対策検証委員会」を設置、開催（委員任期２年以内）
県議会　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果についての議員説明会を開催



94

年月日 事　　　　　　　　　　項

23.６.16

　　６.29
　　７.５
　　７.８

　7.11～14

　　７.14

　　11.10
　　11.21
　　12.７
　　12.８
　　12.９
　　12.21
　　12.26

24.１.30
　　４.23

25.３.29

　　11.５
　　12.18
　　12.19

26.１.15

　　４.21
　　５.８
　　11.21
　　12.18
27.１.30
　　11.24
　　12.８
28.９.14
　　９.21
　　10.８

県議会　福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の緊急安全対策の実
施状況に係る国の評価等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　原子力政策懇話会を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る市町村長会議
を開催
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に係る県民説明会を
開催（青森市（２回）、六ヶ所村、むつ市、八戸市、五所川原市、弘前市）
県　福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内原子力施設の安全対策に関する意見聴取を
実施
県　青森県原子力安全対策検証委員会からの報告を受領
県　検証委員会報告を受け、県内原子力事業者に対し確認・要請
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県　青森県原子力安全対策検証委員会による検証結果等に関する市町村長説明会を開催
県内５事業者　「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」の締結
県　県議会会派から、国及び事業者による緊急安全対策に関する意見を聴取
県　国及び事業者による緊急安全対策について、今後とも最善の努力をもって進められて
いくことを前提に、了とすべきものと判断
リサイクル燃料貯蔵㈱　事業開始時期を「平成24年７月」から「平成25年10月」に変更
リサイクル燃料貯蔵㈱　県に対し、青森県原子力安全対策検証委員会報告を受けた県の確
認・要請に対する対応状況を報告（以降定期的に報告）
リサイクル燃料貯蔵㈱　国（原子力規制委員会）に対し「東京電力株式会社福島第一原子
力発電所における事故を踏まえたリサイクル燃料備蓄センターの安全性に関する総合評価
に係る報告書」を提出
リサイクル燃料貯蔵㈱　事業開始時期を「平成25年10月」から未定に変更
国（原子力規制委員会）　核燃料施設等の新規制基準を施行
国（原子力規制委員会）　県、六ヶ所村、むつ市に対し、核燃料施設等の新規制基準につ
いて説明
リサイクル燃料貯蔵㈱　新規制基準への適合確認等のため、事業変更許可を申請、事業開
始時期を「平成27年３月」に変更
県議会　エネルギー基本計画等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
リサイクル燃料貯蔵㈱　事業開始時期を「平成27年３月」から「平成28年10月」に変更
県議会　県内原子力施設の新規制基準への対応等に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
リサイクル燃料貯蔵㈱　事業開始時期を「平成28年10月」から「平成30年後半」に変更
県議会　使用済燃料再処理機構及び県内原子力施設に関する議員説明会を開催
県議会　原子力・エネルギー対策特別委員会を開催
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５　旧原子力船「むつ」関連施設の主な経緯
年月日 事　　　　　　　　　　項

（昭和）
38.８.17
　　10.11

42.３.31

　　９.５
　　９.６
　　11.14
　　11.21
43.11.27
44.６.12
45.７.13
47.９.４
49.８.26
　　８.28
　　９.１
　　10.14

　　10.15
53.７.18
　　10.11
55.８.11
56.５.12

　　５.23
　　５.24

57.８.30
　　８.31
　　９.１
　　９.６
59.１.17

　　２.22
60.１.９
　　３.31
　　３.31

61.８.11
62.７.25
　　７.28
　　８.３
　　８.24

日本原子力船開発事業団設立
内閣総理大臣及び運輸大臣　原子力第１船開発基本計画を決定
（原子力第１船は、総トン数約6,000トンとし、海洋観測及び乗組員の養成に利用する。）
内閣総理大臣及び運輸大臣　原子力第１船開発基本計画を改訂
（原子力第１船は、総トン数約8,000トンとし、特殊貨物の輸送及び乗組員の養成に利用
する。）
政府は合同会議を開き下北埠頭を原子力船定係港とすることを決定
科学技術庁　下北埠頭を原子力船定係港とすることを知事に要請
母港設置　県議会全員協議会で同意、知事より正式文書で同意を回答
内閣総理大臣　原子力第１船の原子炉の設置を許可
船体部起工（石川島播磨重工業㈱東京第２工場）
「むつ」進水
船体部完成、大湊定係港に回航（７月19日入港）
核燃料装荷（～９月６日）
洋上における試験のため大湊港を出港
初臨界達成
「むつ」放射線漏れ発生
県、むつ市、県漁連及び政府の間で原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関
する合意協定書（四者協定）締結
大湊港に帰港
長崎県知事、佐世保市長から政府に「むつ」受入れの受諾を正式回答
修理のため、「むつ」を佐世保港に回航（10月16日入港）
佐世保で遮蔽改修工事及び安全性総点検補修工事を実施（昭和57年６月30日まで）
科技庁　地元三者（県、むつ市、県漁連）にむつ市関根浜地区を新定係港とすることを要
請
県、むつ市、県漁連　科技庁の要請を条件付きで同意する旨回答
五者会談（科技庁、事業団、県、むつ市、県漁連）　原子力船「むつ」の定係港外洋移転
を骨子とする合意内容の共同声明を発表
五者会談　新協定等締結
「むつ」大湊港に回航（９月６日入港）
県　「原子力船「むつ」及び定係港の安全性について」の検討結果発表
原子力船「むつ」大湊港入港
自由民主党科学技術部会　「むつ」廃船を決定
（「むつ」による舶用炉の研究は中断し、今後継続しない。）
関根浜新定係港着工
科技庁　「むつ」新実験計画を正式提示
日本原子力船研究開発事業団を日本原子力研究所に統合
内閣総理大臣及び運輸大臣　「日本原子力研究所の原子力船の開発のために必要な研究に
関する基本計画」を策定
　「むつ」は、海上における実験データ、知見を得るため、概ね１年を目途とする実験
　航海を行い、その後直ちに関根浜港において解役する。
　「むつ」により得られる知見は、今後の舶用炉の改良研究に十分活用していく。
原研　国に原子炉設置変更許可申請（関根浜附帯陸上施設の建設等）
科技庁　県、むつ市、県漁連に対し、大湊定係港で予備点検等を実施したい旨文書要請
県　予備点検の安全性に関し専門家に検討を依頼
専門家　県へ予備点検の安全性に関する報告書を提出
五者会談　科技庁等からの要請に同意する旨、文書で回答
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年月日 事　　　　　　　　　　項

63.１.14
　　１.24
　　１.26
　　８.４
（平成）
元.６.15
２.３.29
　　７.10
　　７.13
　　９.25
　　10.５
　　10.29
　　12.７
３.２.14
　　２.20
　　２.25
　　５.22
　　８.22
　　11.13
４.１.20
　　１.21
　　２.14
　　２.14
　　２.23
　　３.30
　　５.22
　　７.17
　　８.３
　　８.25

　　９.18
　　12.28
５.５.28
　　７.16
　　７.19
７.６.22
　　６.30

　　10.１

８.７.20
９.10.30
　　11.７
13.３.５
　　６.１
　7.4～11.20
17.10.１

18.３.31
　　10.20
19.３.19
27.４.１

関根浜港　港開き
県、むつ市、県漁連、原研　「むつ」の安全協定・監視協定締結
「むつ」関根浜港に回航（１月27日入港）
原子炉容器蓋開放点検実施（～平成元年10月30日）

船体点検作業実施（～７月22日）
岸壁における出力上昇試験実施（～４月28日）
第１次航海（洋上試験）実施のため関根浜港を出港（７月30日帰港）
「むつ」我が国初の原子動力航行を開始
第２次航海（洋上試験）実施のため関根浜港を出港（10月９日帰港）
原子炉出力100％到達
第３次航海（洋上試験）のため関根浜港を出港（11月９日帰港）
第４次航海（洋上試験及び海上試運転）のため関根浜港を出港（12月14日帰港）
使用前検査合格証及び船舶検査証書受領（原子動力実験船として認定）
「むつ」及び附帯陸上施設の竣工式
第１次実験航海のため関根浜港を出港（３月11日帰港）
第２次実験航海のため関根浜港を出港（６月20日帰港）
第３次実験航海のため関根浜港を出港（９月25日帰港）
第４次実験航海のため関根浜港を出港（12月12日帰港）
原研（科技庁、運輸省同席）　県、むつ市、県漁連の地元３者に「むつ」の解役計画を提示
岸壁における基礎データ測定実験実施（～１月25日）
原研　「むつ」の実験航海の終了を宣言
安全協定・監視協定の確認書の取り交わし
専門家　県に「むつ」解役の安全性に関する報告書を提出
地元３者　「むつ」の解役計画を了承
県、むつ市、県漁連及び原研　「むつ」の安全協定・監視協定締結
県　「むつ」及び関根浜港施設の後利用について科技庁へ要望
原研　原子力第１船原子炉設置変更許可申請書及び原子炉施設の解体届の提出
科技庁　「むつ」の後利用について地元３者へ説明
（「むつ」を改造し、大型海洋研究船として有効活用することが可能。）
解役工事開始
国　原子力第１船の原子炉の設置変更許可
燃料取出し作業開始（～７月９日）
「むつ科学技術館」着工
県　「むつ」及び関根浜港施設の後利用について科技庁へ要望
「むつ」原子炉室一括撤去により、解役工事終了
「むつ」舶体　原研から海洋科学技術センター（大型海洋観測研究船への改造・運用主
　体）へ引渡し
海洋センターむつ事務所（関根浜）、㈶日本海洋科学振興財団むつ海洋研究所・原研むつ
事業所海洋調査研究室（大湊）開設
「むつ科学技術館」開館
海洋地球研究船「みらい」竣工
「みらい」母港関根浜港へ入港
原研　茨城県東海村議会に対し「むつ」使用済燃料の輸送について説明
原研　茨城県と「原子力船『むつ』使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定」を締結
旧原子力船「むつ」使用済燃料34体すべてを茨城県東海村・原研東海研究所に輸送完了
日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構が統合し、独立行政法人日本原子力研究開発
機構が発足
原子力機構　国（文科省）に対し、原子力第１船原子炉に係る廃止措置計画を認可申請
国（文科省）　原子力機構に対し、原子力第１船原子炉に係る廃止措置計画を認可
原子力機構　県に対し、組織改正に伴う名称変更を通知
独立行政法人通則法の改正に伴い、法人名称が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
へ変更
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６　原子燃料サイクル施設の概要
（昭和59年７月　電気事業連合会提出）

は　じ　め　に

　電気事業連合会は、わが国のエネルギーの自立化をはかる一環として、国のエネルギー政策、
原子力政策の基本を踏まえ、原子燃料サイクルを国内で確立するため、諸準備を進めてまいりま
した。
　このたび、サイクルの主要施設である、再処理施設、ウラン濃縮施設並びに低レベル放射性廃
棄物貯蔵施設の立地を、青森県上北郡六ケ所村にお願いすることといたしました。
　施設の建設・運営にあたっては、国内外の実用化された最良の技術を採用して、安全の確保を
第一義といたします。また、周辺環境の保全に万全を期するとともに、地域との共存共栄をはかっ
てまいる所存でありますので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。

１.施設の概要

次の施設を建設します。
⑴　再処理施設
　　原子力発電所の使用済燃料を受入れ、貯蔵したのち化学的に処理し、ウランとプルトニウ
ムを取り出すとともに、発生する放射性物質を適切に処理し一時貯蔵します。また、現在、
海外に委託している使用済燃料の再処理に伴う返還物の受入れ及び一時貯蔵を行ないます。
イ　事業主体
　　日本原燃サービス㈱が担当します。
ロ　施設の規模
　　・処理能力　　約800トンＵ／年
　　　　・使用済燃料受入れ貯蔵施設　　当初約3,000トンＵ
　　　　　トンＵ……燃料中のウランの重量を表しており、100万ｋＷの原子力発電所を１

　　　　　　　　　　　　年間稼動させるために必要な燃料は、約25トンＵです。
　　・使用電力………約20,000ｋＷ
　　・淡水使用量……約3,000トン／日
なお、将来、電力需要動向との関連で規模は未定ですが、施設の増設を見込んでおります。
ハ　用地面積
　　約350万㎡（緑地を含む）
⑵　ウラン濃縮施設
　　原子力発電所の燃料となる濃縮ウランを遠心分離法により生産します。
イ　事業主体
　　電気事業が主体となって設立する新会社。
ロ　施設の規模
　　・生産量……150トンＳＷＵ／年の規模でスタートし、逐次増設し、1,500トンＳＷＵ／

　　　　　　　　　　年程度の施設を目指しています。
　　　ＳＷＵ……分離作業単位。天然ウランに含まれるウラン235（0.7％）を次第に濃くし

　　　　　　　　　　てゆく濃縮作業の仕事の量を示す単位。出力100万kＷの原子力発電所が１
　　　　　　　　　　年間に必要とする濃縮役務量は、約120トンＳＷＵです。
　　・使用電力………約26,000kＷ
　　・淡水使用量……約1,500トン／日
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ハ　用地面積
　　低レベル放射性廃棄物貯蔵施設と合わせて300万㎡（緑地を含む）
⑶　低レベル放射性廃棄物貯蔵施設
　　原子力発電所等で発生した、低レベル放射性廃棄物を最終貯蔵します。
イ　事業主体
　　電気事業が主体となって設立する新会社。
ロ　施設の規模
　　・貯蔵量……低レベル放射性廃棄物（ドラム缶等）を逐次受入れて約20万㎥（ドラム缶

　　　　　　　　　　約100万本相当）を最終貯蔵します。なお、貯蔵量の最終規模は、約60万 
　　　　　　　　　　㎥（ドラム缶約300万本相当）とすることを考えております。
ハ　用地面積
　　ウラン濃縮施設と合わせて約300万㎡。（緑地を含む）

２.建設工期

⑴　準備工事開始
　　後述の立地調査にひきつづき、昭和61年頃を予定しております。
⑵　操業開始
　　再処理施設　　昭和70年頃を予定しております。
　　　　　　　　（使用済燃料及び返還物の貯蔵施設は昭和66年頃から操業する予定です。）
　　ウラン濃縮施設　昭和66年頃操業開始し、逐次増設していく予定です。
　　低レベル放射性廃棄物貯蔵施設　　昭和66年頃貯蔵開始し、逐次増設していく予定です。

３.建　設　費

再処理施設　　　　　　　　　　　約7,000億円
ウラン濃縮施設　　　　　　　　　約1,600億円
低レベル放射性廃棄物貯蔵施設　　約1,000億円

４.施設の建設地点

再処理施設　　　　　　　　　　　青森県上北郡六ケ所村弥栄平地区
ウラン濃縮施設　　　　　　　　　青森県上北郡六ケ所村大石平地区
低レベル放射性廃棄物貯蔵施設　　青森県上北郡六ケ所村大石平地区
なお、港湾は、むつ小川原港を利用させていただく予定です。

各施設レイアウトの概要図
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５.要　　　員

　＜工事の最盛期＞
　　　・再処理施設　　　　　　　　　　約2,000人
　　　・ウラン濃縮施設　　　　　　　　　約800人
　　　・低レベル放射性廃棄物貯蔵施設　　約700人
　＜操業時＞
　　　・再処理施設　　　　　　　　　　約1,000人
　　　・ウラン濃縮施設　　　　　　　　　約200人
　　　・低レベル放射性廃棄物貯蔵施設
　　　　　　　　　受け入れ貯蔵管理に　　約100人

なお、このほかウラン濃縮施設、低レベル放射性廃棄物貯蔵施設については、継続的に増設
がありますので、常時工事関係者約200人が必要です。

６.安全対策並びに環境保全対策

　再処理、ウラン濃縮並びに低レベル放射性廃棄物貯蔵施設の建設・運用にあたっては、国
内外の長期にわたる経験と蓄積のもとに、実用化された最良の技術を採用するとともに、国
の安全規制を受けて安全の確保に万全を期します。
　また、国の基準に従って、放射線モニタリングを行なうとともに、定期的に周辺の土
壌、水、農水産物などを採取して放射能を測定し、環境の安全を確認します。
　これら諸施設の建設工事にあたっては、人身、設備、交通などの各面にわたって安全確保
に万全の対策を講じます。
　また、工事に伴う周辺環境への影響を極力少なくするよう、必要な対策を講じて環境の保
全に万全を期します。
　⑴　再処理施設
　　�　再処理施設では、放射性物質を設備内に封じ込めるとともに、放射線を遮蔽するほか、
放出放射能を極力低減することを基本に、安全設備を多重に設ける等、安全を第一義にお
いた設計・運転管理を行ないます。

　　�　高レベル放射性物質を扱う工程は、それぞれ厚いコンクリートで遮蔽した部屋の中で進
めるとともに、床や壁はステンレスで覆います。

　⑵　ウラン濃縮施設
　　�　濃縮施設で取り扱われる濃縮ウランは、２～４％程度の低濃縮ウランであり、放射能に
ついては天然ウランと大差ない僅かなものです。

　　�　また、原料から製品まで六フッ化ウランの形で取り扱われますが、六フッ化ウランは可
燃性でも爆発性でもありません。

　　�　施設の設計・運転管理にあたっては、放射性物質を設備に封じ込めることを基本として
万全の対策を講ずることとしております。

　⑶　低レベル放射性廃棄物貯蔵施設
　　�　廃棄物（ドラム缶等）の放射線レベルはもともと低いものですが、これらを当面コンク
リート製ピット（半地下式）等の貯蔵施設に収納することによって放射性物質をこの施設
に閉じ込めます。さらに、定期的に敷地周辺の放射線、地下水中の放射性物質等を測定・
監視します。

　　�　なお、放射能は次第に減衰する性質があり、廃棄物の放射線レベルも長い間には自然の
放射線と同じ位にまで減衰してしまいます。
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７.立地調査

　　諸施設の建設に必要な諸資料を得るため、地質地盤、気象、海象、生物などの調査を実施い
たします。この立地調査は、できるだけ早く実施したいと考えております。
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７　原子燃料サイクル施設の立地へ
　の協力に関する基本協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ケ所村（以下「乙」という。）と日本原燃サービス株式会
社（以下「丙」という。）及び日本原燃産業株式会社（以下「丁」という。）は、電気事業連合会
（以下「戊」という。）が甲及び乙に協力要請をした原子燃料サイクルの主要施設である再処理施
設、ウラン濃縮施設及び低レベル放射性廃棄物貯蔵施設（以下「サイクル三施設」という。）の
立地に関し次のとおり協定を締結する。

　（基本的事項）
第１条　甲及び乙は、丙及び丁がサイクル三施設を青森県上北郡六ケ所村のむつ小川原開発地区
内に立地することに関し協力するものとし、丙及び丁は、甲及び乙がこれを契機に推進を図る
地域振興対策に協力するものとする。
２　丙及び丁は、甲及び乙がサイクル三施設の立地が国のエネルギー政策、原子力政策に沿う重
要な事業であるとの認識のもとに、同施設の安全確保を第一義に、地域振興に寄与することを
前提としてその立地協力要請を受諾したものであることを確認し、同施設の建設及び管理運営
並びに前項の地域振興対策への協力に当たっては、甲及び乙の意向を最大限に尊重するものと
する。

　（事業構想の実現）
第２条　丙及び丁は、戊が甲及び乙に提出した「原子燃料サイクル施設の概要」に示されている
事業構想を確実に実現するものとする。

　（立地環境調査の実施）
第３条　丙及び丁は、サイクル三施設の立地に当たっては、必要かつ十分な立地環境調査を実施
するものとする。

　（安全対策）
第４条　丙及び丁は、サイクル三施設の安全を確保するため、戊が甲の委嘱した専門家に示した
主要な安全対策を確実に履行するほか、国内外におけるサイクル三施設についての運転経験、
技術開発等から得られる最良の技術を採用し、サイクル三施設の設計、建設及び管理運営に万
全を期するものとする。

　（安全協定等の締結）
第５条　丙及び丁は、甲及び乙の求めに応じ、サイクル三施設周辺の安全を確保し、地域の生活
環境を保全するため、必要な協定を締結するものとする。

　（広報）
第６条　丙及び丁は、原子燃料サイクル事業の安全性等について住民の理解を深めるため、戊の
協力のもとに、長期継続的な広報活動の充実強化に努めるものとする。
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　（事故、風評による被害対策）
第７条　丙及び丁は、万一原子力損害が発生した場合は、原子力損害の賠償に関する法律等に基
づき厳正適切に対処するものとする。
２　丙及び丁は、甲及び乙と協議のうえ風評による被害が生じた場合にそなえ、必要な措置を講
ずるものとする。

　（地域振興）
第８条　丙及び丁は、地域の振興に寄与するため、サイクル三施設建設の工事、資材調達等及び
サイクル三施設の管理運営面での荷役、輸送等の諸業務に係る地元参画並びに地元雇用を積極
的に推進するものとする。
２　丙及び丁は、前項の地元雇用を促進するため、教育、訓練機会の創出に努めるものとする。
３　丙及び丁は、戊の協力のもとにサイクル三施設に関連する企業の立地について、積極的に誘
導、支援するものとする。
４　丙及び丁は、戊の協力のもとに前３項に定めるもののほか、多角的な企業立地について積極
的に誘導、支援するとともに、原子力関連教育、研究機関の設置等広く地域振興施策の推進に
協力するものとする。

　（資料等の提供）
第９条　丙及び丁は、安全確保対策、地域振興対策等のため必要とする事項について、資料、情
報等の提供を甲又は乙が求めた場合には、これに協力するものとする。

　（立会人）
第10条　戊は、サイクル三施設の立地協力要請を行った経緯に鑑み、丙及び丁の一体的体制がと
られるよう特に配慮するとともに、サイクル三施設の事業構想が確実に実現されるよう丙及び
丁の指導、助言に当たるものとする。
２　戊は、前項に定めるもののほか、本協定及び本協定に基づく覚書の履行について、丙及び丁
の指導、助言に当たるものとする。

　（覚書）
第11条　この協定の施行に関し、必要な事項については、甲、乙、丙及び丁が協議のうえ別に覚
書で定めるものとする。

　（その他）
第12条　この協定に関し疑義が生じたとき、この協定に定めのない事項について定める必要が生
じたとき、この協定に定める事項を変更しようとするときは、甲、乙、丙及び丁が協議のうえ
定めるものとする。
　　この協定の成立を証するため、本書５通を作成し、甲、乙、丙、丁及び戊が署名押印のうえ
各自１通を保有する。

　昭和60年４月18日

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　北　村　正　
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　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　伊勢松

　　丙　　東京都千代田区内幸町二丁目２番２号
　　　　　　日本原燃サービス株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　小　林　健三郎

　　丁　　東京都千代田区大手町一丁目６番１号
　　　　　　日本原燃産業株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　大　垣　忠　雄

　　戊　　立会人
　　　　　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　長　　小　林　庄一郎
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８　ＭＯＸ燃料加工施設の立地への
　協力に関する基本協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）は、昭和60年４月18日付けで締結した原子燃料サイクル施設の立地への協力に関
する基本協定書（以下「現協定書」という。）の趣旨を踏まえ、丙が甲及び乙に協力要請をした
ＭＯＸ燃料加工施設の立地に関し電気事業連合会（以下「丁」という。）の立会いのもとに次の
とおり協定を締結する。

　（基本的事項）
第１条　甲及び乙は、丙がＭＯＸ燃料加工施設を青森県上北郡六ヶ所村のむつ小川原開発地区内
に立地することに関し協力するものとし、丙は、甲及び乙が推進する地域振興対策に協力する
ものとする。
２　丙は、甲及び乙がＭＯＸ燃料加工施設の立地が国のエネルギー政策、原子力政策に沿う重要
な事業であるとの認識のもとに、同施設の安全確保を第一義に、現協定書に規定するサイクル
三施設（以下「サイクル三施設」という。）とともに地域振興に寄与することを前提としたそ
の立地協力要請を受託したものであることを確認し、同施設の建設及び管理運営並びに前項の
地域振興対策への協力に当たっては、甲及び乙の意向を最大限に尊重するものとする。

　（事業構想の実現）
第２条　丙は、甲及び乙に提出した「ＭＯＸ燃料工場の概要」に示されている事業構想を確実に
実現するものとする。

　（立地環境調査の実施）
第３条　丙は、ＭＯＸ燃料加工施設の立地に当たっては、必要かつ十分な立地環境調査を実施す
るものとする。

　（安全対策）
第４条　丙は、ＭＯＸ燃料加工施設の安全を確保するため、丙が甲の委嘱した専門家に示した品
質保証体制の確立を含む主要な安全対策を確実に履行するほか、国内外におけるＭＯＸ燃料加
工施設についての運転経験、技術開発等から得られる最良の技術を採用し、ＭＯＸ燃料加工施
設の設計、建設及び管理運営に万全を期するものとする。

　（安全協定等の締結）
第５条　丙は、甲及び乙の求めに応じ、ＭＯＸ燃料加工施設周辺の安全を確保し、地域の生活環
境を保全するため、必要な協定を締結するものとする。

　（広報）
第６条　丙は、ＭＯＸ燃料加工施設の安全性等について住民の理解を深めるため、丁の協力のも
とに、長期継続的な広報活動の充実強化に務めるものとする。

　（事故、風評による被害対策）
第７条　丙は、万一原子力損害が発生した場合は、原子力損害の賠償に関する法律等に基づき厳
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正適切に対処するものとする。
２　丙は、甲及び乙と協議の上、風評による被害が生じた場合に備え、必要な措置を講ずるもの
とする。

　（地域振興）
第８条　丙は、地域の振興に寄与するため、丁の協力のもとに、現協定書第８条に規定する地域
振興施策について、サイクル三施設とともに一体的な推進に努めるものとする。

　（資料等の提供）
第９条　丙は、安全確保対策、地域振興対策等のために必要とする事項について、資料、情報等
の提供を甲又は乙が求めた場合には、これに協力するものとする。

　（立会人）
第10条　丁は、サイクル三施設の立地協力要請を行った経緯及び丙がＭＯＸ燃料加工施設の立地
協力要請を行った経緯に鑑み、ＭＯＸ燃料加工施設の事業構想が確実に実現されるよう丙の指
導、助言に当たるものとする。
２　丁は、前項に定めるもののほか、本協定及び本協定に基づく覚書の履行について、丙の指導、
助言に当たるものとする。

　（覚書）
第11条　この協定の施行に関し、必要な事項については、甲、乙及び丙が協議の上、別に覚書で
定めるものとする。

　（その他）
第12条　この協定に関し疑義が生じたとき、この協定に定めのない事項について定める必要が生
じたとき、この協定に定める事項を変更しようとするときは、甲、乙及び丙が協議の上、定め
るものとする。
　この協定の成立を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名押印の上、各自１
通を保有する。

　平成17年４月19日

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾
　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治
　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美
　　丁　　立会人　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　長　　勝　俣　恒　久
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９　使用済燃料の再処理等の業務に
　関する基本協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）並びに使用済燃料再処理
機構（以下「丙」という。）は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律
（平成17年法律第48号）第41条に規定する業務（以下「業務」という。）に関し、次のとおり協
定を締結する。

　（基本的事項）
第�１条　丙は、業務を行うに当たって、甲及び乙が日本原燃株式会社（以下「日本原燃」とい
う。）と締結した「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」（昭和60年４月
18日締結）及び「ＭＯＸ燃料加工施設の立地への協力に関する基本協定書」（平成17年４月19
日締結）の趣旨を最大限に尊重し、安全確保を第一義に、地域振興に寄与することを前提とし
て、以下に規定する必要な措置を講ずるものとする。
２　甲及び乙は、丙が業務を行うことに関し協力するものとする。

　（安全対策）
第�２条　丙は、安全の確保を最優先に業務を行うこととし、そのために必要な資金の確保等に最
大限努めるとともに、甲及び乙の求めに応じ、安全協定等を締結するものとする。

　（事故・風評対策）
第�３条　丙は、万一原子力損害や風評被害が発生した場合、関係法令等に基づき日本原燃が必要
な措置を講ずることができるよう、適切に対処するものとする。

　（地域振興）
第�４条　丙は、日本原燃の地域振興策を十分踏まえるとともに、甲及び乙の意向を最大限に尊重
し、地域振興に寄与するものとする。

　（情報等の提供）
第�５条　丙は、安全確保、地域振興のため必要とする事項について決定又は変更しようとすると
きは、甲及び乙への情報等の提供に協力するものとする。

　（その他）
第�６条　この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定を変更若しくは新たな事項を追加しよう
とするときは、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
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　この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が署名押印の上、各自１通を
保有する。

　平成28年11月10日

　　甲　　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　戸　田　　　衛

　　丙　　青森県青森市堤町二丁目１番７号
　　　　　　使用済燃料再処理機構
　　　　　　理事長　　井　上　　　茂
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10　六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域
　の安全確保及び環境保全に関する
　協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、丙の設置する六ヶ所ウラン濃縮工場（以下「ウラン濃縮工場」
という。）の周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、「原子燃料サイクル施設の
立地への協力に関する基本協定書（昭和60年４月18日締結）」第５条の規定に基づき、相互の権
利義務等について、電気事業連合会の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

　（安全確保及び環境保全）
第１条　丙は、ウラン濃縮工場の運転保守に当たっては、放射性物質及びこれによって汚染され
た物（以下「放射性物質等」という。）並びにフッ素化合物により周辺地域の住民及び環境に
被害を及ぼすことのないよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和
32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）」その他の関係法令及びこの協定に定め
る事項を誠実に遵守し、住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講
ずるものとする。
２　丙は、ウラン濃縮工場の品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓
練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期すも
のとする。

　（情報公開及び信頼確保）
第２条　丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　丙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。

　（施設の新増設等に係る事前了解）
第３条　丙は、ウラン濃縮施設及びこれに関連する施設を新設し、増設し、変更し、又は廃止し
ようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得なければならない。

　（放射性物質及びフッ素化合物の放出管理）
第４条　丙は、ウラン濃縮工場から放出する放射性物質及びフッ素化合物について、別表に定め
る管理目標値により放出の管理を行うものとする。
２　丙は、前項の放出管理に当たり、可能な限り、放出低減のための技術開発の促進に努めると
ともに、その低減措置の導入を図るものとする。
３　丙は、管理目標値を超えたときは、甲及び乙に連絡するとともに、その原因の調査を行い、
必要な措置を講ずるものとする。
４　丙は、前項の調査の結果及び講じた措置を速やかに甲及び乙に文書により報告しなければな
らない。
５　甲及び乙は、前項の規定により報告された内容について公表するものとする。
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　（核燃料物質等の保管管理）
第５条　丙は、核燃料物質の貯蔵及び放射性固体廃棄物等の保管に当たっては、原子炉等規制法
その他の関係法令に定めるところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な措置を講ず
るものとする。

　（環境放射線等の測定）
第６条　甲及び丙は、甲が別に定めた「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング
構想、基本計画及び実施要領（平成元年３月作成）」に基づいてウラン濃縮工場の周辺地域に
おける環境放射線等の測定を実施するものとする。
２　甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線等の測
定を実施し、その結果を乙に報告するものとする。
３　甲、乙及び丙は、協議のうえ必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものと
する。

　（監視評価会議の運営協力）
第７条　丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するもの
とする。

　（測定の立会い）
第８条　甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第６条第１項又は同条２項の
規定により丙が実施する環境放射線等の測定に立ち会わせることができるものとする。
２　甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第６条第１項の規定による測定を実施
するために丙が設置する環境放射線等の測定局の機器の状況を直接確認させることができるも
のとする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求め
るものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必
要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。

　（核燃料物質の輸送計画に関する事前連絡等）
第９条　丙は、甲及び乙に対し、核燃料物質の輸送計画及びその輸送に係る安全対策について事
前に連絡するものとする。
２　丙は、核燃料物質の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の指導を
行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（平常時における報告等）
第10条　丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書により報告するものとす
る。
⑴　ウラン濃縮工場の運転保守状況
⑵　放射性物質及びフッ素化合物の放出状況
⑶　放射性廃棄物の保管廃棄量
⑷　核燃料物質の在庫量
⑸　第６条第１項の規定に基づき実施した環境放射線等の測定結果
⑹　品質保証の実施状況
⑺　前各号に掲げるもののほか、甲及び乙において必要と認める事項
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
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　応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　甲及び乙は、第１項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。

　（異常時における連絡等）
第11条　丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するととも
に、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
⑴　ウラン濃縮工場に事故等が発生し、運転が停止したとき又は停止することが必要となった
とき。
⑵　放射性物質が、法令で定める周辺監視区域外における濃度限度を超えて放出されたとき。
⑶　放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっ
ても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。
⑷　放射性物質等が管理区域外へ漏えいしたとき。
⑸　核燃料物質の輸送中に事故が発生したとき。
⑹　丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
⑺　ウラン濃縮工場敷地内において火災が発生したとき。
⑻　その他異常事態が発生したとき。
⑼　前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　第１項各号に掲げる事態によりウラン濃縮工場の運転を停止したときは、丙は、運転の再開
について甲及び乙と協議しなければならない。
５　甲及び乙は、第１項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。

　（トラブル事象への対応）
第12条　丙は、前条に該当しないトラブル事象についても、「六ヶ所ウラン濃縮工場におけるト
ラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。

　（立入調査）
第13条　甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは協
議のうえ、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるもの
とする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲及び乙は、第１項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、甲及び乙
の職員以外の者を同行させることができるものとする。
４　甲及び乙は、協議のうえ立入調査結果を公表するものとする。

　（措置の要求等）
第14条　甲及び乙は、第11条第１項の規定による連絡があった場合又は前条第１項の規定による
立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると
認めるときは、ウラン濃縮工場の運転の停止、環境放射線等の測定、防災対策の実施等必要か
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つ適切な措置を講ずることを丙に対し求めるものとする。
２　丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに応ずるとともに、
その講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。
３　丙は、第１項の規定によりウラン濃縮工場の運転を停止したときは、運転の再開について甲
及び乙と協議しなければならない。

　（損害の賠償）
第15条　丙は、ウラン濃縮工場の運転保守に起因して、住民に損害を与えたときは、被害者にそ
の損害を賠償するものとする。

　（風評被害に係る措置）
第16条　丙は、ウラン濃縮工場の運転保守等に起因する風評によって、生産者、加工業者、卸売
業者、小売業者、旅館業者等に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えたとき
は、「風評による被害対策に関する確認書（平成元年３月31日締結。平成17年４月19日一部変
更）」に基づき速やかに補償等万全の措置を講ずるものとする。

　（住民への広報）
第17条　丙は、ウラン濃縮工場に関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報の方
法等について、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。

　（関連事業者に関する責務）
第18条　丙は、関連事業者に対し、ウラン濃縮工場の運転保守に係る住民の安全の確保及び環境
の保全並びに秩序の保持について、積極的に指導及び監督を行うとともに、関連事業者がその
指導等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（諸調査への協力）
第19条　丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第20条　丙は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）その他の関係法令の規定に
基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災
害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な
措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及
び強化に努めるものとする。
２　丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
３　丙は、甲及び乙の地域防災対策に積極的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第21条　甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとる
ものとし、丙はこれに従うものとする。
２　甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。

　（細則）
第22条　この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議のうえ、別に定めるもの
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とする。

　（協定の改定）
第23条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対
しこの協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを
受けた者は、協議に応ずるものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第24条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　平成３年７月25日　締結
　平成12年10月12日　一部変更
　平成16年11月22日　一部変更
　平成18年３月29日　一部変更

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾馼字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治
�
　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　　長　　勝　俣　恒　久

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月29日当時のものである。

　（別表）

項　　　　　目 　管理目標値（３箇月平均）

排気口における排気中の放射
性物質濃度（Ｕ）

２×10－８　Bq／㎤

処理水ピットにおける廃水中
の放射性物質濃度（Ｕ）

１×10－３　Bq／㎤

排気口における排気中のフッ
素化合物濃度（ＨＦ）

　0.1　　　㎎／㎥

処理水ピットにおける廃水中
のフッ素濃度（Ｆ）

１　　　　㎎／ℓ
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11　六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域
　の安全確保及び環境保全に関する
　協定の運用に関する細則
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する
協定書（以下「協定書」という。）第22条の規定に基づき、次のとおり細則を定める。

　（関係法令）
第１条　協定書第１条及び第20条に定める「関係法令」には、核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第22条に規
定する保安規定を含むものとする。

　（情報公開）
第２条　協定書第２条に定める情報公開については、核不拡散又は核物質防護に関する事項につ
いて留意するものとする。

　（事前了解の対象）
第３条　協定書第３条に定めるウラン濃縮施設及びこれに関連する施設とは、核燃料物質の加工
の事業に関する規則（昭和41年総理府令第37号）第２条第１項に規定するものをいう。
２　事前了解を必要とする変更は、原子炉等規制法第16条の規定に基づく事業許可の変更申請を
行う場合の変更とする。

　（測定の立会い）
第４条　協定書第８条第１項及び第２項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する測
定の立会い又は状況の確認をする職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第８条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、測定の立会い等に同行する際、甲又は乙の長が発行する立会い等に同行する者
であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しな
ければならない。

　（連絡の時期）
第５条　協定書第９条第１項に定める核燃料物質の輸送計画に関する事前連絡は、輸送開始２週
間前までとする。
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　（報告の時期等）
第６条　協定書第10条第１項に定める平常時の報告に係る報告の時期等は、次のとおりとする。

２　協定書第10条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（異常事態）
第７条　協定書第11条第１項第８号に規定する異常事態は、放射性物質等の取り扱いに支障を及
ぼす事故、故障をいう。
２　協定書第11条第１項第９号に規定する国への報告対象とされている事象は、「原子炉等規制
法」に基づき報告対象とされている事象をいう。
３　甲、乙及び丙は、異常事態が発生した場合における相互の連絡通報を円滑に行うため、あら
かじめ連絡責任者を定めておくものとする。
４　協定書第11条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

報　　告　　事　　項 報告頻度 報　告　期　限

⑴　ウラン濃縮工場の運転保守状況
　イ　運転計画
　ロ　運転状況
　ハ　主要な保守状況
　ニ　定期検査の実施計画
　ホ　定期検査の実施結果
　ヘ　従事者の被ばく状況
　ト　女子の従事者の被ばく状況

年度ごと
月ごと
月ごと
検査の都度
検査の都度
四半期ごと
四半期ごと

当該年度開始30日前まで
当該月終了後30日以内
当該月終了後30日以内
当該検査開始前まで
当該検査終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内

⑵　放射性物質及びフッ素化合物の放出
　状況 月ごと 当該月終了後30日以内

⑶　放射性廃棄物の保管廃棄量 月ごと 当該月終了後30日以内

⑷　核燃料物質の在庫量 半期ごと 当該半期終了後30日以内

⑸　環境放射線等の測定結果 四半期ごと 当該四半期終了後90日以内

⑹　品質保証の実施状況
　イ　品質保証の実施計画
　ロ　品質保証の実施結果
　ハ　常設の第三者外部監査機関の監査
　　結果

年度ごと
半期ごと
半期ごと

当該年度開始前まで
当該半期終了後30日以内
当該半期終了後30日以内

⑺　その他の事項 その都度 その都度協議のうえ定める
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　（立入調査）
第８条　協定書第13条第１項に定める甲及び乙の職員は、立入調査をする際、甲又は乙の長が発
行する立入調査する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求がある
ときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第13条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、立入調査に同行する際、甲又は乙の長が発行する立入調査に同行する者である
ことを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ
ならない。
４　甲及び乙は、協定書第13条第３項の規定により職員以外の者を同行させた場合、その者がそ
こで知り得た事項を他に漏らすことのないように措置を講ずるものとする。

　（安全確保のための遵守事項）
第９条　協定書第８条、第10条、第11条及び第13条の規定により丙の管理する場所に立ち入る者
は、安全確保のための関係法令を遵守するほか、丙の定める保安上の遵守事項に従うものとす
る。

　（公表）
第10条　甲及び乙は、協定書に基づく公表に当たっては、核不拡散又は核物質防護に関する事項
について留意するものとする。

　（協議）
第11条　この細則の内容について疑義の生じた事項及びこの細則に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　平成３年７月25日　締結
　平成12年10月12日　一部変更
　平成16年11月22日　一部変更

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　　※上記締結当事者の氏名は、平成16年11月22日当時のものである。
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12　六ヶ所ウラン濃縮工場隣接市町村
　住民の安全確保等に関する協定書
　三沢市、野辺地町、横浜町、東北町及び東通村（以下「甲」という。）と日本原燃株式会社
（以下「乙」という。）の間において、乙の設置する六ヶ所ウラン濃縮工場（以下「ウラン濃縮工
場」という。）の隣接市町村住民の安全確保及び環境の保全を図るため、青森県（以下「県」と
いう。）の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

　（安全協定書及び協定の遵守等）
第１条　乙は、ウラン濃縮工場の運転保守に当たっては、県及び六ヶ所村と乙が締結した「六ヶ
所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」（平成３年７月25日締結。
　平成12年10月12日、平成16年11月22日及び平成18年３月29日一部変更。以下「安全協定書」と
いう。）によるほか、この協定に定める事項を遵守し、隣接市町村の住民の安全を確保すると
ともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものとする。
２　乙は、ウラン濃縮工場の品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓
練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期すも
のとする。

　（情報公開及び信頼確保）
第２条　乙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　乙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。
３　第１項に定める情報公開については、核不拡散又は核物質防護に関する事項について留意す
るものとする。

　（施設の新増設等に係る事前了解の報告）
第３条　乙は、安全協定書第３条の規定による事前了解について、甲に報告するものとする。

　（環境放射線等の測定結果の通知）
第４条　乙は、安全協定書第６条第２項の規定による測定結果を県と協議のうえ甲に通知するも
のとする。

　（核燃料物質の輸送計画に関する報告）
第５条　乙は、安全協定書第９条第１項の規定により事前連絡を行ったときは、甲に報告するも
のとする。

　（平常時における報告）
第６条　乙は、甲に対し、安全協定書第10条第１項第１号から第６号までに掲げる事項を定期的
に文書により報告するものとする。

　（異常時における連絡等）
第７条　乙は、安全協定書第11条第１項各号に掲げる事態が発生したときは、甲に対し直ちに連
絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。



117

２　甲は、異常事態が発生した場合における連絡通報を円滑に処理するため、あらかじめ連絡責
任者を定めておくものとする。

　（トラブル事象への対応）
第８条　乙は、前条に該当しないトラブル事象についても、安全協定書第12条の規定による
「六ヶ所ウラン濃縮工場におけるトラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。

　（適切な措置の要求）
第９条　甲は、第７条第１項の規定による連絡を受けた結果、隣接市町村住民の安全確保等のた
め、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、乙に対して県を通じて適切な措置を講ず
ることを求めることができるものとする。
２　乙は、安全協定書第14条第２項の規定により文書による報告を行ったとき及び安全協定書第
14条第３項の規定により協議を行ったときは、甲に報告するものとする。

　（立入調査及び状況説明）
第10条　甲は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、その職
員を乙の管理する場所に立入らせ、必要な調査をさせ、又は乙の管理する場所等において、状
況説明を受けることができるものとする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、乙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲の職員は、立入調査を実施する際、甲の長が発行する立入調査する職員であることを証す
る身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
４　甲は、立入調査結果を公表できるものとする。
５　甲は、前項の公表に当たっては、核不拡散又は核物質防護に関する事項について留意するも
のとする。

　（損害の賠償及び風評被害に係る措置）
第11条　乙は、安全協定書第15条及び第16条の規定による事項に誠意をもって速やかに当たるも
のとする。

　（住民への広報）
第12条　乙は、安全協定書第17条に規定する広報を行おうとするときは、事前に甲に対し連絡す
　るものとする。

　（諸調査への協力）
第13条　乙は、甲が実施する住民の安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（安全対策への協力）
第14条　乙は、甲の防災体制を十分理解のうえ、県及び六ヶ所村が講ずる安全対策に対して積極
的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第15条　甲は、乙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、その違反した内容につい
　て公表するものとする。
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　（協定の改定）
第16条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲又は乙は、この協定の改定について
協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを受けた者は、協議に応ずる
ものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第17条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲及び乙が協議して定めるものとする。

　平成３年９月10日　締結
　平成12年11月29日　一部変更
　平成16年12月３日　一部変更
　平成18年３月31日　一部変更

　　甲　　青森県三沢市桜町一丁目１番38号
　　　　　　三沢市長　　鈴　木　重　令

　　　　　青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地の１
　　　　　　野辺地町長　　亀　田　道　隆

　　　　　青森県上北郡横浜町字寺下35番地
　　　　　　横浜町長　　野　坂　　　充

　　　　　青森県上北郡東北町上北南四丁目32番地484
　　　　　　東北町長　　竹　内　亮　一

　　　　　青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地34
　　　　　　東通村長　　越　善　靖　夫

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月31日当時のものである。
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13　六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋
　設センター周辺地域の安全確保及
　び環境保全に関する協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、丙の設置する六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター（以下
「廃棄物埋設センター」という。）の周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、
「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書（昭和60年４月18日締結）」第５条の
規定に基づき、相互の権利義務等について、電気事業連合会の立会いのもとに次のとおり協定を
締結する。

　（安全確保及び環境保全）
第１条　丙は、廃棄物埋設センターで行う廃棄物埋設に当たっては、放射性物質及びこれによっ
て汚染された物（以下「放射性物質等」という。）により周辺地域の住民及び環境に被害を及
ぼすことのないよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律
第166号。以下「原子炉等規制法」という。）」その他の関係法令及びこの協定に定める事項を
誠実に遵守し、住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるもの
とする。
２　丙は、廃棄物埋設センター品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・
訓練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期す
ものとする。

　（情報公開及び信頼確保）
第２条　丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　丙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
　るものとする。

　（施設の新増設等に係る事前了解）
第３条　丙は、廃棄物埋設施設を新設し、増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、事前
に甲及び乙の了解を得なければならない。

　（放射性物質の放出管理）
第４条　丙は、廃棄物埋設センターから放出する放射性物質について、別表に定める管理目標値
により放出の管理を行うものとする。
２　丙は、前項の放出管理に当たり、可能な限り、放出低減のための技術開発の促進に努めると
ともに、その低減措置の導入を図るものとする。
３　丙は、管理目標値を超えたときは、甲及び乙に連絡するとともに、その原因の調査を行い、
必要な措置を講ずるものとする。
４　丙は、前項の調査の結果及び講じた措置を速やかに甲及び乙に文書により報告しなければな
　らない。
５　甲及び乙は、前項の規定により報告された内容について公表するものとする。
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　（地下水の監視）
第５条　丙は、地下水監視設備において、周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を原子炉
等規制法その他の関係法令に定めるところにより監視するものとする。

　（放射性固体廃棄物の保管管理）
第６条　丙は、放射性固体廃棄物の保管に当たっては、原子炉等規制法その他の関係法令に定め
るところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な措置を講ずるものとする。

　（環境放射線等の測定）
第７条　甲及び丙は、甲が別に定めた「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング
構想、基本計画及び実施要領（平成元年３月作成）」に基づいて廃棄物埋設センターの周辺地
域における環境放射線等の測定を実施するものとする。
２　甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線等の測
定を実施し、その結果を乙に報告するもとする。
３　甲、乙及び丙は、協議のうえ必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものと
する。

　（監視評価会議の運営協力）
第８条　丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するもの
とする。

　（測定の立会い）
第９条　甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第７条第１項又は同条第２項
の規定により丙が実施する環境放射線等の測定に立ち会わせることができるものとする。
２　甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第７条第１項の規定による測定を実施
するために丙が設置する環境放射線等の測定局の機器の状況を直接確認させることができるも
のとする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求め
るものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必
要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。

　（放射性廃棄物の輸送計画に関する事前連絡等）
第10条　丙は、甲及び乙に対し、放射性廃棄物の輸送計画及びその輸送に係る安全対策について
事前に連絡するものとする。
２　丙は、放射性廃棄物の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の指導
を行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（平常時における報告等）
第11条　丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書より報告するものとする。
⑴　廃棄物埋設状況
⑵　放射性物質の放出状況
⑶　放射性固体廃棄物の保管廃棄量
⑷　第５条の規定に基づき実施した地下水中の放射性物質の濃度の測定結果
⑸　第７条第１項の規定に基づき実施した環境放射線等の測定結果
⑹　品質保証の実施状況
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⑺　前各号に掲げるもののほか、甲及び乙において必要と認める事項
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　甲及び乙は、第１項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。

　（異常時における連絡等）
第12条　丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するととも
に、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
⑴　廃棄物埋設センターにおいて事故等が発生し、放射性廃棄物の受入れを停止したとき又は
停止することが必要となったとき。
⑵　放射性物質が、法令で定める周辺監視区域外における濃度限度を超えて放出されたとき。
⑶　放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっ
ても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。
⑷　放射性物質等が管理区域外へ漏えいしたとき。
⑸　放射性廃棄物の輸送中に事故が発生したとき。
⑹　丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
⑺　廃棄物埋設センター敷地内において火災が発生したとき。
⑻　その他異常事態が発生したとき。
⑼　前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　第１項各号に掲げる事態により放射性廃棄物の受入れを停止したときは、丙は、放射性廃棄
物の受入れの再開について甲及び乙と協議しなければならない。
５　甲及び乙は、第１項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。

　（トラブル事象への対応）
第13条　丙は、前条に該当しないトラブル事象についても、「六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設
センターにおけるトラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。

　（立入調査）
第14条　甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは協
議のうえ、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるもの
とする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲及び乙は、第１項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、甲及び乙
の職員以外の者を同行させることができるものとする。
４　甲及び乙は、協議のうえ立入調査結果を公表するものとする。

　（措置の要求等）
第15条　甲及び乙は、第12条第１項の規定による連絡があった場合又は前条第１項の規定による
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　立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると
認めるときは、放射性廃棄物の受入れの停止、環境放射線等の測定、防災対策の実施等必要か
つ適切な措置を講ずることを丙に対し求めるものとする。
２　丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに応ずるとともに、
その講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。
３　丙は、第１項の規定により放射性廃棄物の受入れを停止したときは、放射性廃棄物の受入れ
の再開について甲及び乙と協議しなければならない。

　（損害の賠償）
第16条　丙は、廃棄物埋設センターの廃棄物埋設に起因して、住民に損害を与えたときは、被害
者にその損害を賠償するものとする。

　（風評被害に係る措置）
第17条　丙は、廃棄物埋設センターの廃棄物埋設等に起因する風評によって、生産者、加工業者、
卸売業者、小売業者、旅館業者等に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えた
ときは、「風評による被害対策に関する確認書（平成元年３月31日締結。平成17年４月19日一
部変更）」に基づき速やかに補償等万全の措置を講ずるものとする。

　（住民への広報）
第18条　丙は、廃棄物埋設センターに関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報
の方法等について、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。

　（関連事業者に関する責務）
第19条　丙は、関連事業者に対し、廃棄物埋設センターの廃棄物埋設に係る住民の安全の確保及
び環境の保全並びに秩序の保持について、積極的に指導及び監督を行うとともに、関連事業者
がその指導等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（諸調査への協力）
第20条　丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第21条　丙は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）その他の関係法令の規定に
基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災
害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な
措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及
び強化に努めるものとする。
２　丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
３　丙は、甲及び乙の地域防災対策に積極的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第22条　甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとる
ものとし、丙はこれに従うものとする。
２　甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。
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　（細則）
第23条　この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議のうえ、別に定めるもの
とする。

　（協定の改定）
第24条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対
しこの協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを
受けた者は、協議に応ずるものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第25条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　平成４年９月21日　締結
　平成12年10月12日　一部変更
　平成16年11月22日　一部変更
　平成18年３月29日　一部変更

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾馼字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　　長　　勝　俣　恒　久

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月29日当時のものである。

　（別表）

項　　　　　目 　管理目標値（３箇月平均）

排気口における排気中の放射
性物質濃度

Ｈ－３　　　５×10－４　　Bq／㎤

Ｃo　－60　　３×10－７　　Bq／㎤

Ｃs　－137　　１×10－６　　Bq／㎤

サンプルタンクにおける廃水
中の放射性物質濃度

Ｈ－３　　　６×10０　　　Bq／㎤

Ｃo －60　　１×10－２　　Bq／㎤

Ｃs －137　　７×10－３　　Bq／㎤
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14　六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設セ
　ンター周辺地域の安全確保及び環境保
　全に関する協定の運用に関する細則
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及
び環境保全に関する協定書（以下「協定書」という。）第23条の規定に基づき、次のとおり細則
を定める。

　（関係法令）
第�１条　協定書第１条及び第21条に定める「関係法令」には、核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第51条の18
に規定する保安規定を含むものとする。

　（事前了解の対象）
第�２条　協定書第３条に定める廃棄物埋設施設とは、原子炉等規制法第51条の２第２項第２号に
規定するものをいう。
２�　事前了解を必要とする変更は、原子炉等規制法第51条の５の規定に基づく事業許可の変更申
請を行う場合の変更とする。

　（測定の立会い）
第�３条　協定書第９条第１項及び第２項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する測
定の立会い又は状況の確認をする職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
２�　協定書第９条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３�　前項の者は、測定の立会い等に同行する際、甲又は乙の長が発行する立会い等に同行する者
であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しな
ければならない。

　（連絡の時期）
第�４条　協定書第10条第１項に定める放射性廃棄物の輸送計画に関する事前連絡は、輸送開始２
週間前までとする。
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　（報告の時期等）
第５条　協定書第11条第１項に定める平常時の報告に係る報告の時期等は、次のとおりとする。

２　協定書第11条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（異常事態）
第６条　協定書第12条第１項第８号に規定する異常事態は、放射性物質等の取り扱いに支障を及
ぼす事故、故障をいう。
２　協定書第12条第１項第９号に規定する国への報告対象とされている事象は、「原子炉等規制
法」に基づき報告対象とされている事象をいう。
３　甲、乙及び丙は、異常事態が発生した場合における相互の連絡通報を円滑に行うため、あら
かじめ連絡責任者を定めておくものとする。
４　協定書第12条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

報　　告　　事　　項 報告頻度 報　告　期　限

⑴　廃棄物埋設状況
　イ　受入れ、埋設数量（計画）
　ロ　受入れ、埋設数量（実績）
　ハ　主要な保守状況
　ニ　従事者の被ばく状況
　ホ　女子の従事者の被ばく状況

年度ごと
月ごと
月ごと
四半期ごと
四半期ごと

当該年度開始前まで
当該月終了後30日以内
当該月終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内

⑵　放射性物質の放出状況 月ごと 当該月終了後30日以内

⑶　放射性固体廃棄物の保管廃棄量 月ごと 当該月終了後30日以内

⑷　地下水中の放射性物質の濃度の測定
　結果 月ごと 当該月終了後30日以内

⑸　環境放射線等の測定結果 四半期ごと 当該四半期終了後90日以内

⑹　品質保証の実施状況
　イ　品質保証の実施計画
　ロ　品質保証の実施結果
　ハ　常設の第三者外部監査機関の監査
　　結果

年度ごと
半期ごと
半期ごと

当該年度開始前まで
当該半期終了後30日以内
当該半期終了後30日以内

⑺　その他の事項 その都度 その都度協議のうえ定める
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　（立入調査）
第７条　協定書第14条第１項に定める甲及び乙の職員は、立入調査をする際、甲又は乙の長が発
行する立入調査する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求がある
ときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第14条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、立入調査に同行する際、甲又は乙の長が発行する立入調査に同行する者である
ことを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ
ならない。
４　甲及び乙は、協定書第14条第３項の規定により職員以外の者を同行させた場合、その者がそ
こで知り得た事項を他に漏らすことのないように措置を講ずるものとする。

　（安全確保のための遵守事項）
第８条　協定書第９条、第11条、第12条及び第14条の規定により丙の管理する場所に立ち入る者
は、安全確保のための関係法令を遵守するほか、丙の定める保安上の遵守事項に従うものとす
る。

　（協議）
第９条　この細則の内容について疑義の生じた事項及びこの細則に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　平成４年９月21日　締結
　平成12年10月12日　一部変更
　平成16年11月22日　一部変更

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　　※上記締結当事者の氏名は、平成16年11月22日当時のものである。
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15　六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋
　設センター隣接市町村住民の安全
　確保等に関する協定書
　三沢市、野辺地町、横浜町、東北町及び東通村（以下「甲」という。）と日本原燃株式会社
（以下「乙」という。）の間において、乙の設置する六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター
（以下「廃棄物埋設センター」という。）の隣接市町村住民の安全確保及び環境の保全を図るため、
青森県（以下「県」という。）の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

　（安全協定書及び協定の遵守等）
第１条　乙は、廃棄物埋設センターで行う廃棄物埋設に当たっては、県及び六ヶ所村と乙が締結
した「六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協
定書」（平成４年９月21日締結。平成12年10月12日、平成16年11月22日及び平成18年３月29日
一部変更。以下「安全協定書」という。）によるほか、この協定に定める事項を遵守し、隣接
市町村の住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものとする。
２　乙は、廃棄物埋設センターの品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・
訓練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期す
ものとする。

　（情報公開及び信頼確保）
第２条　乙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　乙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。

　（施設の新増設等に係る事前了解の報告）
第３条　乙は、安全協定書第３条の規定による事前了解について、甲に報告するものとする。

　（環境放射線等の測定結果の通知）
第４条　乙は、安全協定書第７条第２項の規定による測定結果を県と協議のうえ甲に通知するも
のとする。

　（放射性廃棄物の輸送計画に関する報告）
第５条　乙は、安全協定書第10条第１項の規定により事前連絡を行ったときは、甲に報告するも
のとする。

　（平常時における報告）
第６条　乙は、甲に対し、安全協定書第11条第１項第１号から第６号までに掲げる事項を定期的
に文書により報告するものとする。

　（異常時における連絡等）
第７条　乙は、安全協定書第12条第１項各号に掲げる事態が発生したときは、甲に対し直ちに連
絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
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２　甲は、異常事態が発生した場合における連絡通報を円滑に処理するため、あらかじめ連絡責
任者を定めておくものとする。

　（トラブル事象への対応）
第８条　乙は、前条に該当しないトラブル事象についても、安全協定書第13条の規定による
「六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターにおけるトラブル等対応要領」に基づき適切な対
応を行うものとする。

　（適切な措置の要求）
第９条　甲は、第７条第１項の規定による連絡を受けた結果、隣接市町村住民の安全確保等のた
め、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、乙に対して県を通じて適切な措置を講ず
ることを求めることができるものとする。
２　乙は、安全協定書第15条第２項の規定により文書による報告を行ったとき及び安全協定書第
15条第３項の規定により協議を行ったときは、甲に報告するものとする。

　（立入調査及び状況説明）
第10条　甲は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、その職
員を乙の管理する場所に立入らせ、必要な調査をさせ、又は乙の管理する場所等において、状
況説明を受けることができるものとする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、乙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲の職員は、立入調査を実施する際、甲の長が発行する立入調査する職員であることを証す
る身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
４　甲は、立入調査結果を公表できるものとする。

　（損害の賠償及び風評被害に係る措置）
第11条　乙は、安全協定書第16条及び第17条の規定による事項に誠意をもって速やかに当たるも
のとする。

　（住民への広報）
第12条　乙は、安全協定書第18条に規定する広報を行おうとするときは、事前に甲に対し連絡す
るものとする。

　（諸調査への協力）
第13条　乙は、甲が実施する住民の安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（安全対策への協力）
第14条　乙は、甲の防災体制を十分理解のうえ、県及び六ヶ所村が講ずる安全対策に対して積極
的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第15条　甲は、乙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、その違反した内容につい
て公表するものとする。
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　（協定の改定）
第16条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲又は乙は、その協定の改定について
協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを受けた者は、協議に応ずる
ものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第17条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲及び乙が協議して定めるものとする。

　平成４年10月26日　締結
　平成12年11月29日　一部変更
　平成16年12月３日　一部変更
　平成18年３月31日　一部変更

　　甲　　青森県三沢市桜町一丁目１番38号
　　　　　　三沢市長　　鈴　木　重　令

　　　　　青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地の１
　　　　　　野辺地町長　　亀　田　道　隆

　　　　　青森県上北郡横浜町字寺下35番地
　　　　　　横浜町長　　野　坂　　　充

　　　　　青森県上北郡東北町上北南四丁目32番地484
　　　　　　東北町長　　竹　内　亮　一

　　　　　青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地34
　　　　　　東通村長　　越　善　靖　夫

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月31日当時のものである。
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16　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯
　蔵管理センター周辺地域の安全確
　保及び環境保全に関する協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、丙の設置する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター（以
下「貯蔵管理センター」という。）の周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、
「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書（昭和60年４月18日締結）」第５条の
規定に基づき、相互の権利義務等について、電気事業連合会の立会いのもとに次のとおり協定を
締結する。

　（安全確保及び環境保全）
第１条　丙は、貯蔵管理センターで行う高レベル放射性廃棄物（我が国の電力会社が、海外に再
処理を委託した使用済燃料の再処理に伴い発生する高レベル放射性液体廃棄物をステンレス鋼
製容器にほうけい酸ガラスを固化材として固化したものであって、我が国の電力会社に返還さ
れるもの。以下「ガラス固化体」という。）の一時貯蔵管理に当たっては、放射性物質及びこ
れによって汚染された物（以下「放射性物質等」という。）により周辺地域の住民及び環境に
被害を及ぼすことのないよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和
32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）その他の関係法令及びこの協定に定める
事項を誠実に遵守し、住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ず
るものとする。
２　丙は、貯蔵管理センターの品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・
訓練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期す
ものとする。

　（情報公開及び信頼確保）
第２条　丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　丙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。

　（管理期間等）
第３条　第１条の「ガラス固化体の一時貯蔵管理」（以下「廃棄物管理」という。）の期間（以下
　「管理期間」という。）は、それぞれのガラス固化体について、貯蔵管理センターに受け入れた
日から30年間から50年間とし、丙は、管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会
社に搬出させるものとする。

　（施設の新増設等に係る事前了解）
第４条　丙は、前条の廃棄物管理に係る施設を新設し、増設し、変更し、又は廃止しようとする
ときは、事前に甲及び乙の了解を得なければならない。

　（放射性物質の放出管理）
第５条　丙は、貯蔵管理センターから放出する放射性物質について、別表に定める管理目標値に



131

より放出の管理を行うものとする。
２　丙は、前項の放出管理に当たり、可能な限り、放出低減のための技術開発の促進に努めると
ともに、その低減措置の導入を図るものとする。
３　丙は、管理目標値を超えたときは、甲及び乙に連絡するとともに、その原因の調査を行い、
必要な措置を講ずるものとする。
４　丙は、前項の調査の結果及び講じた措置を速やかに甲及び乙に文書により報告しなければな
らない。
５　甲及び乙は、前項の規定により報告された内容について公表するものとする。

　（放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管管理）
第６条　丙は、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管に当たっては、原子炉等規制法そ
の他の関係法令に定めるところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な措置を講ずる
ものとする。

　（環境放射線等の測定）
第７条　甲及び丙は、甲が別に定めた「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング
構想、基本計画及び実施要領（平成元年３月作成）」に基づいて貯蔵管理センターの周辺地域
における環境放射線等の測定を実施するものとする。
２　甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線等の測
定を実施し、その結果を乙に報告するものとする。
３　甲、乙及び丙は、協議のうえ必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものと
する。

　（監視評価会議の運営協力）
第８条　丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するもの
とする。

　（測定の立会い）
第９条　甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第７条第１項又は同条第２項
の規定により丙が実施する環境放射線等の測定に立ち会わせることができるものとする。
２　甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第７条第１項の規定による測定を実施
するために丙が設置する環境放射線等の測定局の機器の状況を直接確認させることができるも
のとする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求め
るものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必
要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。

　（ガラス固化体の輸送計画に関する事前連絡等）
第10条　丙は、甲及び乙に対し、ガラス固化体の輸送計画及びその輸送に係る安全対策について
事前に連絡するものとする。
２　丙は、ガラス固化体の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の指導
を行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（平常時における報告等）
第11条　丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書により報告するものとす
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　る。
⑴　廃棄物管理状況
⑵　放射性物質の放出状況
⑶　放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管廃棄量
⑷　第７条第１項の規定に基づき実施した環境放射線等の測定結果
⑸　品質保証の実施状況
⑹　前各号に掲げるもののほか、甲及び乙において必要と認める事項
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　甲及び乙は、第１項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。

　（異常時における連絡等）
第12条　丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するととも
に、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
　⑴　貯蔵管理センターにおいて事故等が発生し、ガラス固化体の受入れを停止したとき又は停
　止することが必要となったとき。
　⑵　放射性物質が、法令で定める周辺監視区域外における濃度限度を超えて放出されたとき。
　⑶　放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっ
　ても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。
　⑷　放射性物質等が管理区域外へ漏えいしたとき。
　⑸　ガラス固化体の輸送中に事故が発生したとき。
　⑹　丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
　⑺　貯蔵管理センター敷地内において火災が発生したとき。
　⑻　その他異常事態が発生したとき。
　⑼　前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　第１項各号に掲げる事態によりガラス固化体の受入れを停止したときは、丙は、ガラス固化
体の受入れの再開について甲及び乙と協議しなければならない。
５　甲及び乙は、第１項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。

　（トラブル事象への対応）
第13条　丙は、前条に該当しないトラブル事象についても、「六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵
管理センターにおけるトラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。

　（立入調査）
第14条　甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは協
議のうえ、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるもの
とする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
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３　甲及び乙は、第１項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、甲及び乙
の職員以外の者を同行させることができるものとする。
４　甲及び乙は、協議のうえ立入調査結果を公表するものとする。

　（措置の要求等）
第15条　甲及び乙は、第12条第１項の規定による連絡があった場合又は前条第１項の規定による
立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると
認めるときは、ガラス固化体の受入れの停止、環境放射線等の測定、防災対策の実施等必要か
つ適切な措置を講ずることを丙に対し求めるものとする。
２　丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに応ずるとともに、
その講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。
３　丙は、第１項の規定によりガラス固化体の受入れを停止したときは、ガラス固化体の受入れ
の再開について甲及び乙と協議しなければならない。

　（損害の賠償）
第16条　丙は、貯蔵管理センターの廃棄物管理に起因して、住民に損害を与えたときは、被害者
にその損害を賠償するものとする。

　（風評被害に係る措置）
第17条　丙は、貯蔵管理センターの廃棄物管理等に起因する風評によって、生産者、加工業者、
卸売業者、小売業者、旅館業者等に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えた
ときは、「風評による被害対策に関する確認書（平成元年３月31日締結。平成17年４月19日一
部変更）」に基づき速やかに補償等万全の措置を講ずるものとする。

　（住民への広報）
第18条　丙は、貯蔵管理センターに関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報の
方法等について、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。

　（関連事業者に関する責務）
第19条　丙は、関連事業者に対し、貯蔵管理センターの廃棄物管理に係る住民の安全の確保及び
環境の保全並びに秩序の保持について、積極的に指導及び監督を行うとともに、関連事業者が
その指導等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（諸調査への協力）
第20条　丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第21条　丙は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）その他の関係法令の規定に
基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災
害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な
措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及
び強化に努めるものとする。
２　丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
３　丙は、甲及び乙の地域防災対策に積極的に協力するものとする。
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　（違反時の措置）
第22条　甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとる
ものとし、丙はこれに従うものとする。
２　甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。

　（細則）
第23条　この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議のうえ、別に定めるもの
とする。

　（協定の改定）
第24条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対
しこの協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを
受けた者は、協議に応ずるものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第25条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　平成６年12月26日　締結
　平成12年10月12日　一部変更
　平成16年11月22日　一部変更
　平成18年３月29日　一部変更

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　　長　　勝　俣　恒　久

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月29日当時のものである。

　（別表）

項　　　　　目 　管理目標値（３箇月平均値）

排気口における排気中の放射
性物質濃度

放射性ルテニウム　１×10－７（Bq／㎤）
放射性セシウム　　９×10－７（Bq／㎤）



135

17　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管
　理センター周辺地域の安全確保及び環境
　保全に関する協定の運用に関する細則
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確
保及び環境保全に関する協定書（以下「協定書」という。）第23条の規定に基づき、次のとおり
細則を定める。

　（関係法令）
第１条　協定書第１条及び第21条に定める「関係法令」には、核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第51条の18
に規定する保安規定を含むものとする。

　（事前了解の対象）
第２条　協定書第４条に定める廃棄物管理に係る施設は、原子炉等規制法第51条の２第２項第２
号に規定するもののうち、ガラス固化体に係るものをいう。
２　事前了解を必要とする変更は、原子炉等規制法第51条の５の規定に基づく事業許可の変更申
請を行う場合の変更とする。

　（測定の立会い）
第３条　協定書第９条第１項及び第２項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する測
定の立会い又は状況の確認をする職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第９条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、測定の立会い等に同行する際、甲又は乙の長が発行する立会い等に同行する者
であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しな
ければならない。

　（連絡の時期）
第４条　協定書第10条第１項に定めるガラス固化体の輸送計画に関する事前連絡は、輸送開始２
週間前までとする。
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　（報告の時期等）
第５条　協定書第11条第１項に定める平常時の報告に係る報告の時期等は、次のとおりとする。

２　協定書第11条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（異常事態）
第６条　協定書第12条第１項第８号に規定する異常事態は、放射性物質等の取り扱いに支障を及
ぼす事故、故障をいう。
２　協定書第12条第１項第９号に規定する国への報告対象とされている事象は、「原子炉等規制
法」に基づき報告対象とされている事象をいう。
３　甲、乙及び丙は、異常事態が発生した場合における相互の連絡通報を円滑に行うため、あら
かじめ連絡責任者を定めておくものとする。
４　協定書第12条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（立入調査）
第７条　協定書第14条第１項に定める甲及び乙の職員は、立入調査をする際、甲又は乙の長が発

報　　告　　事　　項 報告頻度 報　告　期　限

⑴　廃棄物管理状況
　イ　受入れ、管理数量（計画）
　ロ　受入れ、管理数量（実績）
　ハ　主要な保守状況
　ニ　定期検査の実施計画
　ホ　定期検査の実施結果
　ヘ　従事者の被ばく状況
　ト　女子の従事者の被ばく状況

年度ごと
月ごと
月ごと
検査の都度
検査の都度
四半期ごと
四半期ごと

当該年度開始前まで
当該月終了後30日以内
当該月終了後30日以内
当該検査開始前まで
当該検査終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内

⑵　放射性物質の放出状況 月ごと 当該月終了後30日以内

⑶　放射性液体廃棄物及び放射性固体廃
　棄物の保管廃棄量 月ごと 当該月終了後30日以内

⑷　環境放射線等の測定結果 四半期ごと 当該四半期終了後90日以内

⑸　品質保証の実施状況
　イ　品質保証の実施計画
　ロ　品質保証の実施結果
　ハ　常設の第三者外部監査機関の監査
　　結果

年度ごと
半期ごと
半期ごと

当該年度開始前まで
当該半期終了後30日以内
当該半期終了後30日以内

⑹　その他の事項 その都度 その都度協議のうえ定める
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行する立入調査する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求がある
ときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第14条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、立入調査に同行する際、甲又は乙の長が発行する立入調査に同行する者である
ことを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ
ならない。
４　甲及び乙は、協定書第14条第３項の規定により職員以外の者を同行させた場合、その者がそ
こで知り得た事項を他に漏らすことのないように措置を講ずるものとする。

　（安全確保のための遵守事項）
第８条　協定書第９条、第11条、第12条及び第14条の規定により丙の管理する場所に立ち入る者
は、安全確保のための関係法令を遵守するほか、丙の定める保安上の遵守事項に従うものとす
る。

　（協議）
第９条　この細則の内容について疑義の生じた事項及びこの細則に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　平成６年12月26日　締結
　平成12年10月12日　一部変更
　平成16年11月22日　一部変更

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　　※上記締結当事者の氏名は、平成16年11月22日当時のものである。
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18　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯
　蔵管理センター隣接市町村住民の
　安全確保等に関する協定書
　三沢市、野辺地町、横浜町、東北町及び東通村（以下「甲」という。）と日本原燃株式会社
（以下「乙」という。）の間において、乙の設置する六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
（以下「貯蔵管理センター」という。）の隣接市町村住民の安全確保及び環境の保全を図るため、
青森県（以下「県」という。）の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

　（安全協定書及び協定の遵守等）
第１条　乙は、貯蔵管理センターで行う高レベル放射性廃棄物（我が国の電力会社が、海外に再
処理を委託した使用済燃料の再処理に伴い発生する高レベル放射性液体廃棄物をステンレス鋼
製容器にほうけい酸ガラスを固化材として固化したものであって、我が国の電力会社に返還さ
れるもの。以下「ガラス固化体」という。）の一時貯蔵管理に当たっては、県及び六ヶ所村と
乙が締結した「六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保
全に関する協定書」（平成６年12月26日締結。平成12年10月12日、平成16年11月22日及び平成
18年３月29日一部変更。以下「安全協定書」という。）によるほか、この協定に定める事項を
遵守し、隣接市町村の住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ず
るものとする。
２　乙は、貯蔵管理センターの品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・
訓練の徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期す
ものとする。

　（情報公開及び信頼確保）
第２条　乙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　乙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。

　（管理期間等）
第３条　第１条の「ガラス固化体の一時貯蔵管理」の期間（以下「管理期間」という。）は、そ
れぞれのガラス固化体について、貯蔵管理センターに受入れた日から30年間から50年間とし、
乙は、管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させるものとする。

　（施設の新増設等に係る事前了解の報告）
第４条　乙は、安全協定書第４条の規定による事前了解について、甲に報告するものとする。

　（環境放射線等の測定結果の通知）
第５条　乙は、安全協定書第７条第２項目の規定による測定結果を県と協議のうえ甲に通知する
もとのする。

　（ガラス固化体の輸送計画に関する報告）
第６条　乙は、安全協定書第10条第１項の規定により事前連絡を行ったときは、甲に報告するも
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のとする。

　（平常時における報告）
第７条　乙は、甲に対し、安全協定書第11条第１項第１号から第５号までに掲げる事項を定期的
に文書により報告するもとのする。

　（異常時における連絡等）
第８条　乙は、安全協定書第12条第１項各号に掲げる事態が発生したときは、甲に対し直ちに連
絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
２　甲は、異常事態が発生した場合における連絡通報を円滑に処理するため、あらかじめ連絡責
任者を定めておくものとする。

　（トラブル事象への対応）
第９条　乙は、前条に該当しないトラブル事象についても、安全協定書第13条の規定による
「六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおけるトラブル等対応要領」に基づき適切
な対応を行うものとする。

　（適切な措置の要求）
第10条　甲は、第８条第１項の規定による連絡を受けた結果、隣接市町村住民の安全確保等のた
め、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、乙に対して県を通じて適切な措置を講ず
ることを求めることができるものとする。
２　乙は、安全協定書第15条第２項の規定により文書による報告を行ったとき及び安全協定書第
15条第３項の規定により協議を行ったときは、甲に報告するものとする。

　（立入調査及び状況説明）
第11条　甲は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、その職
員を乙の管理する場所に立入らせ、必要な調査をさせ、又は乙の管理する場所等において、状
況説明を受けることができるものとする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、乙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲の職員は、立入調査を実施する際、甲の長が発行する立入調査する職員であることを証す
る身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
４　甲は、立入調査結果を公表できるものとする。

　（損害の賠償及び風評被害に係る措置）
第12条　乙は、安全協定書第16条及び第17条の規定による事項に誠意をもって速やかに当たるも
のとする。

　（住民への広報）
第13条　乙は、安全協定書第18条に規定する広報を行おうとするときは、事前に甲に対し連絡す
るものとする。

　（諸調査への協力）
第14条　乙は、甲が実施する住民の安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。
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　（安全対策への協力）
第15条　乙は、甲の防災体制を十分理解のうえ、県及び六ヶ所村が講ずる安全対策に対して積極
的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第16条　甲は、乙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、その違反した内容につい
て公表するものとする。

　（協定の改定）
第17条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲又は乙は、この協定の改定について
協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを受けた者は、協議に応ずる
ものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第18条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲及び乙が協議して定めるものとする。

　平成７年１月25日　締結
　平成12年11月29日　一部変更
　平成16年12月３日　一部変更
　平成18年３月31日　一部変更

　　甲　　青森県三沢市桜町一丁目１番38号
　　　　　　三沢市長　　鈴　木　重　令

　　　　　青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地の１
　　　　　　野辺地町長　　亀　田　道　隆

　　　　　青森県上北郡横浜町字寺下35番地
　　　　　　横浜町長　　野　坂　　　充

　　　　　青森県上北郡東北町上北南四丁目32番484
　　　　　　東北町長　　竹　内　亮　一

　　　　　青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地34
　　　　　　東通村長　　越　善　靖　夫

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月31日当時のものである。
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19　六ヶ所再処理工場における使用済燃料
　の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験
　に伴う使用済燃料等の取扱いに当たって
　の周辺地域の安全確保及び環境保全に関
　する協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、丙の設置する六ヶ所再処理工場（以下「再処理工場」という。）
　の周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、「原子燃料サイクル施設の立地への
協力に関する基本協定書（昭和60年４月18日締結）」第５条の規定に基づき、相互の権利義務等
について、電気事業連合会の立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

　（適用範囲）
第１条　この協定は、再処理工場で行う使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴
う使用済燃料等の取扱いについて適用する。

　（安全確保及び環境保全）
第２条　丙は、再処理工場の運転保守に当たっては、放射性物質及びこれによって汚染された物
（以下「放射性物質等」という。）により周辺地域の住民及び環境に被害を及ぼすことのないよ
う「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下
　「原子炉等規制法」という。）」その他の関係法令及びこの協定に定める事項を誠実に遵守し、
住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものとする。
２　丙は、再処理工場の品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓練の
徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期すものと
する。

　（情報公開及び信頼確保）
第３条　丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　丙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。

　（施設の新設等に係る事前了解）
第４条　丙は、再処理施設を新設し、変更し、又は廃止しようとするときは、事前に甲及び乙の
了解を得なければならない。

　（放射性物質の放出管理）
第５条　丙は、再処理工場から放出する放射性物質について、別表に定める管理目標値により放
出の管理を行うものとする。
２　丙は、前項の放出管理に当たり、可能な限り、放出低減のための技術開発の促進に努めると
ともに、その低減措置の導入を図るものとする。
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３　丙は、管理目標値を超えたときは、甲及び乙に連絡するとともに、その原因の調査を行い、
必要な措置を講ずるものとする。
４　丙は、前項の調査の結果及び講じた措置を速やかに甲及び乙に文書により報告しなければな
らない。
５　甲及び乙は、前項の規定により報告された内容について公表するものとする。

　（使用済燃料等の保管管理）
第６条　丙は、使用済燃料及び製品の貯蔵並びに放射性固体廃棄物の保管に当たっては、原子炉
等規制法その他の関係法令に定めるところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な措
置を講ずるものとする。

　（環境放射線等の測定）
第７条　甲及び丙は、甲が別に定めた「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング
構想、基本計画及び実施要領（平成元年３月作成）」に基づいて再処理工場の周辺地域におけ
る環境放射線等の測定を実施するものとする。
２　甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線等の測
定を実施し、その結果を乙に報告するものとする。
３　甲、乙及び丙は、協議のうえ必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものと
　する。

　（監視評価会議の運営協力）
第８条　丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するもの
とする。

　（測定の立会い）
第９条　甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第７条第１項又は同条第２項
の規定により丙が実施する環境放射線等の測定に立ち会わせることができるものとする。
２　甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第７条第１項の規定による測定を実施
するために丙が設置する環境放射線等の測定局の機器の状況を直接確認させることができるも
のとする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求め
るものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必
要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。

　（使用済燃料の輸送計画に関する事前連絡等）
第10条　丙は、甲及び乙に対し、使用済燃料の輸送計画及びその輸送に係る安全対策について事
前に連絡するものとする。
２　丙は、使用済燃料の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の指導を
行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（平常時における報告等）
第11条　丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書により報告するものとす
る。
⑴　再処理工場の運転保守状況
⑵　放射性物質の放出状況
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⑶　放射性固体廃棄物の保管廃棄量
⑷　第７条第１項の規定に基づき実施した環境放射線等の測定結果
⑸　品質保証の実施状況
⑹　前各号に掲げるもののほか、甲及び乙において必要と認める事項
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　甲及び乙は、第１項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。

　（異常時における連絡等）
第12条　丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するととも
に、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
⑴　再処理工場に事故等が発生し、運転が停止したとき又は停止することが必要になったとき。
⑵　放射性物質が、法令で定める周辺監視区域外における濃度限度等を超えて放出されたとき。
⑶　放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっ
ても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。
⑷　放射性物質等が管理区域外へ漏えいしたとき。
⑸　使用済燃料の輸送中に事故が発生したとき。
⑹　丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
⑺　再処理工場敷地内において火災が発生したとき。
⑻　その他異常事態が発生したとき。
⑼　前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　第１項各号に掲げる事態により再処理工場の運転を停止したときは、丙は、運転の再開につ
いて甲及び乙と協議しなければならない。
５　甲及び乙は、第１項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。

　（トラブル事象への対応）
第13条　丙は、前条に該当しないトラブル事象についても、「六ヶ所再処理工場におけるアクティ
ブ試験等に係るトラブル等対応要領」に基づき適切な対応を行うものとする。

　（立入調査）
第14条　甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは協
議のうえ、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるもの
とする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲及び乙は、第１項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、甲及び乙
の職員以外の者を同行させることができるものとする。
４　甲及び乙は、協議のうえ立入調査結果を公表するものとする。
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　（措置の要求等）
第15条　甲及び乙は、第12条第１項の規定による連絡があった場合又は前条第１項の規定による
立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると
認めるときは、再処理工場の運転の停止、環境放射線等の測定、防災対策の実施等必要かつ適
切な措置を講ずることを丙に対し求めるものとする。
２　丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに速やかに応じ、そ
の講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。
３　丙は、第１項の規定により再処理工場の運転を停止したときは、運転の再開について甲及び
乙と協議しなければならない。

　（損害の賠償）
第16条　丙は、再処理工場の運転保守に起因して、住民に損害を与えたときは、被害者にその損
害を賠償するものとする。

　（風評被害に係る措置）
第17条　丙は、再処理工場の運転保守等に起因する風評によって、生産者、加工業者、卸売業者、
小売業者、旅館業者等に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えたときは、
　「風評による被害対策に関する確認書（平成元年３月31日締結。平成17年４月19日一部変更）」
　に基づき速やかに補償等万全の措置を講ずるものとする。

　（住民への広報）
第18条　丙は、再処理工場に関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報の方法等
について、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。

　（関連事業者に関する責務）
第19条　丙は、関連事業者に対し、再処理工場の運転保守に係る住民の安全の確保及び環境の保
全並びに秩序の保持について、積極的に指導及び監督を行うとともに、関連事業者がその指導
等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（諸調査への協力）
第20条　丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第21条　丙は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）その他の関係法令の規定に
基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災
害が生じる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な
措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及
び強化に努めるものとする。
２　丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
３　丙は、甲及び乙の地域防災対策に積極的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第22条　甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとる
ものとし、丙はこれに従うものとする。
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２　甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。

　（細則）
第23条　この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議のうえ、別に定めるもの
とする。

　（協定の改定）
第24条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対
しこの協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを
受けた者は、協議に応ずるものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第25条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　附則
１　甲、乙及び丙が平成16年11月22日付けで締結した六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受
入れ及び貯蔵並びにウラン試験に伴うウランの取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環
境保全に関する協定は、この協定の締結をもって廃止する。
２　この協定は、この協定の施行前に受入れた使用済燃料及びウランについても適用する。

　この協定の締結を証するために、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び立会人において、署名押
印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

　平成18年３月29日

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　　長　　勝　俣　恒　久　
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　（別表）
　　　　放射性液体廃棄物の放射性物質の放出量の管理目標値

　　　　放射性気体廃棄物の放射性物質の放出量の管理目標値

核　　　　　種 管　理　目　標　値

○Ｈ－３
○よう素
　　Ｉ－129
　　Ｉ－131
○その他核種
　　アルファ線を放出する核種
　　アルファ線を放出しない核種

1.8×1016　　 Bq／年

4.3×1010　　 Bq／年
1.7×1011　　 Bq／年

3.8×10９　　 Bq／年
2.1×1011　　 Bq／年

核　　　　　種 管　理　目　標　値

○希ガス
　　Kr－85
○　Ｈ－３
○　Ｃ－14
○よう素
　　Ｉ－129
　　Ｉ－131
○その他核種
　　アルファ線を放出する核種
　　アルファ線を放出しない核種

3.3×1017　　 Bq／年
1.9×1015　　 Bq／年
5.2×1013　　Bq／年

1.1×1010　　 Bq／年
1.7×1010　　 Bq／年

3.3×10８　　Bq／年
9.4×1010　　 Bq／年
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20　六ヶ所再処理工場における使用済燃料
　の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験
　に伴う使用済燃料等の取扱いに当たって
　の周辺地域の安全確保及び環境保全に関
　する協定の運用に関する細則

　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）の間において、六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにア
クティブ試験に伴う使用済燃料等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関す
る協定書（以下「協定書」という。）第23条の規定に基づき、次のとおり細則を定める。

　（関係法令）
第１条　協定書第２条及び第21条に定める「関係法令」には、核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第50条に規
定する保安規定を含むものとする。

　（情報公開）
第２条　協定書第３条に定める情報公開については、核不拡散又は核物質防護に関する事項につ
いて留意するものとする。

　（事前了解の対象）
第３条　協定書第４条に定める再処理施設とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和
46年総理府令第10号）第１条の２第１項第２号に規定するものをいう。
２　事前了解を必要とする変更は、原子炉等規制法第44条の４の規定に基づく事業指定の変更の
許可の申請を行う場合の変更とする。

　（測定の立会い）
第４条　協定書第９条第１項及び第２項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する測
定の立会い又は状況の確認をする職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第９条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、測定の立会い等に同行する際、甲又は乙の長が発行する立会い等に同行する者
であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しな
ければならない。

　（連絡の時期）
第５条　協定書第10条第１項に定める使用済燃料の輸送計画に関する事前連絡は、輸送開始２週
間前までとする。
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　（報告の時期等）
第６条　協定書第11条第１項に定める平常時の報告に係る報告の時期等は、次のとおりとする。

２　協定書第11条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（異常事態）
第７条　協定書第12条第１項第８号に規定する異常事態は、放射性物質等の取り扱いに支障を及
ぼす事故、故障をいう。
２　協定書第12条第１項第９号に規定する国への報告対象とされている事象は、「原子炉等規制
法」に基づき報告対象とされている事象をいう。
３　甲、乙及び丙は、異常事態が発生した場合における相互の連絡通報を円滑に行うため、あら
かじめ連絡責任者を定めておくものとする。
４　協定書第12条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所

報　　告　　事　　項 報告頻度 報　告　期　限

⑴　再処理工場の運転保守状況
　イ　使用済燃料の受入れ量、再処理量
　　及び在庫量並びに製品の生産量（計
　　画）
　ロ　使用済燃料の受入れ量、再処理量
　　及び在庫量並びに製品の生産量（実
　　績）
　ハ　主要な保守状況
　ニ　定期検査の実施計画
　ホ　定期検査の実施結果
　ヘ　従事者の被ばく状況
　ト　女子の従事者の被ばく状況
　チ　アクティブ試験実施状況

年度ごと

月ごと

月ごと
検査の都度
検査の都度
四半期ごと
四半期ごと
月ごと

当該年度開始前まで

当該月終了後30日以内

当該月終了後30日以内
当該検査開始前まで
当該検査終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該月終了後30日以内

⑵　放射性物質の放出状況 月ごと 当該月終了後30日以内

⑶　放射性固体廃棄物の保管廃棄量 月ごと 当該月終了後30日以内

⑷　環境放射線等の測定結果 四半期ごと 当該四半期終了後90日以内

⑸　品質保証の実施状況
　イ　品質保証の実施計画
　ロ　品質保証の実施結果
　ハ　常設の第三者外部監査機関の監査
　　結果

年度ごと
半期ごと
半期ごと

当該年度開始前まで
当該半期終了後30日以内
当該半期終了後30日以内

⑹　その他の事項 その都度 その都度協議のうえ定める
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等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（立入調査）
第８条　協定書第14条第１項に定める甲及び乙の職員は、立入調査をする際、甲又は乙の長が発
行する立入調査する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求がある
ときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第14条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した六ヶ所村原子力安全管理委員会の委員とする。
３　前項の者は、立入調査に同行する際、甲又は乙の長が発行する立入調査に同行する者である
ことを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ
ならない。
４　甲及び乙は、協定書第14条第３項の規定により職員以外の者を同行させた場合、その者がそ
こで知り得た事項を他に漏らすことのないように措置を講ずるものとする。

　（措置の要求等）
第９条　協定書第15条第１項に定める「再処理工場の運転の停止」には、安全確保のため必要な
操作は含まないものとする。

　（安全確保のための遵守事項）
第10条　協定書第９条、第11条、第12条及び第14条の規定により丙の管理する場所に立ち入る者
は、安全確保のための関係法令を遵守するほか、丙の定める保安上の遵守事項に従うものとす
る。

　（公表）
第11条　甲及び乙は、協定書に基づく公表に当たっては、核不拡散又は核物質防護に関する事項
について留意するものとする。

　（協議）
第12条　この細則の内容について疑義の生じた事項及びこの細則に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　附則
１　甲、乙及び丙が平成16年11月22日付けで締結した六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受
入れ及び貯蔵並びにウラン試験に伴うウランの取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環
境保全に関する協定の運用に関する細則は、この細則の締結をもって廃止する。
２　この細則は、この細則の施行前に受入れた使用済燃料及びウランについても適用する。

　この細則の締結を証するために、本書３通を作成し、甲、乙、丙において、署名押印のうえ、
各自その１通を保有するものとする。

　平成18年３月29日

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾
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　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　丙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月29日当時のものである。
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21　六ヶ所再処理工場における使用済燃料
　の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験
　に伴う使用済燃料等の取扱いに当たって
　の隣接市町村住民の安全確保等に関する
　協定書
　三沢市、野辺地町、横浜町、東北町及び東通村（以下「甲」という。）と日本原燃株式会社
（以下「乙」という。）の間において、乙の設置する六ヶ所再処理工場（以下「再処理工場」とい
う。）の隣接市町村住民の安全確保及び環境の保全を図るため、青森県（以下「県」という。）の
立会いのもとに次のとおり協定を締結する。

　（適用範囲）
第１条　この協定は、再処理工場で行う使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴
う使用済燃料等の取扱いについて適用する。

　（安全協定書及び協定の遵守等）
第２条　乙は、再処理工場の運転保守に当たっては、平成18年３月29日付けで県及び六ヶ所村と
乙が締結した「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験
に伴う使用済燃料等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書�

　（以下「安全協定書」という。）」によるほか、この協定に定める事項を遵守し、隣接市町村の
住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものとする。
２　乙は、再処理工場の品質保証体制及び保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓練の
徹底、業務従事者の安全管理の強化、最良技術の採用等に努め、安全確保に万全を期すものと
する。

　（情報公開及び信頼確保）
第３条　乙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　乙は、住民との情報共有、意見交換等により相互理解の形成を図り、信頼関係の確保に努め
るものとする。
３　第１項に定める情報公開については、核不拡散又は核物質防護に関する事項について留意す
るものとする。

　（施設の新設等に係る事前了解の報告）
第４条　乙は、安全協定書第４条の規定による事前了解について、甲に報告するものとする。

　（環境放射線等の測定結果の通知）
第５条　乙は、安全協定書第７条第２項の規定による測定結果を県と協議のうえ甲に通知するも
のとする。
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　（使用済燃料の輸送計画に関する報告）
第６条　乙は、安全協定書第10条第１項の規定により事前連絡を行ったときは、甲に報告するも
のとする。

　（平常時における報告）
第７条　乙は、甲に対し、安全協定書第11条第１項第１号から第５号までに掲げる事項を定期的
に文書により報告するものとする。

　（異常時における連絡等）
第８条　乙は、安全協定書第12条第１項各号に掲げる事態が発生したときは、甲に対し直ちに連
絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
２　甲は、異常事態が発生した場合における連絡通報を円滑に処理するため、あらかじめ連絡責
任者を定めておくものとする。

　（トラブル事象への対応）
第９条　乙は、前条に該当しないトラブル事象についても、安全協定書第13条の規定による
「六ヶ所再処理工場におけるアクティブ試験等に係るトラブル等対応要領」に基づき適切な対
応を行うものとする。

　（適切な措置の要求）
第10条　甲は、第８条第１項の規定による連絡を受けた結果、隣接市町村住民の安全確保等のた
め、特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、乙に対して県を通じて適切な措置を講ず
ることを求めることができるものとする。
２　乙は、安全協定書第15条第２項の規定により文書による報告を行ったとき及び安全協定書第
15条第３項の規定により協議を行ったときは、甲に報告するものとする。

　（立入調査及び状況説明）
第11条　甲は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、その職
員を乙の管理する場所に立入らせ、必要な調査をさせ、又は乙の管理する場所等において、状
況説明を受けることができるものとする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、乙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲の職員は、立入調査を実施する際、甲の長が発行する立入調査する職員であることを証す
る身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
４　甲は、立入調査結果を公表できるものとする。
５　甲は、前項の公表に当たっては、核不拡散又は核物質防護に関する事項について留意するも
のとする。

　（損害の賠償及び風評被害に係る措置）
第12条　乙は、安全協定書第16条及び第17条の規定による事項に誠意をもって速やかに当たるも
のとする。

　（住民への広報）
第13条　乙は、安全協定書第18条に規定する広報を行おうとするときは、事前に甲に対し連絡す
るものとする。



153

　（諸調査への協力）
第14条　乙は、甲が実施する住民の安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（安全対策への協力）
第15条　乙は、甲の防災体制を十分理解のうえ、県及び六ヶ所村が講ずる安全対策に対して積極
的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第16条　甲は、乙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、その違反した内容につい
て公表するものとする。

　（協定の改定）
第17条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲又は乙は、この協定の改定について
協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを受けた者は、協議に応ずる
ものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第18条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲及び乙が協議して定めるものとする。

　附則
１　甲及び乙が平成16年12月３日付けで締結した六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ
及び貯蔵並びにウラン試験に伴うウランの取扱いに当たっての隣接市町村住民の安全確保等に
関する協定は、この協定の締結をもって廃止する。
２　この協定は、この協定の施行前に受入れた使用済燃料及びウランについても適用する。

　　この協定の締結を証するために、本書７通を作成し、甲、乙及び立会人において、記名押印
のうえ、各自その１通を保有するものとする。

　平成18年３月31日

　　甲　　青森県三沢市桜町一丁目１番38号
　　　　　　三沢市長　　鈴　木　重　令

　　　　　青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地の１
　　　　　　野辺地町長　　亀　田　道　隆

　　　　　青森県上北郡横浜町字寺下35番地
　　　　　　横浜町長　　野　坂　　　充

　　　　　青森県上北郡東北町上北南四丁目32番地484
　　　　　　東北町長　　竹　内　亮　一
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　　　　　青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地34
　　　　　　東通村長　　越　善　靖　夫

　　乙　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　立会人　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　※上記締結当事者の氏名は、平成18年３月31日当時のものである。



155

22　日本原燃株式会社六ヶ所高レベル放射
　性廃棄物貯蔵管理センター及び六ヶ所再
　処理工場におけるアクティブ試験等に係
　る周辺地域の安全確保及び環境保全に関
　する協定書
　青森県及び六ヶ所村と使用済燃料再処理機構の間において、日本原燃株式会社が設置する六ヶ
所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター及び六ヶ所再処理工場におけるアクティブ試験等に係
る周辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、「使用済燃料の再処理等の業務に関す
る基本協定書（平成28年11月10日締結）」第２条の規定に基づき、下記のとおり協定を締結する。

記

　使用済燃料再処理機構は、青森県及び六ヶ所村と日本原燃株式会社が締結している「六ヶ所高
レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書（平成
６年12月26日締結）」及び「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアク
ティブ試験に伴う使用済燃料等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する
協定書（平成18年３月29日締結）」を日本原燃株式会社が遵守するよう、安全の確保を旨として
業務を行うものとする。

　この協定の締結を証するために、本書３通を作成し、３者が署名押印の上、各自その１通を保
有するものとする。

　平成28年11月10日

　　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　六ヶ所村長　　戸　田　　　衛

　　青森県青森市堤町二丁目１番７号
　　　使用済燃料再処理機構
　　　理事長　　井　上　　　茂
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23　覚　　　　　書
　青森県及び六ヶ所村と日本原燃株式会社は、電気事業連合会の立会いのもと、下記のとおり覚
書を締結する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　再処理事業の確実な実施が著しく困難となった場合には、青森県、六ヶ所村及び日本原燃株式
会社が協議のうえ、日本原燃株式会社は、使用済燃料の施設外への搬出を含め、速やかに必要か
つ適切な措置を講ずるものとする。

　平成10年７月29日

　青森市長島一丁目１番１号
　　　青森県知事　　木　村　守　男

　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　六ヶ所村長　　橋　本　　　寿

　青森市本町一丁目２番15号
　　　日本原燃株式会社
　　　代表取締役社長　　竹　内　哲　夫

　立会人
　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　電気事業連合会
　　　会　　長　　荒　木　　　浩
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24　覚　　　　　書
　青森県及び六ヶ所村並びに使用済燃料再処理機構は、下記のとおり覚書を締結する。

記

　再処理事業の確実な実施が著しく困難となった場合には、青森県及び六ヶ所村並びに日本原燃
株式会社が電気事業連合会の立会いのもと締結した覚書（平成10年７月29日締結）の趣旨を踏ま
え、青森県及び六ヶ所村並びに使用済燃料再処理機構が協議の上、使用済燃料再処理機構は、使
用済燃料の施設外への搬出を含め、速やかに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
　
　この覚書の成立を証するため、本書を３通作成し、３者が署名押印の上、各自１通を保有する。

　平成28年11月10日

　　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　六ヶ所村長　　戸　田　　　衛

　　青森県青森市堤町二丁目１番７号
　　　　使用済燃料再処理機構
　　　　理事長　　井　上　　　茂
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25　高レベル放射性廃棄物の最終的な処分に
　ついて（平成６年11月19日　６原第148号）
　核燃料サイクルの確立は我が国の原子力政策にとって最も重要な課題であり、青森県六ヶ所村
において計画が進められている核燃料サイクル事業に対する貴職をはじめとする青森県関係者の
皆様の御理解と御協力に対し、深く敬意を表するとともに心から感謝いたします。
　平成６年11月16日付青むつ第501号をもって貴職より照会のあった事項については、下記のと
おり回答します。
　　青森県知事　北　村　正　 　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学技術庁長官　田　中　眞紀子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１.廃棄物管理施設について
　　青森県六ヶ所村で建設が進められている返還高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に関する廃
　棄物管理施設は、ガラス固化体の一時貯蔵を行う施設であり、処分場となるものではありませ
　ん。
　　当該施設において日本原燃（株）により貯蔵管理されるガラス固化体については、管理期間
　は30年間から50年間とされ、管理期間終了時点では、電気事業者が最終的な処分に向けて搬出
　することとしています。
　　科学技術庁としては、ガラス固化体が管理施設において適切に管理され、管理期間の終了時
　点でガラス固化体が当該施設より搬出されるよう指導していく所存です。

２.高レベル放射性廃棄物の処分の具体化に向けた努力について
　　「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」に、高レベル放射性廃棄物の処分に関す
　る役割分担、手順及びスケジュールが示されており、処分方策を進めていくに当たって、国は
　処分が適切かつ確実に行われることに対して責任を負うとともに、処分の円滑な推進のために
　必要な施策を策定することとしています。
　　科学技術庁としては、長期計画に示された役割分担、手順及びスケジュールに沿って処分が
　実現されるよう、関係機関と協力して所要の施策を推進していく所存です。

３.高レベル放射性廃棄物の処分について
　　青森県において高レベル放射性廃棄物の最終処分が行われないことを明確化する旨の今般の
　貴職の照会については、核燃料サイクル事業はもとより、原子力船「むつ」開発など国の原子
　力政策の推進に貢献されてきている貴職がその意向を明確にされたものであり、これを重く受
　けとめるべきものと認識しています。
　　高レベル放射性廃棄物の処分予定地の選定については、処分事業の実施主体の設立を待って
　行うこととされています。実施主体による処分予定地の選定については、地元の意向を十分尊
　重して進めることとしてきていますが、地元の意向が確実に取り入れられるよう、地元の了承
　を得て選定を行うこととし、その旨が長期計画に明記されました。
　　このように、処分予定地の選定は、地元の了承なしに行われることはなく、また、今般、貴
　職は、青森県において処分が行われないことを明確にするよう照会されています。科学技術庁
　としては、今後、処分事業の実施主体が処分予定地の選定を進める際に、関係機関の協力を得
　つつ、貴職の意向が踏まえられるよう努める所存です。このような状況においては、青森県が
　高レベル放射性廃棄物の処分地に選定されることはありません。
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26　高レベル放射性廃棄物の最終的な処分に
　ついて（平成７年４月25日　７原第53号）
　標記の件については、平成６年11月19日付け６原第148号をもって示しているとおりでありま
すが、今般、貴職より、高レベル放射性廃棄物について、青森県を最終処分地にしないことの確
認をしたいとのご要請がありました。
　科学技術庁としては、処分予定地の選定に当たって、上記文書に則って行うこととしており、
知事の了承なくして青森県を最終処分地にできないし、しないことを確約します。

　　青森県知事　木　村　守　男　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学技術庁長官　田　中　眞紀子
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27　四者会談確認文書（平成10年３月13日）
　「高レベル放射性廃棄物の最終処分については、知事の要請に応えるよう、政府一体としての
一層の取組みの強化を図る」

　「原子力レスキューの問題については、協議会幹事会を通じて前向きに検討する」

　以上確認する。

　政府側から、「安全協定について早期締結方おねがいした。」
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28　高レベル放射性廃棄物の最終処分につい
　て（平成20年４月25日　平成20・04・23資第
　５号）

　　青森県知事　三　村　申　吾　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業大臣　甘　利　　　明

　　　　　　　　　　高レベル放射性廃棄物の最終処分について（回答）

　核燃料サイクル事業の推進に当たっては、貴職を始めとする関係者の皆様の特段の御理解と御
協力を賜り、心から感謝いたします。
　青森県においては、核燃料サイクルの要とも言える六ヶ所再処理工場の本格操業を間近に控え
ておられます。この再処理工場の本格操業に伴い、高レベルガラス固化体が本格的に製造される
予定です。
　そのような中、貴職が青森県の方針として最終処分を受け入れる考えはない、と表明されてい
ることは十分承知しております。
　これらにかんがみ、経済産業省としては、平成20年４月23日付け青原立第63号をもって照会の
ありました件につきましては、下記のとおり回答いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１.平成６年11月19日付け６原第148号及び平成７年４月25日付け７原第53号で科学技術庁長官
から貴職に示した文書については、青森県と国との約束として、現在においても引き継がれて
おります。

２.青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないことを改めて確約します。

３.青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない旨の確約は、今後とも引き継がれてい
くものであります。

４.高レベル放射性廃棄物の最終処分地については、国民の理解を得て、早期選定が図られるよ
う、国が前面に立ち政府一体として不退転の決意で取り組む所存です。
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29　地層処分相当の低レベル放射性廃棄物の
　最終処分について（平成22年７月12日　平成
　22・07・06資第４号）
　　青森県知事　三　村　申　吾　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業大臣　直　嶋　正　行

　　　　　　　地層処分相当の低レベル放射性廃棄物の最終処分について（回答）

　核燃料サイクルの確立については、エネルギー安全保障上不可欠であり、我が国エネルギー政
策の基本方針であるところ、その推進に当たって、貴職を始め青森県民の方々の特段の御理解と
御協力を賜り、心から感謝いたします。
　去る３月６日に青森県を訪問し、貴職や六ヶ所村長殿に海外から返還される低レベル放射性廃
棄物等の貯蔵管理の受入れについて要請いたしました。貴職が青森県の方針として、地層処分相
当の低レベル放射性廃棄物について、高レベル放射性廃棄物と同様に、最終処分を受け入れる考
えはないことは十分承知しております。
　これらにかんがみ、経済産業省としては、平成22年７月５日付け青原立第211号をもって照会
のありました件につきまして、下記のとおり回答いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１.地層処分相当の低レベル放射性廃棄物について、高レベル放射性廃棄物と同様に、青森県を
最終処分地にしないことを改めて確約します。

２.青森県を地層処分相当の低レベル放射性廃棄物の最終処分地としない旨の確約は、今後とも
引き継がれていくものであります。

３.地層処分相当の低レベル放射性廃棄物の最終処分地については、国民の理解を得て、早期選
定が図られるよう、国が前面に立ち、政府一体として、不退転の決意で取り組む所存です。
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30　風評による被害対策に関する確認書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃サービス株式会
社（以下「丙」という。）、日本原燃産業株式会社（以下「丁」という。）及び電気事業連合会
（以下「戊」という。）は、昭和60年４月18日付で締結した「原子燃料サイクル施設の立地への協
力に関する基本協定書」第７条第２項の風評による被害対策の基本に関して以下のとおり確認す
る。

　（被害の防止）
第１条　丙及び丁は、原子燃料サイクル施設（以下「サイクル施設」という。）に関するＰＡを
促進するとともに、サイクル施設の多重防護等の安全設計や、環境監視体制の整備を行うこと
により風評による被害（以下「被害」という。）の未然防止を図り、サイクル施設の安全運転、
的確・迅速な情報提供等により被害の発生防止に努めるものとする。

　（被害の処理）
第２条　丙及び丁は、万が一、サイクル施設の保守、運営等に起因して被害が発生し、住民等か
らその被害の補償要求を受けた場合は、誠意をもって当事者間で解決するものとする。
　　ただし、これにより解決できなかった場合は、あらかじめ設置する第三者機関たる認定委員
会（仮称）の認定に従って速やかに補償するものとする。
　　なお、当該認定委員会（仮称）の委員は、甲が委嘱するものとする。

　（補償額の立て替え払い）
第３条　丙及び丁は、甲、丙、丁及び戊が平成元年３月２日付で締結した「青森県むつ小川原地
域の地域振興及び産業振興に関する協定書」第４条に関し、財団法人むつ小川原地域・産業振
興財団とあらかじめ必要な事項について定めるものとする。

　（処理要綱の作成）
第４条　丙及び丁は、甲及び乙と協議のうえ、平成元年度中に、認定委員会（仮称）の設置、性
格、組織、運営等を含めて、被害の処理要綱を作成するものとする。

　（協議）
第５条　この確認書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲、乙、丙及び丁が協
議して定めるものとする。

　　この確認書の取り交わしを証するため、本書５通を作成し、甲、乙、丙、丁及び戊が記名押
　印のうえ各自１通を保有する。

　平成元年３月31日

　（甲）　青森県青森市長島一丁目１番１号

　　　　　　青森県知事　　北　村　正　
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　（乙）　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　伊勢松

　（丙）　東京都千代田区内幸町二丁目２番２号
　　　　　　日本原燃サービス株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　豊　田　正　敏

　（丁）　東京都千代田区平河町一丁目２番10号
　　　　　　日本原燃産業株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　大　垣　忠　雄

　（戊）　立会人
　　　　　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　　長　　那　須　　　翔
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31　風評による被害対策に関する確
　認書の一部を変更する覚書
　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）及び電気事業連合会（以下「丁」という。）は、平成元年３月31日付で締結した
風評による被害対策に関する確認書（以下「現確認書」という。）の一部を変更する覚書を次の
とおり締結する。

１.現確認書前文を以下のとおり改める。
　　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以
下「丙」という。）及び電気事業連合会（以下「丁」という。）は、昭和60年４月18日付で締結
した「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書（以下「現協定書」という。）」
第７条第２項及び平成17年４月19日付で締結した「ＭＯＸ燃料加工施設の立地への協力に関す
る基本協定書」第７条第２項の風評による被害対策の基本に関して以下のとおり確認する。

２.現確認書第１条中に「丙及び丁」を「丙」に、「原子燃料サイクル施設」を「現協定書に規
定するサイクル三施設及びＭＯＸ燃料加工施設」に改める。

３.現確認書第２条中の「丙及び丁」を「丙」に、「認定委員会（仮称）」を「風評被害認定委員
会（以下「委員会」という。）」に、「当該認定委員会（仮称）」を「委員会」に改める。

４.現確認書第３条中の「丙及び丁」を「丙」に、「丙、丁及び戊」を「日本原燃サービス株式
会社、日本原燃産業株式会社及び丁」に改める。

５.現確認書第４条を以下のとおりに改める。

　（処理要綱）
第４条　委員会の設置、性格、組織、運営等は、風評被害処理要綱によるものとする。

６.現確認書第５条中の「丙、及び丁」を「及び丙」に改める。
　　現確認書を以上の部分に改め、添付資料のとおりとする。

　以上、この覚書の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の上、
各自１通を保有する。

　平成17年４月19日

　（甲）　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　（乙）　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治
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　（丙）　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４番地108
　　　　　　日本原燃株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　兒　島　伊佐美

　（丁）　立会人
　　　　　東京都千代田区大手町一丁目９番４号
　　　　　　電気事業連合会
　　　　　　会　　長　　勝　俣　恒　久
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付資料

風評による被害対策に関する確認書

　青森県（以下「甲」という。）及び六ヶ所村（以下「乙」という。）と日本原燃株式会社（以下
「丙」という。）及び電気事業連合会（以下「丁」という。）は、昭和60年４月18日付で締結した
「原子燃料サイクル施設への立地への協力に関する基本協定書（以下「現協定書」」という。）第
７条第２項及び平成17年４月19日付で締結した「ＭＯＸ燃料加工施設の立地への協力に関する基
本協定書」第７条第２項の風評による被害対策の基本に関して以下のとおり確認する。

　（被害の防止）
第１条　丙は、現協定書に規定するサイクル三施設及びＭＯＸ燃料加工施設（以下「サイクル施
設」という。）に関するＰＡを促進するとともに、サイクル施設の多重防護等の安全設計や、
環境監視体制の整備を行うことにより風評による被害（以下「被害」という。）の未然防止を
図り、サイクル施設の安全運転、的確・迅速な情報提供等により被害の発生防止に努めるもの
とする。

　（被害の処理）
第２条　丙は、万が一、サイクル施設の保守、運営等に起因して被害が発生し、住民等からその
被害の補償要求を受けた場合は、誠意をもって当事者間で解決するものとする。
　　ただし、これにより解決できなかった場合は、あらかじめ設置する第三者機関たる風評被害
認定委員会（以下「委員会」という。）の認定に従って速やかに補償するものとする。
　　なお、委員会の委員は、甲が委嘱するものとする。

　（補償額の立て替え払い）
第３条　丙は、甲、日本原燃サービス株式会社、日本原燃産業株式会社及び丁が平成元年３月２
日付で締結した「青森県むつ小川原地域の地域振興及び産業振興に関する協定書」第４条に関
し、財団法人むつ小川原地域・産業振興財団とあらかじめ必要な事項について定めるものとす
る。

　（処理要綱）
第４条　委員会の設置、性格、組織、運営等は、風評被害処理要綱によるものとする。

　（協議）
第５条　この確認書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲、乙及び丙が協議し
　て定めるものとする。
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32　東通原子力発電所周辺地域の安
　全確保及び環境保全に関する協定書
　青森県（以下「甲」という。）及び東通村（以下「乙」という。）と東北電力株式会社（以下
「丙」という。）の間において、丙の設置する東通原子力発電所（以下「発電所」という。）の周
辺地域の住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、相互の権利義務等について、次のとおり
協定を締結する。

　（安全確保及び環境保全）
第１条　丙は、発電所の運転保守（試運転を含む。以下同じ。）に当たっては、放射性物質及び
これによって汚染された物（以下「放射性物質等」という。）並びに温排水により周辺地域の
住民及び環境に被害を及ぼすことのないよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）」その他の関係法令及び
この協定に定める事項を誠実に遵守し、住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため
万全の措置を講ずるものとする。
２　丙は、発電所の自主保安活動の充実及び強化、職員に対する教育・訓練の徹底、最良技術の
採用等に努め、安全確保に万全を期すものとする。

　（情報公開）
第２条　丙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。

　（施設の増設等に係る事前了解）
第３条　丙は、原子炉施設及びこれと関連する施設を増設し、変更し、又は廃止しようとすると
きは、事前に甲及び乙の了解を得なければならない。

　（放射性物質の放出管理）
第４条　丙は、発電所から放出する放射性物質について、別表に定める管理目標値により放出の
管理を行うものとする。
２　丙は、前項の放出管理に当たり、可能な限り、放出低減のための技術開発の促進に努めると
　ともに、その低減措置の導入を図るものとする。
３　丙は、管理目標値を超えたときは、甲及び乙に連絡するとともに、その原因の調査を行い、
必要な措置を講ずるものとする。
４　丙は、前項の調査の結果及び講じた措置を速やかに甲及び乙に文書により報告しなければな
らない。
５　甲及び乙は、前項の規定により報告された内容について公表するものとする。

　（新燃料等の貯蔵管理等）
第５条　丙は、新燃料及び使用済燃料の貯蔵並びに放射性固体廃棄物の保管に当たっては、原子
炉等規制法その他の関係法令に定めるところにより安全の確保を図るほか、必要に応じ適切な
措置を講ずるものとする。

　（環境放射線及び温排水等の測定）
第６条　甲及び丙は、甲が別に定めた「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング基本計
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画、実施計画及び実施要領（平成15年３月作成）」及び「東通原子力発電所温排水影響調査実
施計画（平成15年４月作成）」に基づいて発電所周辺地域における環境放射線及び温排水等の
測定を実施するものとする。
２　甲及び丙は、前項の規定による測定のほか、必要があると認めるときは、環境放射線及び温
排水等の測定を実施し、その結果を乙に報告するものとする。
３　甲、乙及び丙は、協議のうえ必要があると認めるときは、前項の測定結果を公表するものと
する。

　（監視評価会議の運営協力）
第７条　丙は、甲の設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力するもの
とする。

　（測定の立会い）
第８条　甲及び乙は、必要があると認めるときは、随時その職員を第６条第１項又は同条第２項
の規定により丙が実施する環境放射線及び温排水等の測定に立ち会わせることができるものと
する。
２　甲及び乙は、必要があると認めるときは、その職員に第６条第１項の規定による測定を実施
するために丙が設置する環境放射線の測定局の機器の状況を直接確認させることができるもの
とする。この場合において、甲及び乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙の立会いを求める
ものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定により測定に立ち会わせ、又は状況を確認させる場合において必
要があると認めるときは、その職員以外の者を同行させることができるものとする。

　（新燃料等の輸送計画に関する事前連絡等）
第９条　丙は、甲及び乙に対し、新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物の輸送計画並びにそ
の輸送に係る安全対策について事前に連絡するものとする。
２　丙は、新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物の輸送業者に対し、関係法令を遵守させ、
輸送に係る安全管理上の指導を行うとともに、問題が生じたときは、責任をもってその処理に
当たるものとする。

　（平常時における報告等）
第10条　丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を定期的に文書により報告するものとす
る。
⑴　発電所の運転保守状況
⑵　放射性物質の放出状況
⑶　放射性固体廃棄物の保管量
⑷　第６条第１項の規定に基づき実施した環境放射線及び温排水等の測定結果
⑸　前各号に掲げるもののほか、甲及び乙において必要と認める事項
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
　応ずるものとする。
３　甲及び乙は、前２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
　その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　甲及び乙は、第１項の規定により丙から報告を受けた事項を公表するものとする。
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　（異常時における連絡等）
第11条　丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡するととも
に、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
⑴　原子炉施設及びこれと関連する施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止
することが必要になったとき。
⑵　放射性物質が、法令で定める周辺監視区域外における濃度限度等を超えて放出されたとき。
⑶　放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線量限度以下であっ
ても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき。
⑷　放射性物質等が管理区域外へ漏えいしたとき。
⑸　新燃料、使用済燃料又は放射性固体廃棄物の輸送中に事故が発生したとき。
⑹　丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
⑺　発電所敷地内において火災が発生したとき。
⑻　その他異常事態が発生したとき。
⑼　前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生したとき。
２　丙は、甲又は乙から前項に掲げる事項に関し必要な資料の提出を求められたときは、これに
応ずるものとする。
３　甲及び乙は、第２項の規定による報告を受けた事項及び提出資料について疑義があるときは、
その職員に丙の管理する場所等において丙の職員に対し質問させることができるものとする。
４　第１項各号に掲げる事態により原子炉の運転を停止したときは、丙は、運転の再開について
甲及び乙と協議しなければならない。
５　甲及び乙は、第１項の規定により丙から連絡及び報告を受けた事項を公表するものとする。

　（立入調査）
第12条　甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは協
議のうえ、その職員を丙の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるもの
とする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、丙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲及び乙は、第１項の規定により立入調査を行う際、必要があると認めるときは、甲及び乙
の職員以外の者を同行させることができるものとする。
４　甲及び乙は、協議のうえ立入調査結果を公表するものとする。

　（措置の要求等）
第13条　甲及び乙は、第11条第１項の規定による連絡があった場合又は前条第１項の規定による
立入調査を行った場合において、住民の安全の確保及び環境の保全を図るために必要があると
認めるときは、原子炉の運転の停止、環境放射等の測定、防災対策の実施等必要かつ適切な措
置を講ずることを丙に対し求めるものとする。
２　丙は、前項の規定により、措置を講ずることを求められたときは、これに速やかに応じ、そ
の講じた措置について速やかに甲及び乙に対し、文書により報告しなければならない。
３　丙は、第１項の規定により原子炉の運転を停止したときは、運転の再開について甲及び乙と
協議しなければならない。

　（損害の賠償）
第14条　丙は、発電所の運転保守に起因して、住民に損害を与えたときは、被害者にその損害を
賠償するものとする。
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　（風評被害に係る措置）
第15条　丙は、発電所の運転保守等に起因する風評によって、生産者、加工業者、卸売業者、小
売業者、旅館業者等に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失を与えたときは、誠意
をもって補償等万全の措置を講ずるものとし、当事者間で解決を図るものとする。
２　前項の規定により解決できない場合において、甲は、当事者から紛争処理の申し出により、
必要があると認めるときは、「東通原子力発電所風評被害認定委員会」（以下「認定委員会」と
いう。）を設置のうえ、公平かつ適正な措置を決定するものとし、丙はその決定に従わなけれ
ばならない。
３　認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

　（住民への広報）
第16条　丙は、発電所に関し、特別な広報を行おうとするときは、その内容、広報の方法等につ
いて、事前に甲及び乙に対し連絡するものとする。

　（関連事業者に関する責務）
第17条　丙は、関連事業者に対し、発電所の運転保守に係る住民の安全の確保及び環境の保全並
びに秩序の保持について、積極的に指導及び監督を行うとともに、関連事業者がその指導等に
反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。

　（諸調査への協力）
第18条　丙は、甲及び乙が実施する安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第19条　丙は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）その他の関係法令の規定に
基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災
害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な
措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及
び強化に努めるものとする。
２　丙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
３　丙は、甲及び乙の地域防災対策に積極的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第20条　甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、必要な措置をとる
ものとし、丙はこれに従うものとする。
２　甲及び乙は、丙のこの協定に違反した内容について公表するものとする。

　（細則）
第21条　この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議のうえ、別に定めるもの
とする。

　（協定の改定）
第22条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙及び丙は、他の協定当事者に対
しこの協定の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを
受けた者は、協議に応ずるものとする。
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　（疑義又は定めのない事項）
第23条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　この協定の締結を証するために、本書３通を作成し、甲、乙及び丙において、署名押印のうえ、
各自その１通を保有するものとする。

　平成16年２月５日

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地34
　　　　　　東通村長　　越　善　靖　夫

　　丙　　仙台市青葉区本町一丁目７番１号
　　　　　　東北電力株式会社
　　　　　　取締役社長　　幕　田　圭　一

　（別表）
　　　　　　　　　　放射性液体廃棄物の放射性物質の放出量の管理目標値

　　　　　　　　　　放射性気体廃棄物の放射性物質の放出量の管理目標値

核　　　　　種 管　　理　　目　　標　　値

希ガス
Ｉ－ 131

1.2×1015Bq／年
2.0×1010Bq／年

核　　　　　種 管　　理　　目　　標　　値

全放射能（Ｈ－３を除く） 3.7×10９Bq／年
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33　東通原子力発電所周辺地域の安
　全確保及び環境保全に関する協定
　の運用に関する細則
　青森県（以下「甲」という。）及び東通村（以下「乙」という。）と東北電力株式会社（以下
「丙」という。）の間において、東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定
書（以下「協定書」という。）第21条の規定に基づき、次のとおり細則を定める。

　（関係法令）
第１条　協定書第１条及び第19条に定める「関係法令」には、核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第37条に規
定する保安規定及び発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和50年５月13
日原子力委員会決定）を含むものとする。

　（情報公開）
第２条　協定書第２条に定める情報公開については、核不拡散又は核物質防護に関する事項につ
いて留意するものとする。

　（事前了解の対象）
第３条　協定書第３条に定める原子炉施設とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
　（昭和53年通商産業省令第77号）第２条第１項第２号に規定する施設をいう。また、これと関
　連する施設とは、復水器の冷却に係る取放水施設をいう。
２　事前了解を必要とする変更は、原子炉等規制法第26条の規定に基づく原子炉設置の変更の許
可の申請を行う場合の変更とする。

　（測定の立会い）
第４条　協定書第８条第１項及び第２項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する測
定の立会い又は状況の確認をする職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第８条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した東通村原子力発電所安全対策委員会の委員と
する。
３　前項の者は、測定の立会い等に同行する際、甲又は乙の長が発行する立会い等に同行する者
であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しな
ければならない。

　（連絡の時期）
第５条　協定書第９条第１項に定める新燃料、使用済燃料及び放射性個体廃棄物の輸送計画に関
する事前連絡は、輸送開始２週間前までとする。　
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　（報告の時期等）
第６条　協定書第10条第１項に定める平常時の報告に係る報告の時期等は、次のとおりとする。

２　協定書第10条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

報　　告　　事　　項 報告頻度 報　告　期　限

⑴　発電所の運転保守状況（試運転を含
　む。以下同じ。）
　イ　運転計画
　ロ　運転状況
　ハ　新燃料の貯蔵状況
　ニ　使用済燃料の貯蔵状況
　ホ　主要な保守状況
　ヘ　定期検査の実施計画
　ト　定期検査の実施結果
　チ　従事者の被ばく状況
　リ　女子の従事者の被ばく状況

年度ごと
月ごと
四半期ごと
月ごと
月ごと
検査の都度
検査の都度
四半期ごと
四半期ごと

当該年度開始前まで
当該月終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該月終了後30日以内
当該月終了後30日以内
当該検査開始前まで
当該検査終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内
当該四半期終了後30日以内

⑵　放射性物質の放出状況 月ごと 当該月終了後45日以内

⑶　放射性固体廃棄物の保管量 月ごと 当該月終了後30日以内

⑷　環境放射線及び温排水等の測定結果 四半期ごと 当該四半期終了後90日以内

⑸　その他の事項 その都度 その都度協議のうえ定める
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　（異常事態）
第７条　協定書第11条第１項第８号に規定する異常事態は、放射性物質等の取り扱いに支障を及
ぼす事故、故障をいう。
２　協定書第11条第１項第９号に規定する国への報告対象とされている事象は、「原子炉等規制
法」及び「電気事業法」（昭和39年法律第170号。）に基づき報告対象とされている事象をいう。
３　甲、乙及び丙は、異常事態が発生した場合における相互の連絡通報を円滑に行うため、あら
かじめ連絡責任者を定めておくものとする。
４　協定書第11条第３項に定める甲及び乙の職員は、甲又は乙の長が発行する丙の管理する場所
等において丙の職員に質問する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の
請求があるときは、これを提示しなければならない。

　（立入調査）
第８条　協定書第12条第１項に定める甲及び乙の職員は、立入調査をする際、甲又は乙の長が発
行する立入調査する職員であることを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求がある
ときは、これを提示しなければならない。
２　協定書第12条第３項に定める甲及び乙の職員以外の者は、甲が設置した青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議の委員及び乙が設置した東通村原子力発電所安全対策委員会の委員と
する。
３　前項の者は、立入調査に同行する際、甲又は乙の長が発行する立入調査に同行する者である
ことを証する身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ
ならない。
４　甲及び乙は、協定書第12条第３項の規定により職員以外の者を同行させた場合、その者がそ
こで知り得た事項を他に漏らすことのないように措置を講ずるものとする。

　（措置の要求等）
第９条　協定書第13条第１項に定める「原子炉の運転の停止」には、安全確保のため必要な操作
は含まないものとする。

　（安全確保のための遵守事項）
第10条　協定書第８条、第10条、第11条及び第12条の規定により丙の管理する場所に立ち入る者
は、安全確保のための関係法令を遵守するほか、丙の定める保安上の遵守事項に従うものとす
る。

　（公表）
第11条　甲及び乙は、協定書に基づく公表に当たっては、核不拡散又は核物質防護に関する事項
について留意するものとする。

　（協議）
第12条　この細則の内容について疑義の生じた事項及びこの細則に定めのない事項については、
甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

　この細則の締結を証するために、本書３通を作成し、甲、乙及び丙において、署名押印のうえ、
　各自その１通を保有するものとする。
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　平成16年２月５日

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地34
　　　　　　東通村長　　越　善　靖　夫

　　丙　　仙台市青葉区本町一丁目７番１号
　　　　　　東北電力株式会社
　　　　　　取締役社長　　幕　田　圭　一
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34　東通原子力発電所隣接市町村住
　民の安全確保等に関する協定書
　むつ市、横浜町及び六ヶ所村（以下「甲」という。）と東北電力株式会社（以下「乙」という。）
の間において、乙の設置する東通原子力発電所（以下「発電所」という。）の隣接市町村住民の
安全確保及び環境の保全を図るため、青森県（以下「県」という。）の立会いのもとに次のとお
り協定を締結する。

　（安全協定書及び協定の遵守等）
第１条　乙は、発電所の運転保守（試運転も含む。以下同じ。）に当たっては、平成16年２月５
日付けで県及び東通村と乙が締結した「東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に
関する協定書（以下「安全協定書」という。）」によるほか、この協定に定める事項を遵守し、
隣接市町村の住民の安全を確保するとともに環境の保全を図るため万全の措置を講ずるものと
する。

　（情報公開）
第２条　乙は、住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
２　前項に定める情報公開については、核不拡散又は核物質防護に関する事項について留意する
ものとする。

　（施設の増設等に係る事前了解の報告）
第３条　乙は、安全協定書第３条の規定による事前了解について、甲に報告するものとする。

　（環境放射線及び温排水等の測定結果の報告）
第４条　乙は、安全協定書第６条第２項の規定による測定結果を県と協議のうえ甲に報告するも
のとする。

　（新燃料等の輸送計画に関する報告）
第５条　乙は、安全協定書第９条第１項の規定により事前連絡を行ったときは、甲に報告するも
のとする。

　（平常時における報告）
第６条　乙は、甲に対し、安全協定書第10条第１項第１号から第４号までに掲げる事項を定期的
に文書により報告するものとする。

　（異常時における連絡等）
第７条　乙は、安全協定書第11条第１項各号に掲げる事態が発生したときは、甲に対し直ちに連
絡するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものとする。
２　甲は、異常事態が発生した場合における連絡通報を円滑に処理するため、あらかじめ連絡責
任者を定めておくものとする。

　（適切な措置の要求）
第８条　甲は、前条第１項の規定による連絡を受けた結果、隣接市町村住民の安全確保等のため、
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　特別の措置を講ずる必要があると認めた場合は、乙に対して県を通じて適切な措置を講ずるこ
とを求めることができる。

　（立入調査及び状況説明）
第９条　甲は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、その職
員を乙の管理する場所に立入らせ、必要な調査をさせ、又は乙の管理する場所等において、状
況説明を受けることができるものする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査に必要な事項について、乙の職員に質問し、資料の提出
を求めることができるものとする。
３　甲の職員は、立入調査を実施する際、甲の長が発行する立入調査する職員であることを証す
る身分証明書を携行し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
４　甲は、立入調査結果を公表できるものとする。
５　甲は、前項の公表に当たっては、核不拡散又は核物質防護に関する事項について留意するも
のとする。

　（損害の賠償及び風評被害に係る措置）
第10条　乙は、安全協定書第14条及び第15条の規定による事項に誠意をもって当たるものとする。

　（住民への広報）
第11条　乙は、安全協定書第16条に規定する広報を行おうとするときは、事前に甲に対し連絡す
るものとする。
　
　（諸調査への協力）
第12条　乙は、甲が実施する住民の安全の確保及び環境の保全等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第13条　乙は、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）その他の関係法令の規定に
基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災
害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な
措置を講ずる責務を有することを踏まえ、的確かつ迅速な通報体制の整備等防災体制の充実及
び強化に努めるものとする。
２　乙は、教育・訓練等により、防災対策の実効性の維持に努めるものとする。
３　乙は、甲の地域防災対策に積極的に協力するものとする。

　（違反時の措置）
第14条　甲は、乙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、その違反した内容につい
て公表するものとする。

　（協定の改定）
第15条　この協定の内容を改定する必要が生じたときは、甲又は乙は、この協定の改定について
　協議することを申し入れることができるものとし、その申し入れを受けた者は、協議に応ずる
　ものとする。
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　（疑義又は定めのない事項）
第16条　この協定の内容について疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については、
甲及び乙が協議して定めるものとする。

　この協定の締結を証するために、本書５通を作成し、甲、乙及び立会人において、記名押印の
うえ、各自その１通を保有するものとする。

　平成16年３月29日

　　甲　　青森県むつ市金谷一丁目１番１号
　　　　　　むつ市長　　杉　山　　　肅

　　　　　青森県上北郡横浜町字寺下35番地
　　　　　　横浜町長　　杉　山　憲　男

　　　　　青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地
　　　　　　六ヶ所村長　　古　川　健　治

　　乙　　宮城県仙台市青葉区本町一丁目７番１号
　　　　　　東北電力株式会社
　　　　　　取締役社長　　幕　田　圭　一

　立会人　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾
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35　青森県原子力施設環境放射線等
　監視評価会議設置要綱
　（設置）
第１条　原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイクル燃料備蓄センター（以下「原
子力施設」という。）周辺における安全確保及び環境保全に資するため、青森県原子力施設環
境放射線等監視評価会議（以下「監視評価会議」という。）を設置する。

　（所管事項）
第２条　監視評価会議は、次に掲げる事項を所管する。
　一　原子力施設に係る環境放射線等のモニタリングに関すること
　二　東通原子力発電所に係る温排水の調査に関すること
　三　原子力施設に係る安全性に関すること
　四　前各号に掲げる事項を所管する上で必要な事項に関すること

　（委員の構成）
第３条　監視評価会議は、学識経験者等80名以内の委員をもって構成し、会長及び副会長２名を
置く。
２　会長は、知事がこれにあたり、副会長２名のうち１名は副知事がこれにあたり、他の１名は
委員の互選によってこれを定める。
３　委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
　一　学識経験者（専門家）
　二　学識経験者（有識者）
　三　青森県議会議員
　四　六ヶ所村、東通村、むつ市、三沢市、野辺地町、横浜町、東北町及び大間町（以下「関係
　市町村」という。）の長
　五　関係市町村議会の長
　六　関係団体の長又はその長が指名する職員
　七　青森県職員
４　委員（会長たる知事を除く。）は、知事が委嘱又は任命する。
５　委員の任期は２年以内とする。
６　委員が任期の途中で欠けたときは、その後任として委嘱又は任命された委員の任期は、前任
　者の残任期間とする。

　（会長及び副会長）
第４条　会長は、会務を総理し、監視評価会議を代表する。
２　副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときは、次の順序によりその職務を代
理する。
　一　副知事である副会長
　二　委員の中から選出された副会長

　（会議）
第５条　監視評価会議に評価委員会及び監視委員会を置き、会議は各々の委員会によるもの又は
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委員全員によるもの（以下「合同会議」という。）とし、それぞれ必要の都度、会長が招集す
る。
２　評価委員会は、第３条第３項第１号に掲げる委員をもって構成し、第２条に規定する所管事
項に係る専門的・技術的な事項について検討・評価を行うものとする。
３　監視委員会は、第３条第３項第１号に掲げる委員のうち会長が指名する４名以内の委員及び
第３条第３項第２号から第７号に掲げる委員をもって構成し、評価委員会において検討・評価
した結果に係る確認及び監視評価会議の所管事項全般に係る提言等を行うものとする。
４　評価委員会の会議の議長及び副議長２名は、同委員会の委員の互選によってこれを定めるこ
ととし、監視委員会の会議及び合同会議の議長は、会長がこれに当たる。

　（運営等に関する事項）
第６条　この要綱に定めるもののほか、監視評価会議の運営等に関して必要な事項については、
会長が定める。

　（事務局）
第７条　監視評価会議の事務（評価委員会の開催に関する事務を除く）は、青森県危機管理局原
子力安全対策課において処理し、評価委員会の開催に関する事務は、青森県原子力センターに
おいて処理する。

　附則（平成28年４月１日）
　この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
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36　国立研究開発法人日本原子力研究開発機
　構青森研究開発センターの周辺地域の環境
　保全及び住民の安全確保等に関する協定書
　青森県（以下「甲」という。）、むつ市（以下「乙」という。）、青森県漁業協同組合連合会（以
下「丙」という。）及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「丁」という。）の間
において、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター（以下「青森セン
ター」という。）の周辺地域の環境保全及び住民の安全確保等を図るため、次のとおり協定を締
結し、誠実に遵守することを約した。

　（環境保全及び安全確保等）
第１条　丁は、放射性物質及びこれによって汚染された物（以下「放射性物質等」という。）に
より環境及び住民に被害を及ぼすことのないよう核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）その他の関係法令等及
びこの協定書に定める事項を誠実に遵守し、環境保全及び住民の安全確保等を図るための万全
の措置を講ずるものとする。

　（施設の設置等に係る事前了解）
第２条　丁は、原子炉等規制法第23条第２項第５号に規定する原子炉施設（以下「原子炉施設」
　という。）を新設し、増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、事前に甲、乙及び丙と
協議し、その了解を得るものとする。

　（放射性物質の放出管理）
第３条　丁は、原子炉施設の運転、保守等に当たっては、放射性物質の放出を可能な限り低く抑
えるように管理するものとする。

　（放射性物質等の保管及び管理）
第４条　丁は、放射性物質等の保管及び管理に当たっては、原子炉等規制法その他の関係法令等
に定めるところにより安全の確保を図るほか、更に安全の確保のために適切な措置を講ずるも
のとする。

　（事前連絡）
第５条　丁は、次の各号に掲げる場合のうち、第１号から第４号までに掲げる場合にあっては作
業の内容、方法、日程等を、第５号に掲げる場合にあっては認可申請の内容等を当該各号に規
定する作業等を行おうとする５日前までに、甲、乙及び丙に対し、連絡するものとする。当該
連絡した内容を変更しようとする場合は、遅滞なく、甲、乙及び丙に対し変更しようとする内
容を連絡するものとする。
⑴　放射性廃棄物を青森センター関根浜地区に搬入し、又は青森センターから搬出する作業を
行おうとするとき。
⑵　核燃料を青森センター関根浜地区から搬出する作業を行おうとするとき。
⑶　核燃料及び放射性廃棄物を陸揚げする作業を行おうとするとき。
⑷　船体上架及び原子炉室吊上げの作業を行おうとするとき。
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⑸　原子炉等規制法第43条の３の２第２項の規定に基づく廃止措置に関する計画の認可申請を
行おうとするとき。

２　甲、乙及び丙は、前項の規定により丁から連絡のあった事項について丁に対し理由を付して
意見を述べることができるものとし、丁は、これを十分に尊重するものとする。

　（異常事態の通報等）
第６条　丁は、次の各号に掲げる場合は、異常な事態が生じた旨及び安全を確保するために採ろ
うとする措置又は採った措置を直ちに甲、乙及び丙に対し通報するものとする。
⑴　丁の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明となったとき。
⑵　原子炉施設に事故が発生し、又は発生するおそれが生じたとき。
⑶　原子力船「むつ」（以下「むつ」という。）内又は青森センター内において火災が発生した
とき（前号に掲げる場合を除く。）。
⑷　放射性物質等が管理区域外に漏えいしたとき。
⑸　放射線業務従事者が、原子炉等規制法その他の関係法令等により定められている線量当量
限度を超えて被ばくしたとき。
⑹　前号に掲げる場合以外の場合であって被ばく者に対し特別の措置を講じたとき。
⑺　放射性物質等の輸送中に事故が発生したとき。
⑻　原子炉等規制法その他の関係法令等に定める値を超えて放射性物質を環境へ放出したとき。
⑼　前各号に掲げる場合のほか異常事態が発生したとき。
２　丁は、前項の規定により通報した事項の措置についてその処理の状況を速やかに甲、乙及び
丙に対し報告するものとする。

　（立入調査）
第７条　甲、乙及び丙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるとき
は、その職員を丁の管理する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるものとする。
２　前項の立入調査を行う職員は、調査を行うために必要な事項について丁の職員に質問し、資
料の提出を求めることができるものとする。

　（措置の要求等）
第８条　甲、乙及び丙は、第６条第１項の規定による丁の通報があった場合又は前条第１項の規
定による立入調査を行った場合において環境保全及び住民の安全確保等を図るために必要があ
ると認めたときは、事前に協議の上、「むつ」の移動、原子炉施設の点検及び作動の停止、放
射能の監視、防災対策の実施等必要かつ適切な措置を講ずることを丁に対し求めることができ
るものとする。
２　丁は、前項の規定により措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって、必要な措置
を講ずるとともに、その講じた措置について速やかに甲、乙及び丙に対し報告するものとする。

　（原子炉施設の性能の保持の状況の報告）
第９条　丁は、甲、乙及び丙に対し、四半期ごとに、原子炉施設の性能の保持の状況について当
該四半期の終了後60日以内に報告するものとする。

　（報告の徴収等）
第10条　丁は、前条の規定にかかわらず、同条に掲げる事項並びに環境保全及び住民の安全確保
等を図るために必要な事項について甲、乙又は丙から報告又は資料の提出を求められたときは、
これに応ずるものとする。
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２　甲、乙又は丙は、前条又は前項の規定による丁の報告又は同項の規定により丁から提出のあっ
た資料について疑義があるときは、丁に対し更に報告又は資料の提出を求め、丁の管理する場
所等において説明を受けることができるものとする。

　（住民への広報）
第11条　甲、乙、丙又は丁は、「むつ」又は附帯陸上施設に関し特別の広報を行おうとするとき
は、その内容、広報の方法等について事前に他の協定当事者に対し連絡するものとする。

　（被害の補償）
第12条　「むつ」の管理又は附帯陸上施設の運転、保守等に関して住民等に被害を与えた場合は、
丁は、誠意をもって補償するものとする。

　（諸調査への協力）
第13条　丁は、甲、乙及び丙が実施する環境保全及び安全確保等のための対策に関する諸調査に
積極的に協力するものとする。

　（防災対策）
第14条　丁は、その防災対策の充実及び強化を図るとともに、「むつ」又は附帯陸上施設に係る
地域防災対策に積極的に協力するものとする。

　（細則）
第15条　この協定の施行に必要な細目については、甲、乙、丙及び丁が協議の上、別に細則を定
めるものとする。

　（協定書の改定）
第16条　この協定書の内容を改定する必要が生じたときは、甲、乙、丙又は丁は、他の協定当事
者に対しこの協定書の改定について協議することを申し入れることができるものとし、その申
入れを受けた者はその協議に応ずるものとする。

　（疑義又は定めのない事項）
第17条　この協定書の内容について生じた疑義及びこの協定書に定めのない事項については、甲、
乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。

　附則
１　この協定は、締結の日から施行する。
２　「むつ」から原子炉が撤去されたとき以後の、第６条第１項第３号の規定の適用については、
同号中「原子力船「むつ」（以下「むつ」という。）内又は青森センター内」とあるのは、「青
森センター内」と、第８条第１項の規定の適用については、同項中「「むつ」の移動、原子炉
施設の点検」とあるのは、「原子炉施設の点検」と、第11条の規定の適用については、同条
中「「むつ」又は附帯陸上施設」とあるのは、「附帯陸上施設」と、第12条の規定の適用につ
いては、同条中「「むつ」の管理又は附帯陸上施設の運転」とあるのは、「附帯陸上施設の運
転」と、第14条の規定の適用については、同条中「「むつ」又は附帯陸上施設に係る地域防災
対策」とあるのは、「附帯陸上施設に係る地域防災対策」とする。
３　甲、乙、丙及び丁が、昭和63年１月24日に締結した原子力船「むつ」関根浜定係港等の周辺
地域の環境保全及び住民の安全確保等に関する協定書は、廃止する。
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　　この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁において記名押印の上、
　各自その１通を保有する。

　平成４年５月22日　　締結
　平成18年１月31日　　協定書及び細則の一部を変更する覚書締結
　平成28年４月１日　　　　　　〃

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　むつ市中央一丁目８番１号
　　　　　　むつ市長　　宮　下　宗一郎

　　丙　　青森市安方一丁目１番32号
　　　　　　青森県漁業協同組合連合会
　　　　　　代表理事会長　　赤　石　憲　二

　　丁　　茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地１
　　　　　　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
　　　　　　理事長　　児　玉　敏　雄

　　※上記締結当事者の氏名は、平成28年４月１日当時のものである。
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37　国立研究開発法人日本原子力研究開
　発機構青森研究開発センターの周辺地
　域の環境保全及び住民の安全確保等に
　関する協定書の運用に関する細則
　青森県（以下「甲」という。）、むつ市（以下「乙」という。）、青森県漁業協同組合連合会（以
下「丙」という。）及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「丁」という。）の間に
おいて、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの周辺地域の環境保全
及び住民の安全確保等に関する協定書（以下「協定書」という。）第15条の規定に基づき、次の
とおり細則を定めた。

　（青森センター）
第１条　協定書における「青森センター」には、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森
研究開発センター大湊地区に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32
年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第23条第２項第５号に規定する原子炉施設
（以下「原子炉施設」という。）が設置される限り、同地区を含むものとする。

　（関係法令等）
第２条　協定書における「原子炉等規制法その他の関係法令等」の「等」には、原子炉等規制法
第37条に規定する保安規定及び試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
　（昭和32年総理府令第83号）第２条第２項第９号に規定する説明書（以下「被ばく管理等に関
する説明書」という。）を含むものとする。

　（事前了解）
第３条　協定書第２条における「新設し、増設し、変更し、又は廃止しようとするとき」とは、
原子炉施設について原子炉等規制法第26条第１項の規定による許可を必要とする新設、増設、
変更又は廃止をしようとするときをいう。

　（放射性物質の放出管理）
第４条　協定書第３条における「放射性物質の放出を可能な限り低く抑えるように管理する」と
は、被ばく管理等に関する説明書に記載された放出管理目標値以下に管理することをいう。

　（異常事態）
第５条　協定書第６条第１項第９号における「前各号に掲げる場合のほか異常事態」とは、軽易
な事故、故障等を含むものとする。

　（立入調査）
第６条　協定書第７条の立入調査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
⑴　甲、乙及び丙は、立入調査をするときは、あらかじめ立入調査の内容、立入調査をする職
員の職名、氏名、立入調査の日時及び場所その他必要な事項を丁に対し通知するものとする。
⑵　立入調査をする職員は、その安全確保のため丁の定める保安に関する規定に従うものとする。
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⑶　立入調査をする職員は、甲、乙又は丙の長が発行する身分証明書を携行するものとする。

　（連絡、通報等の方法）
第７条　協定書第２条の協議の申入れ、協定書第５条第１項の連絡、協定書第６条第１項の通報、
同条第２項、協定書第８条第２項、第９条及び第10条の報告、協定書第11条の連絡並びに前条
第１号の通知（以下本条において「連絡等」という。）は、書面により行うものとする。ただし、
次の各号に掲げる場合においては書面によらないことができるものとし、第１号に掲げる場合
にあってはその後速やかに書面により連絡等の内容を相手方に提示するものとする。
⑴　緊急を要するとき。
⑵　連絡等の内容が軽易なものであるとき。

　（協議）
第８条　この細則に定められた事項について、解釈上疑義を生じたとき、若しくは変更の必要が
生じたとき、又は新たに定めるべき事項が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議の上定める
ものとする。

　�　この細則の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁において記名押印の上
各自その１通を保有する。

　平成４年５月22日　　締結
　平成18年１月31日　　協定書及び細則の一部を変更する覚書締結
　平成28年４月１日　　　　　　〃

　　甲　　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　むつ市中央一丁目８番１号
　　　　　　むつ市長　　宮　下　宗一郎

　　丙　　青森市安方一丁目１番32号
　　　　　　青森県漁業協同組合連合会
　　　　　　代表理事会長　　赤　石　憲　二

　　丁　　茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地１
　　　　　　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
　　　　　　理事長　　児　玉　敏　雄

　　※上記締結当事者の氏名は、平成28年４月１日当時のものである。
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　青森県（以下 ｢甲｣ という｡）､ むつ市（以下 ｢乙｣ という｡）､ 青森県漁業協同組合連合会（以
下 ｢丙｣ という｡）及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下 ｢丁｣ という｡）の間に
おいて､ 住民の健康を保護し､ 環境を保全するため､ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
青森研究開発センター（以下 ｢青森センター｣ という｡）に係る放射能の監視（以下 ｢監視｣ と
いう｡）について､ 次のとおり協定を締結した｡

　（総則）
第�１条　丁は､ 甲､ 乙及び丙が行う監視について積極的に協力し､ 自らも必要かつ十分な監視を
行うものとする｡

　（監視船の供与）
第�２条　丁は､ 甲､ 乙及び丙が青森センター関根浜地区及びその周辺の環境の監視を行う場合は､
必要な作業船を甲､ 乙及び丙の利用に供するものとする｡ この場合において､ 丁は､ その職員
を当該作業船に乗船させ､ 監視の作業に協力させるものとする｡

　（測定機器等の供与）
第�３条　丁は､ 甲､ 乙及び丙が監視を行う場合は､ 放射能測定に必要な機器､ 施設等の使用につ
いて便宜を与えるものとする｡

　（報告等）
第�４条　丁は､ 甲､ 乙及び丙に対し､ 四半期ごとに､ 次の各号に掲げる事項について当該四半期
の終了後60日以内に報告するものとする｡
　⑴　放射性廃棄物の保管の状況
　⑵　放射線管理の状況
　⑶　環境の放射能の測定の結果
２�　甲､ 乙及び丙は､ 前項の規定による報告のほか､ 監視を行うため必要があると認めた場合は、
丁に対し､ 前項各号に掲げる事項その他必要な事項について､ 報告又は必要な資料の提出を求
めることができる｡
３�　甲､ 乙及び丙は､ 前２項の規定により報告された内容又は提出された資料を公表することが
できる｡

　（立入調査等）
第�５条　甲､ 乙及び丙は､ この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めた場合
は､ その職員を丁の管理する場所に立ち入らせ､ 必要な調査をさせることができる｡
２�　前項の立入調査を行う職員は､ 調査を行うために必要な事項について丁の職員に質問し､ 資
料の提出を求めることができる｡
３�　甲､ 乙又は丙は､ 第１項の規定による調査の内容又は前項の規定により提出された資料を公
表することができる｡

38�　国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構青森研究開発センターに
係る放射能の監視に関する協定書
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　（監視内容の通知等）
第�６条　丁は､ この協定施行後､ 遅滞なく､ 自ら行う監視について､ その方法等を甲､ 乙及び丙
に通知するものとする｡
　　これを変更しようとする場合も同様とする｡
２�　甲､ 乙及び丙は､ 丁の行う監視について必要な意見を述べることができるものとし､ 丁は､
これを十分に尊重するものとする｡
３　甲､ 乙及び丙は､ 必要があると認めた場合は､ 丁の行う監視に立ち会うことができる｡

　（安全監視委員会に対する便宜の供与）
第�７条　丁は､ 甲､ 乙及び丙が共同して設置した安全の監視を行う委員会に対し､ この協定に基
づき甲､ 乙及び丙に与える権能及び便宜と同様の権能及び便宜を与えるものとする｡

　（細則）
第�８条　この協定の施行に必要な細目については､ 甲､ 乙､ 丙及び丁が協議の上､ 別に細則を定
めるものとする｡

　（協定書の改定）
第�９条　この協定書の内容を改定する必要が生じた場合は､ 甲､ 乙､ 丙及び丁は､ 他の協定当事
者に対しこの協定書の改定について協議することを申し入れることができるものとし､ その申
し入れを受けた者はその協議に応ずるものとする｡

　（疑義又は定めのない事項）
第�10条　この協定書の内容について生じた疑義及びこの協定書に定めのない事項については､甲、
乙､ 丙及び丁が協議して定めるものとする｡

　平成４年５月22日　締結
　平成８年８月20日　協定書の一部を変更する協定書締結
　平成14年７月10日　協定書及び細則の一部を変更する覚書締結
　平成18年１月31日　協定書の一部を変更する協定書締結
　平成28年４月１日　協定書及び細則の一部を変更する覚書締結

　　甲　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　むつ市長　　宮　下　宗一郎

　　丙　　青森県漁業協同組合連合会
　　　　　代表理事会長　　赤　石　憲　二

　　丁　　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
　　　　　理事長　　児　玉　敏　雄

　　※上記締結当事者の氏名は､ 平成28年４月１日当時のものである｡
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39　国立研究開発法人日本原子力研
　究開発機構青森研究開発センター
　に係る放射能の監視に関する協定
　書の運用に関する細則
　青森県（以下「甲」という。）、むつ市（以下「乙」という。）、青森県漁業協同組合連合会（以
下「丙」という。）及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「丁」という。）の間に
おいて、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに係る放射能の監視に
関する協定書（以下「協定書」という。）第８条の規定に基づき、次のとおり細則を定めた。

　（青森センター）
第１条　協定書における「青森センター」には、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森
研究開発センター大湊地区に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32
年法律第166号）第35条第１項の規定により丁が管理区域を定めている限り、同地区を含むも
のとする。
２　丁が、前項に規定する青森センター大湊地区の管理区域を全て解除したときは、その日付等
を速やかに甲、乙及び丙に対し連絡するものとする。

　（立入調査等）
第２条　協定書第５条の立入調査及び協定書第６条の監視の立会い（以下本文において「立入調
査等」という。）は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
⑴　甲、乙及び丙は、立入調査等をするときは、あらかじめ立入調査等の内容、立入調査等を
する職員の職名、氏名、立入調査等の日時及び場所その他必要な事項を丁に対し通知するも
のとする。
⑵　立入調査等をする職員は、その安全確保のため丁の定める保安に関する規定に従うものと
する。
⑶　立入調査等をする職員は、甲、乙又は丙の長が発行する身分証明書を携行するものとする。

　（連絡、通報等の方法）
第３条　協定書第４条第１項及び第２項の報告、協定書第６条第１項の通知、第１条第２項の連
絡並びに前条第１号の通知（以下本条において「連絡等」という。）は、書面により行うもの
とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては書面によらないことができるものとし、第
１号に掲げる場合にあってはその後速やかに書面により連絡等の内容を相手方に提示するもの
とする。
⑴　緊急を要するとき。
⑵　連絡等の内容が軽易なものであるとき。

　（協議）
第４条　この細則に定められた事項について、解釈上疑義を生じたとき、若しくは変更の必要が
生じたとき、又は新たに定めるべき事項が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議の上定める
ものとする。
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　平成４年５月22日　締結
　平成14年７月10日　協定書及び細則の一部を変更する覚書締結
　平成18年１月31日　細則の一部を変更する細則締結
　平成28年４月１日　協定書及び細則の一部を変更する覚書締結

　　甲　　青森県知事　　三　村　申　吾

　　乙　　むつ市長　　宮　下　宗一郎

　　丙　　青森県漁業協同組合連合会
　　　　　代表理事会長　　赤　石　憲　二

　　丁　　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
　　　　　理事長　　児　玉　敏　雄

　　※上記締結当事者の氏名は、平成28年４月１日当時のものである。
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40　原子力船「むつ」安全監視委員
　会の設置及び運営に関する要綱
　（目的及び設置）
第１条　青森県、むつ市及び青森県漁業協同組合連合会（以下「青森県等」という。）は、国立
研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター周辺地域等の環境の保全及び住民
の安全の確保のため、放射能の監視等を適切かつ円滑に実施することを目的として、原子力船
「むつ」安全監視委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（所掌事務）
第２条　委員会は、次に掲げる事項を行う。
⑴　青森県等の環境放射能の測定計画、測定の実施方法、測定結果の評価等について審議する
こと。
⑵　必要に応じ、青森県等が行う放射能の監視作業等に立ち会い、又は自ら放射能の監視等を
行うこと。
⑶　そのほか国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター周辺地域等の環
境の保全及び住民の安全の確保に関する必要な事項について審議すること。

　（組織）
第３条　委員会は、委員８人で組織する。

　（会長）
第４条　委員会に会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるときは、予めその指名する委員が、その職務を代理する。

　（委員）
第５条　委員には、次に掲げる者をもって充てる。
　　　青森県が推せんする学識経験者　　　　　　　　　　　２人
　　　むつ市が推せんする学識経験者　　　　　　　　　　　１人
　　　青森県漁業協同組合連合会が推せんする学識経験者　　１人
　　　青森県の職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２人
　　　むつ市の職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１人
　　　青森県漁業協同組合連合会の職員　　　　　　　　　　１人
２　委員の任期は、委員会の存続期間とする。
３　委員は、当該委員の推せん者及び会長の承認を得て、委員を辞することができる。

　（庶務）
第６条　委員会の庶務は、青森県危機管理局において統括し、及び処理する。
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　（雑則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

　昭和49年10月14日　締　　結
　昭和57年８月30日　要綱の一部を改正する要綱締結
　昭和63年２月18日　要綱の一部を改正する要綱締結
　平成18年１月31日　要綱の一部を改正する要綱締結
　平成28年４月１日　要綱の一部を改正する覚書締結
　青森県知事　　三　村　申　吾
　むつ市長　　宮　下　宗一郎
　青森県漁業協同組合連合会
　代表理事会長　　赤　石　憲　二

　※上記締結当事者の氏名は、平成28年４月１日当時のものである。
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41　使用済燃料中間貯蔵施設に関す
　る協定書
　青森県（以下「甲」という。）及びむつ市（以下「乙」という。）は、東京電力株式会社（以下
「丙」という。）及び日本原子力発電株式会社（以下「丁」という。）が、使用済燃料を再処理す
るまでの間一時貯蔵する施設である使用済燃料中間貯蔵施設（以下「貯蔵施設」という。）を青
森県むつ市大字関根字水川目地内に立地することに関し了承し、甲、乙、丙及び丁は、県民の安
全、安心を確保する観点から、貯蔵期間終了後における使用済燃料の搬出及び品質保証体制の構
築のため、次のとおり協定を締結する。
　（使用済燃料の貯蔵期間）
第１条　丙及び丁は、丙が甲及び乙に提出した「リサイクル燃料備蓄センターの概要」に示され
ている使用済燃料の貯蔵について、次の事項を遵守するものとする。
⑴　使用済燃料の貯蔵建屋（以下「建屋」という。）の使用期間は、建屋の供用開始の日から
50年間とする。
⑵　使用済燃料の貯蔵容器（以下「容器」という。）の貯蔵期間は、容器を建屋に搬入した日
から50年間とする。ただし、容器の貯蔵期間の満了日の到来前において、当該容器の貯蔵に
係る建屋の使用期限が到来した場合にあっては、当該使用期限の到来をもって容器の貯蔵期
間は終了するものとする。
⑶　使用済燃料は、貯蔵期間の終了までに貯蔵施設から搬出するものとする。
２　丙及び丁は、前項の遵守事項について、丙及び丁が共同して設立し、貯蔵施設の建設及び管
理運営を行う法人（以下「新法人」という。）に対しても遵守させるものとする。
　（品質保証体制の構築）
第２条　丙及び丁は、貯蔵施設の安全を確保するため、新法人に品質保証体制を構築させること
とする。
　この協定の成立を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名押印のうえ各自１
通を保有する。
　平成17年10月19日

　（甲）　青森市長島一丁目１番１号
　　　　　　青森県知事　　三　村　申　吾

　（乙）　むつ市金谷一丁目１番１号
　　　　　　むつ市長　　杉　山　　　肅

　（丙）　東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
　　　　　　東京電力株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　勝　俣　恒　久

　（丁）　東京都千代田区神田美土代町１番地１
　　　　　　日本原子力発電株式会社
　　　　　　代表取締役社長　　市　田　行　則
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42　青森県核燃料物質等取扱税条例
　（課税の根拠）
第１条　地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第４条第３項の規定に基づき、
この条例の定めるところにより、核燃料物質等取扱税を課する。

　（用語の意義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
⑴　加工事業者　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166
号。以下「規制法」という。）第13条第１項の許可を受けた者をいう。
⑵　原子炉設置者　規制法第43条の３の５第１項の許可を受けた者をいう。
⑶　再処理事業者　規制法第44条第１項の指定を受けた者をいう。
⑷　廃棄物埋設事業者　規制法第51条の２第１項第２号に係る同項の許可を受けた者をいう。
⑸　廃棄物管理事業者　規制法第51条の２第１項第３号に係る同項の許可を受けた者をいう。
⑹　濃縮　規制法第２条第９項に規定する加工のうちウラン235のウラン238に対する比率を高
める処理をいう。

⑺　原子炉の設置　発電用原子炉（規制法第２条第５項の発電用原子炉をいう。以下同じ。）
を設置して発電の事業の用に供することをいう。
⑻　核燃料の挿入　核燃料（規制法第43条の３の12第１項の燃料体をいう。以下同じ。）を発
電用原子炉に挿入することをいう。
⑼　使用済燃料の受入れ　使用済燃料（規制法第２条第10項の使用済燃料をいう。以下同じ。）
を再処理施設（規制法第44条第２項第２号の再処理施設をいう。以下同じ。）に受け入れる
ことをいう。
⑽　使用済燃料の貯蔵　規制法第48条第１項第３号の使用済燃料の貯蔵をいう。
⑾　廃棄物埋設　規制法第51条の２第２項第２号の廃棄物埋設施設において行う核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び原子力損害賠償補償契約に関する法律
施行令の一部を改正する政令（平成19年政令第378号）第１条の規定による改正前の核原料
物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和32年政令第324号）第31条第
１項の表第１号イに該当する物（以下「廃棄体」という。）に係る規制法第51条の２第１項
第２号の第二種廃棄物埋設をいう。
⑿　廃棄物管理　規制法第51条の２第２項第２号の廃棄物管理施設において行う同条第１項第
３号の廃棄物管理のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32
条第１号に該当するもので使用済燃料を溶解した液体から規制法第２条第２項に規定する核
燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物（以下
　「ガラス固化体」という。）に係るものをいう。
⒀　核燃料物質等の取扱い　濃縮、原子炉の設置、核燃料の挿入、使用済燃料の受入れ、使用
済燃料の貯蔵、廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。

　（納税義務者等）
第３条　核燃料物質等取扱税は、次の各号に掲げる核燃料物質等の取扱いに対し、当該各号に定
める者に課する。
⑴　加工事業者の行う濃縮　当該加工事業者
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⑵　原子炉設置者の行う原子炉の設置及び核燃料の挿入　当該原子炉設置者
⑶　再処理事業者の行う使用済燃料の受入れ及び使用済燃料の貯蔵　当該再処理事業者
⑷　廃棄物埋設事業者の行う廃棄物埋設　当該廃棄物埋設事業者
⑸　廃棄物管理事業者の行う廃棄物管理　当該廃棄物管理事業者
２　前項第２号の核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
める日になされたものとする。
⑴　規制法第43条の３の５第１項の許可を受けた後最初に発電用原子炉への核燃料の装荷が行
われた場合　規制法第43条の３の11第１項の検査の全てに合格した日
⑵　規制法第43条の３の15第１項の検査の開始の日から終了の日までの期間内に発電用原子炉
への核燃料の装荷が行われた場合　当該検査の終了の日
⑶　前二号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合　当該装荷の
終了の日

　（課税標準）
第４条　核燃料物質等取扱税の課税標準は、次の各号に掲げる核燃料物質等の取扱いの区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める重量、熱出力、価額、容量又は数量とする。
⑴　加工事業者の行う濃縮　各課税標準の算定期間内において濃縮により生じた製品ウラン
　（販売又は役務の提供に係る目的物となる六ふっ化ウランをいう。以下同じ。）の重量
⑵　原子炉設置者の行う原子炉の設置　各課税標準の算定期間の末日における発電用原子炉の
熱出力
⑶　原子炉設置者の行う核燃料の挿入　当該核燃料の挿入に係る核燃料（既に核燃料の挿入に
係る核燃料物質等取扱税が課され、又は課されるべきものを除く。）の価額
⑷　再処理事業者の行う使用済燃料の受入れ　各課税標準の算定期間内において受け入れた使
用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量
⑸　再処理事業者の行う使用済燃料の貯蔵　各課税標準の算定期間内の使用済燃料の貯蔵に係
る使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量
⑹　廃棄物埋設事業者の行う廃棄物埋設　各課税標準の算定期間内の廃棄物埋設に係る廃棄体
に係る容器の容量（当該容器が日本工業規格に定められている容器に該当する場合には、当
該容器に係る日本工業規格の呼び容量とする。以下同じ。）
⑺　廃棄物管理事業者の行う廃棄物管理　各課税標準の算定期間内の廃棄物管理に係るガラス
固化体に係る容器の数量

２　前項第２号の熱出力は、規制法第43条の３の５第１項の許可（規制法第43条の３の８第１項
の変更の許可を受けた場合には、当該変更の許可）に係る発電用原子炉の規制法第43条の３の
５第２項第３号の熱出力とする。
３　第１項第３号の価額は、電気事業会計規則（昭和40年通商産業省令第57号）第25条及び第26
条の規定により算定した取得原価とする。
４　第１項第５号から第７号までの各課税標準の算定期間内の使用済燃料の貯蔵に係る使用済燃
料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量、廃棄物埋設に係る廃棄体に係る容器の容量又
は廃棄物管理に係るガラス固化体に係る容器の数量は、それぞれ各課税標準の算定期間に属す
る各月の末日現在における使用済燃料の貯蔵に係る使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前の
ウランの重量、廃棄体に係る容器の容量又はガラス固化体に係る容器の数量を合計した重量、
容量又は数量を12で除して得た重量、容量又は数量とする。この場合において、当該課税標準
の算定期間中に月の末日が到来しないとき、又は当該課税標準の算定期間の末日の属する月の
末日が当該課税標準の算定期間に属していないときには、当該課税標準の算定期間の末日を当
該課税標準の算定期間に属する一の月の末日とする。
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５　第１項及び前項の課税標準の算定期間とは、１月１日から３月31日まで、４月１日から６月
30日まで、７月１日から９月30日まで及び10月１日から12月31日までの各期間をいう。
６　新たに核燃料物質等の取扱い（核燃料の挿入を除く。以下この条において同じ。）の事業を
開始した場合における当該事業に係る核燃料物質等の取扱いに対して課する核燃料物質等取扱
税の第１項及び第４項の課税標準の算定期間は、前項の規定にかかわらず、当該事業を開始し
た日から当該事業を開始した日を含む同項に規定する課税標準の算定期間の末日までの期間と
する。
７　事業者（加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業
者をいう。以下同じ。）が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における第１項及
び第４項の課税標準の算定期間（第１号の場合にあっては、廃止又は取消しに係る事業に係る
核燃料物質等の取扱いに対して課する核燃料物質等取扱税の第１項及び第４項の課税標準の算
定期間）は、第５項又は前項の規定にかかわらず、当該該当することとなった日を含む第５項
又は前項に規定する課税標準の算定期間の開始の日から当該該当することとなった日までの期
間とする。
⑴　核燃料物質等の取扱いの事業（使用済燃料の受入れ及び使用済燃料の貯蔵にあっては、当
該使用済燃料の受入れ及び使用済燃料の貯蔵に係る規制法第２条第10項に規定する再処理の
事業）を廃止した場合又は規制法第20条の規定により規制法第13条第１項の許可が取り消さ
れた場合、規制法第43条の３の20の規定により規制法第43条の３の５第１項の許可が取り消
された場合、規制法第46条の７の規定により規制法第44条第１項の指定が取り消された場合
若しくは規制法第51条の14の規定により規制法第51条の２第１項第２号に係る同項の許可若
しくは同項第３号に係る同項の許可が取り消された場合
⑵　個人である事業者が死亡した場合
⑶　法人である事業者が解散し、又は合併により消滅した場合

　（税率）
第５条　核燃料物質等取扱税の税率は、次の各号に掲げる核燃料物質等の取扱いの区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるものとする。
⑴　加工事業者の行う濃縮　製品ウランの重量１キログラムにつき44,600円
⑵　原子炉設置者の行う原子炉の設置　1,000キロワットにつき9,000円
⑶　原子炉設置者の行う核燃料の挿入　100分の13
⑷　再処理事業者の行う使用済燃料の受入れ　使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウラ
ンの重量１キログラムにつき19,400円
⑸　再処理事業者の行う使用済燃料の貯蔵　使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウラン
の重量１キログラムにつき1,300円
⑹　廃棄物埋設事業者の行う廃棄物埋設　廃棄体に係る容器の容量１立方メートルにつき
64,000円
⑺　廃棄物管理事業者の行う廃棄物管理　ガラス固化体に係る容器の数量１本につき1,969,500
円

　（徴収の方法）
第６条　核燃料物質等取扱税の徴収については、申告納付の方法による。

　（申告納付の手続）
第７条　核燃料物質等取扱税の納税義務者（核燃料の挿入に係る核燃料物質等取扱税の納税義務
者を除く。）は、第４条第１項各号（第３号を除く。）の課税標準の算定期間ごとに、当該課税
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標準の算定期間の末日の翌日から起算して２月以内に、規則で定めるところにより、当該課税
標準の算定期間における課税標準たる重量、熱出力、容量又は数量（以下「課税標準量」とい
う。）、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付
しなければならない。
２　核燃料の挿入に係る核燃料物質等取扱税の納税義務者は、核燃料の挿入がなされた日の属す
る月の末日の翌日から起算して２月以内に、規則で定めるところにより、課税標準額、税額そ
の他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければな
らない。
３　前二項の規定によって申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に
係る課税標準量若しくは課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、規則
で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額
があるときは、これを納付しなければならない。

　（不足税額及びその延滞金の納付）
第８条　法第276条第４項の規定によって通知を受けた核燃料物質等取扱税の納税者は、納付す
べき不足税額（更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。）を知事
の指定する納期限までに納付しなければならない。
２　前項の場合においては、その不足税額に法第277条第２項並びに法附則第３条の２第１項及
び第５項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

　（納期限後に納付する核燃料物質等取扱税の延滞金の納付）
第９条　核燃料物質等取扱税の納税者は、第７条第１項及び第２項の納期限（納期限の延長があっ
たときは、その延長された納期限）後にその税金（同条第３項の規定による修正により増加し
た税額を含む。）を納付する場合においては、その税額に、法第280条第１項並びに法附則第３
条の２第１項及び第５項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

　（過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納付）
第10条　法第278条第６項又は法第279条第５項の規定によって通知を受けた核燃料物質等取扱税
の納税者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指
定する納期限までに納付しなければならない。

　（賦課徴収）
第11条　核燃料物質等取扱税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は青
森県県税条例（昭和29年５月青森県条例第36号）の定めるところによる。この場合において、
同条例第４条第１項中「11　固定資産税」とあるのは「11　固定資産税　12　核燃料物質等取
扱税」と、同条例第12条第２項第２号中「主たるものの所在地）」とあるのは「主たるものの
所在地）、核燃料物質等取扱税については申告納付すべき日における青森県核燃料物質等取扱
税条例（平成25年12月青森県条例第54号）第２条第６号に規定する濃縮に係る事業所、同条第
７号に規定する原子炉の設置若しくは同条第８号に規定する核燃料の挿入に係る発電用原子炉、
同条第９号に規定する使用済燃料の受入れ若しくは同条第10号に規定する使用済燃料の貯蔵に
係る再処理施設、同条第11号に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設又は同条第12号に規
定する廃棄物管理に係る廃棄物管理施設の所在地」とする。
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　（施行事項）
第12条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　附則
１　この条例は、法第259条の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して３月を超えない
範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行う核燃料物質等の取扱いに係る核燃
料物質等取扱税について適用する。
２　再処理事業者の行う使用済燃料の貯蔵に係る核燃料物質等取扱税に係る第３条第１項第３号
の規定は、平成18年９月27日以前に再処理施設に受け入れた使用済燃料に係る使用済燃料の貯
蔵については、適用しない。
３　再処理事業者の行う使用済燃料の貯蔵に係る核燃料物質等取扱税の税率は、第５条第５号の
規定にかかわらず、当分の間、使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量１キロ
グラムにつき8,300円とする。
４　廃棄物管理事業者の行う廃棄物管理に係る核燃料物質等取扱税に係る第２条第12号、第４条
第１項第７号及び第４項並びに第５条第７号の規定の適用については、当分の間、規制法第２
条第２項に規定する核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとする
ものを容器に圧縮して封入し、又は固型化した物を第２条第12号に規定するガラス固化体とみ
なして、これらの規定を適用する。
５　この条例は､�平成31年３月31日限り､�その効力を失う｡
６　この条例の失効の日前に課した､�又は課すべきであった核燃料物質等取扱税については､�な
お従前の例による｡
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